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はしがき 

 

 本書は、防衛省・国際平和協力センター（以下「センター」と呼称する）に

おいて、筆者が幹部自衛官を対象として教育を行っている内容を基に、国際平

和協力活動に従事するうえで必要な基礎的知識を加え、体系化したものである。 

 本書を執筆するに至ったのは、２つの理由による。ひとつは、センターでは、

プレゼンテーションソフトを利用して講義を行っているが、プレゼンテーショ

ンソフトに表示される情報量や限られた時間内での教育では、必要最低限の内

容しか教育できないことである。もうひとつの理由は、研究成果を文献にしな

いと後任者が教育を引き継ぎ、研究範囲を広げていくための研究の土台ができ

あがらないからである。 

 当初、本書の読者は国際平和協力活動に従事する指揮官や幕僚等の幹部自衛

官を念頭において、執筆をはじめた。センターにおける筆者の教育対象者は、

自衛隊の高級課程で国内外の情勢や政策に関する知見を既修し、指揮官として

豊富な幅広い知識を有する１佐から、部隊等において幹部自衛官に必要とされ

る基礎的な知識・経験を研鑽中であり、国際平和協力活動の背景にある国際関

係や国連システムについての知見が不十分な２尉までの幅広い層である。本質

に迫る質問をしてくる知見豊かな高級幹部と異なり、成長途上中の若手幹部の

質問からは、内容をより明晰にわかりやすくする必要性を痛感させられた。こ

うした事情から、文字だけではなく、図表を利用し、イメージとして知識を定

着させることを狙いとして、さまざまな概念を図式化することを試みた。これ

らはセンターにおいて筆者が担当した講義の学生（幹部自衛官）からの質問や

教育内容に対する学生所見を基に、補筆・修正を加えていったものである。こ

の資料をまとめたものを、大学院で政治学を専攻し、情報分析の分野で活躍す

る専門家に見せたところ、平和構築についてこれから学ぼうとする学生の入門

書としても使用できるのではないかというアドバイスを受け、出版を企図する

に至った次第である。 

 本書は、事例問題を数多く取り入れている。これは、国際平和協力活動に従

事したことのない者に対して、抽象的な概念だけを教育しても、具体的な状況

 



 
 

や行動と結びつけることができず、十分な教育効果が得られないと考えたから

である。丁度、本書の執筆が終わり、内容の精査に入ったとき、トルコのアン

カラにある平和のためのパートナーシップ研修センター（Turkish PfP 

Training Center Ankara）に於ける北大西洋条約機構（NATO）認定の武力紛

争法課程（LOAC：The Law of Armed Conflict）で研修する機会を得た。ここ

でも、NATO 加盟国、北欧諸国及び国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）や

赤十字国際委員会（ICRC）から派遣された講師陣は、学術的概念の説明と、

現場の状況（シナリオ）を付与した事例問題を組み合わせた効果的な教育を行

っており、本書の構成の方向性が間違っていなかったという手応えを得た。 

 筆者はセンター研究員として国連幕僚課程（UNSOC：United Nations 

Staff Officer’s Course）と前述の武力紛争法課程（LOAC）という２つの外国

の教育課程を経験したが、こうした外国の教育課程には、これまで自衛隊員が

直面したことのない危険な場面を潜り抜けてきた軍人や平和構築に携わる民間

の専門家の実体験が織り交ぜられ、自衛隊での教育に反映すべき内容が多々あ

った。本書はこれらの国際的にも最先端の軍事教育課程から得た知見を随所に

反映しており、この点では、平和構築に関する学術書には見られない内容が盛

り込まれている。 

 また、本書では、最後に「法規範を活用するための分析的視点」という章を

設けてある。これは、被教育者に対して、後日、教育内容についての聞き取り

調査を行ったところ、一部の被教育者の所見から、法規範を順守することの重

要性だけが認識され、「自分に与えられた任務を達成するために法規範をどう

活用していかなければならないのか」という視点が欠けていたという状況を受

け、新たに付け加えたものである。 

 そうした経緯を踏まえるならば、本書は、筆者の研究成果を単に整理したも

のではなく、年間約１２０名の教育対象者の所見を反映させたものであるとも

いえる。 

 もっとも、平和構築の分野において、専門家として活躍されてきた方々にと

って、本書の内容は不十分・不適切であると感じるかもしれないが、それはひ

とえに筆者の力不足である。しかしながら、この拙著への指摘等も含め、この

 



 
 

分野での議論が活発になされることを願い結びの言葉としたい。 

 執筆にあたって、さまざまなご指導・ご鞭撻をいただいた石橋克伸初代国際

平和協力センター長をはじめ、中林健総括主任研究官、林秀樹教育・研究室長、

峯量主任研究官、中釜義之研究員、高野浩明研究員、榮村佳之企画係長、森耕

太郎研究員、雨宮正宣研究員、齋藤収研究員、須合俊治研究員に感謝したい。

特に高野氏はカンボジアの UNTAC、東ティモールの UNTAET・UNMISET

での派遣経験やネパールの UNMIN の連絡調整要員としての経験、榮村氏はイ

ラク復興支援人道援助隊での派遣経験（同氏の貴重なご経験は本書でも引用し

ている「イラク復興支援における民生協力活動の実践と教訓」『国際安全保障』

第 38 巻第 4 号に記載されている）を有するだけでなく、両氏ともに国際平和

協力活動を行う主力部隊の司令部である陸上自衛隊中央即応集団の民生協力課

長として、平和構築に関わる作戦の立案に携わり、また、海外派遣部隊の教育

訓練指導を行う国際活動教育隊の研究科長（高野氏）、副隊長（榮村氏）とし

て、海外派遣部隊の指導にも携わったベテランであり、何度も両氏からは、国

際平和協力活動の現場でのご経験と、豊かな学術的知見を踏まえて整理された

現場で直面する諸問題の聞き取りを行い、本書の内容に反映させていただいた。

両氏の協力がなければ、本書の執筆はなしえなかった。 

 防衛研究所の山下光主任研究官からは、執筆者本人には気付き得なかった本

書の全体構成、論理的一貫性を明晰な分析力でご批評いただいた。同主任研究

官からは、本書を出版した場合の想定読者層や意義という点からも、より多く

の読者層にとって、有意義な内容となるよう、前向きなご指導をいただいたこ

とが、脱稿までの間、筆者にとって、大きな励みとなったことを付言したい。

同研究所の田中極子防衛教官からは、研究者として更にカバーすべき資料や先

行研究について、不足しているものをご教示いただいたのみならず、防衛省内

での教育教材として必要な要素についてご指導いただいた。 

 一橋大学の佐藤文香教授からは、本書において重要な論点でありながら、概

念整理に苦慮していたジェンダー諸問題について直接議論する機会をいただい

た。 

 最後に、筆者が翻訳した英語の国連教材の内容をチェックするとともに、コ

 



 
 

ラムで説明をしているブルーベレーの教官のイラストを手掛けてくれた妻・恭

子に感謝したい。 

 

             平成２６年 6月  

             防衛省統合幕僚学校国際平和協力センター研究員 

                           川 嶋 隆 志 
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はじめに 

 

 本書は、防衛省統合幕僚学校国際平和協力センターにおいて、国際平和協力

活動に派遣される自衛隊員に対して実際に行われている人権に関する教育内容

を基に関連する重要な内容を追加して教科書として再構成したものである。 

筆者が平成２４年に国際平和協力センター（以下「センター」という。）に

着任した際、センターは防衛省内において国際平和協力活動に関する教育を立

ち上げたばかりであった。当時のセンターでは、国連の教育教材を基本的に踏

襲し、それに日本に特有の内容を加えて教育内容を構成し、国際平和協力活動

に関わる予定である自衛官及び事務官（防衛省所属のシビリアンの職員）に対

して教育していた。中でも、国際平和協力活動に関係する法律、特に国際人権

法の教育については、当該違反行為が一度でも生じた場合には、自衛隊による

国際貢献への期待と信頼を反故にしかねないという観点から極めて重要である

と認識されていた。しかしながら、国連の教育教材や既存の国際法に関する学

術書・論文等の中には、国際人権法が具体的に国際平和協力活動にどのように

関わってくるのかを説明したものがなかったことから、その教育内容の構成を

模索している段階であった。 

 休職制度を利用しての法科大学院での研鑽を終え防衛省に復職した筆者は、

人事の配慮もあり法律の専門家として当該人権に関する教育を担当することに

なった。そして、実際に教育に取り組む中で、最も問題と思われたのは、現場

の指揮官・幕僚等の行動の是非を判断するための規範（国際人権法だけでなく、

国内法、安保理決議等を含んだもの）を体系的に説明した既存の文献がないと

いうことであった。 

 本書はこうした観点から、現場指揮官・幕僚を読者として想定し、国際平和

協力活動に参加する自衛官の行動に資することを目的として執筆された。 

 その際、現場で隊員が直面する具体的な場面とその関連する規範について、

有益であると思われるものを、可能な限り取り入れた。こうすることで、自衛

官だけでなく、民間の人道支援関係者が平和構築の過程において軍との連携等
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を模索する上でも参考となるよう配慮した。また、図表を多く取り入れること

により、将来、平和構築分野での活動を志している学生や一般の読者にも国際

平和協力活動の現場の一側面を理解する上で参考としていただけるよう配慮し

た。 

 本書の構成であるが、まず、第１章において、国連がその主目的である国際

の平和と安全の維持に取り組んでいく上で、なぜ、人権の保障が必要となって

くるのかについて言及し、①国連が想定した国際の平和及び安全の維持のため

の活動と、その実際の運用がどのように行われているのか、②人権の定義を明

確にするとともに、人権を保障するために、どのような制度的な担保がとられ

ているのかを概説する。 

 次に第２章、第３章、第４章においては、国際平和協力活動における人権侵

害を①客体（人権侵害の被害者となりうる人々）、②非人道的な行為（国際法

上刑罰として裁かれる犯罪行為）、③主体（加害者としての要員）の３つの視

点から分析し、関連する規範や具体的事例などを踏まえながら、隊員が何に注

意すべきかについて言及する。 

 この第２章から第４章までの国際平和協力活動における人権侵害行為に関す

る留意事項を念頭に置いた上で、第５章においては、現代の平和構築において

「人権の保障」に関連する最重要課題の一つとされている「文民の保護」につ

いて、実務者として把握しておかなければならない事項について、国連の派遣

前教育教材である STM（Specialized Training Materials）の内容を基に概説

する。 

 最後に、国際平和協力活動を「法規範を活用するための分析的視点」を通し

てみることの重要性について言及し、実際に、本書の内容を「分析的視点」を

もってどのように活用するのかを示したい。そして、「平和構築」における

「人権の保障の必要性」についてまとめることとする。 

 本書の巻尾には、付論として、「安保理決議の読み方」を設けた。これは、

自衛隊が行う国際平和協力活動の多くは安保理決議に基づくものであり（PKO

だけでなく、テロ対策特措法に基づく活動、イラクにおける人道復興支援活動
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やソマリア沖・アデン湾における海賊対処も、安保理決議を根拠としている）、

国際平和協力活動に従事する指揮官や幕僚にとって、必須の知識であることか

ら付け加えたものである。この安保理決議の読み方については、目立った概説

書はなく、大学院生などの研究をはじめたばかりの方々が苦労しているとの話

を聞いた。こうした平和構築の分野に一歩足を踏み出した研究者等にとっての

参考書となれば幸いである。 

 この「安保理決議の読み方」においては、南スーダンの UNMISS 設置の安

保理決議を使用して、決議を読むためのポイントを解説している。安全保障理

事会決議によって、UN ミッションを設置する場合、第１章で説明した「国際

と平和及び安全の維持のための活動」に係る権限をどのように付与しているの

か、第２章で言及した「人権の保障」や第５章で取扱った「文民の保護」を含

めた安保理の基本方針はどのように定められているのか、また、どのような形

で任務（マンデート）が付与されているのか等、本書の第１章から第５章で説

明した内容が具体的にどのように決議に謳われているのかについて、実際の安

保理決議を読んで確認してもらいたい。

 



 
 

 

 

第１章 

 

「平和構築」と「人権の保障」
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第１章 「平和構築」と「人権の保障」 

 

１ 平和構築における人権保障の必要性 

  「国際平和協力活動」とは、「国際的な安全保障環境を改善するために国

際社会が協力して行う活動」を指し 1、「平和構築」とは、「国内のあらゆ

るレベルで紛争管理能力を強化することにより、紛争の発生や再発のリスク

を低め、持続可能な平和と開発に向けた基礎を築くための幅広い措置」をい

う 2。つまり、「平和構築」は「国際平和協力活動」として行う措置の一つ

である。 

  この「平和構築」を実現していく過程において、人権の保障が必要となる

のは、人権の侵害が現代の紛争の中心的要素になっているからである 3。こ

の人権の侵害を防止するために国家に人権を保障するよう義務づけたものと

して国際人権法・国際人道法 iといった国際法や安保理決議などの法規範が

ある。こうした法規範があるにもかかわらず、紛争地域において人権が保障

されていないのは、国家の統治能力が低下しているか、あるいは国家そのも

i 国際人道法という呼称は、赤十字国際委員会が開催した 1971 年の「武力紛

争に適用される国際人道法の再確認と発展」のための政府専門家会議におい

て初めて正式に用いられた。それ以前は、戦争に関する国際法は「戦争法」、

「戦時国際法」あるいは「武力紛争法」と呼ばれていたが、紛争の当事者と

なり得る軍隊や自衛隊においては、現在においても「武力紛争法」という呼

称を使用していることが多い。他方、ICRC をはじめとする人道機関や PKO
などの紛争当事者ではなく第三者の立場で人権を保障しようとする機関は

「国際人道法」という呼称を一般的に使用している。 

設問 

・自衛隊が「国際平和協力活動」を通じて「平和構築」を実現していく過

程において、なぜ「人権の保障」が重要であるのか。 

・自衛隊が「人権の保障」を行う場合、何に留意すればよいのか。 
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のが法規範に抵触するような行為をするためである。 

  こうしたことから、「平和構築」を実現していくために、国連が行う

PKO の大半が人権を促進、保護するマンデート（任務）を与えられ、人権

侵害の監視と調査支援を行ったり、当該国政府や機関が独自に監視や調査を

行う能力の育成を行うことによって、人権の保障を図っているのである 4。 

 

２ 「人権の保障」における留意事項 

  自衛隊が国際平和協力活動に従事する場合、「人権の保障」に関しての留

意すべき点は次のとおりである。 

（１）国際人権法・国際人道法等の法規範の遵守 

   PKO を含む国際平和協力活動の大半は、国連の安保理決議を根拠とし

て行われている。国連はその活動の目的の一つとして、人権及び基本的自

由の尊重を国連憲章に規定している。つまり、国連の行う活動には、人権

を保障する責任が伴うことになるとともに、これが活動を正当化する根拠

にもなっている。 

   こうしたことから、PKO をはじめとする国連の安保理決議に伴う国際

平和協力活動に従事する自衛隊員は、国際人権法・国際人道法等の人権の

保障に関わる法規範を遵守しなければならず、如何なる場合においても人

権侵害や国際人道法違反を行うことは許されない（PKO 要員が違反行為

を行った場合の処置等については第 4 章参照）。 

   こうした国連憲章から課される責任に加え、任務を遂行する上でも法規

範を遵守することには重要な意義が存在する。そもそも、自衛隊の他国へ

の派遣だけでなく、軍隊が他国に駐留することは、受入国の同意や要請、

国連憲章第 7 章の強制措置の場合にのみ認められた例外であって、現地住
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民にとっても、他国の軍隊等が自分の生活空間に存在する状況は異質な状

況でもある。 

   確かに、自衛隊は、東日本大震災への災害派遣をはじめとするこれまで

の活動実績や、人命の救助に従事し、復興支援を行うなどの活動を通じ、

日本国民から、信頼され、災害救助などの不測事態において頼りになる存

在であるとの広範な評価を得るに至っている。 

   しかし、国際平和協力活動が行われる地域では、政府が十分に機能して

いない国も少なくなく、このような国では、軍隊や施政者が住民を弾圧す

るための勢力の一部になっている場合すらある。このような国家において

は、住民は軍隊を脅威の対象と認識している場合も多い。そのような状況

において、住民が言語も異なる自衛隊や他国の軍隊を自国の軍隊よりも信

頼するのは非常に難しいことであると容易に予想できる。こうした状況の

下、隊員の行動が現地で反発を買うようになったら、部隊が駐留する正当

性が低下し、駐留によって利益を脅かされる者に対して攻撃材料を与えて

しまうことになりかねない。 

   実際に、ハイチやコンゴでは他国の PKO 要員による人権侵害行為によ

り現地の信頼を失い、任務遂行の阻害要因となった事例もある（第 4 章参

照）。 

   したがって、こうした国へ派遣される場合、受入国住民から親近感を持

って受け入れられることを前提として活動するのではなく、派遣部隊隊員

は、国際人権法・国際人道法等の法規範を遵守し、公務内・公務外を問わ

ず、その真摯な行動の積み重ねをもって、現地住民の信頼性を確保するこ

とに尽力しなければならない。それが、ひいては任務の円滑な遂行につな

がるのである。 
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（２）多様性の尊重 

   「平和構築」の主体は受入国である。「平和構築」とは「受入国」の

「国内のあらゆるレベルで紛争管理能力を強化」するものであり、PKO、

外国の軍隊、国連機関及び NGO 等は、あくまでも受入国を支援する立場

でしかない。そして、国際平和協力活動が行われる地域には独自の文化的

価値観や伝統、歴史や宗教観などから発生した規範や概念が存在している。

支援する立場で活動を行っている PKO 等が主体である受入国の規範や概

念を無視して、自己の法規範を一方的に押しつけることは、受入国の反発

を招き、結果として「平和構築」の阻害要因となり得る。こうしたことか

ら、国際平和協力活動においては、こうした多様性を理解し、尊重するこ

とが、派遣国政府や現地の人々からの信頼を獲得し、任務遂行に寄与する

ものであることを認識する必要がある（多様性の尊重が重要となる雇用に

まつわる事例については、第 2 章参照）。この国際人権法・国際人道等等

の法規範と派遣先国の規範等のバランスをどのようにとっていくかという

ことは、派遣先国との関係にも係わる極めて機微な問題でもあり、状況に

よっては、NGO や地域研究者等の専門家の知見を得たり、NATO のよう

に「ジェンダーアドバイザー」を設けて、独自の視点をオペレーションに

取り入れていくなどの措置が必要であると考えられる。 

   こうした留意事項を念頭に置きながら、まず、第１章では、国連憲章上

に規定された行動の概要と国連が実際に行ってきた活動の変遷を通じて、

いかにして「平和構築」において、「人権の保障」が大きなウェイトを占

めてきたかについて言及する。 
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３ 国連憲章における「国際の平和及び安全の維持」と「人権の保障」の関係 

  国際連合は、①国際の平和及び安全の維持、②人民の同権及び自決の原則

の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係の発展及び世界平和の強化、③人権及

び基本的自由を尊重するよう助長奨励することについて国際協力の達成、④

これらの共通目的達成のための諸国の行動の調和のための中心となることを

目的としている（国連憲章第 1 条（以下「憲章」とする））。 

  これらの目的のうち、①②③は国連が「何をしようとするのか」を、④は

国連が「どのような方法で」①②③の目的を達成しようとするのかを規定し

たものである。 

  それでは、国連が「何をしようとするのか」についての①②③に関し、背

景とともに内容を見てみる。 

  まず、①「国際の平和及び安全の維持」は、国連の主目的であることから、

第１条の１項に規定されたものである。 

  ②「人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係の発

展及び世界平和の強化」は、植民地の撲滅を目指したものである。国連は、

1960 年 12 月、総会での植民地独立付与宣言の決議（1514 第 15 項）によっ

て、植民地の存在そのものを否定している。1962 年に、国連総会は宣言の

実行状況を調査するとともに、実施に関して勧告を行う特別委員会を設置し

ている。2000 年には、国連は 2001 年～2010 年を第二次植民地主義廃絶国

際十年とする総会決議 55/146 を採択した。 

  ③「人権及び基本的自由を尊重するよう助長奨励することについて国際協

力の達成」は、人権及び基本的自由の尊重を目指したものである。同憲章は、

この 1 条だけでなく、13 条、55 条、56 条、68 条においても「基本的人権」

「人権及び基本的自由の尊重」を強調し、「人権の保障」を重視している。
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これは、人種・宗教を理由とした差別主義と迫害が第二次世界大戦の原因の

一つであったことを教訓として、国連の主目的である①「国際の平和及び安

全の維持」を実現するためには、「人権の保障」が不可欠であると認識して

いるからである。 

  このように、国連が「何をしようとするのか」についての①②③の規定と、

②の目指した植民地の撲滅が達成されてきている状況を鑑みると、国連の取

り組みの主軸には、「国際の平和及び安全の維持」と「人権の保障」である

といえる。 

  こうした現状を踏まえ、次節以降において、国連憲章が規定する「国際の

平和及び安全の維持」と「人権の保障」の具体的内容について、言及する。 

 

４ 国連憲章に基づく「国際の平和と安全の維持」の体制 

図１－１ 国連による「国際の平和と安全の維持」 

 
出典：筆者作成 

  国連憲章においては、「国際の平和及び安全の維持」のために、武力行使

を一般的に禁止した上で（憲章第 2 条 4 項）、①国際紛争の平和的解決、②

原則：国際関係における武力行使一般の禁止（2条4）

紛争の発生

平和に対する脅威、平和の破壊
及び侵略行為に関する行動（第7章）

紛争の平和的解決（第6章）

国際の平和及び安全の維持に
関する責任と権限（24条1）

安全保障理事会

効果なし
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軍備規制、③集団安全保障が想定されている 5。「集団安全保障」とは、

「国際社会又は一定の国家集団内において、すべての国家の体制への参加、

体制内での協力及び連帯性を前提として、諸国が相互に不可侵を約束し、こ

の約束に反して武力行使を行う国家に対し、それ以外のすべての国家が協力

して集団的に強制措置を講ずるもので、諸国の結集した力の威圧により、平

和を維持し又は回復し、相互の安全を保障する体制」をいう 6。 

  国連憲章は、第 7 章に先立つ第 6 章に国際紛争の平和的解決に関する規定

をおいている。この構成は、第 6 章に規定される国際紛争の平和的解決が効

果をあげず、国際の平和と安全が脅かされるような事態になった場合には、

第 7 章の定める集団安全保障により対処するという国際紛争の処理の流れを

示している 7。 

（１）武力不行使原則 

 

   憲章第 2 条 3 項は、すべての加盟国に対して、「国際紛争を平和的手段

によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなけ

ればならない」と規定し、憲章第 2 条 4 項において「武力不行使原則」を

定めている。 

   国連がこの「武力不行使原則」を定めたのは、戦争抛棄ニ関スル条約

（不戦条約）によって、戦争は違法化されていたにもかかわらず、第二次

世界大戦が勃発したからである。不戦条約の問題点は、①戦争を禁止した

にもかかわらず違反に対する制裁が定められていなかったこと、②不戦条

設問 

・国連が国連憲章に加盟国の武力行使の禁止を規定したのはなぜか。 

・武力行使の禁止の例外は認められるのか。 
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約に違反して戦争を行った国に対する自衛のための戦争は禁止されていな

い（一般解釈）、③開戦宣言等の正規の手続きを経ていない武力行使は禁

止の対象とならないという解釈の余地を残し、宣告しない国際紛争（たと

えば、満州事変）は対象とならず、結果として第二次世界大戦を防止する

ことはできなかったためである。 

   ただし、国連憲章は、この武力行使の一般的禁止の例外として、第７章

に、①国連自身による「軍事的強制措置」（憲章第 42 条）、及び②個別

的・集団的自衛権（憲章第 51 条）を定めている 8。 

（２）平和と安全の維持に関する責任と権限を有する国連機関 

   国連で「平和と安全の維持に関する責任と権限」を有しているのは、安

全保障理事会である（憲章第 24 条 1 項） 

   そして、国連の目的を達成するため、安全保障理事会には、第 6 章（紛

争の平和的解決）、第 7 章（平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為

に関する行動）、第 8 章（地域的取極）、第 12 章（国際信託統治制度）

の権限が与えられている（同条 2 項）。 

   こうしたことから、紛争が発生した場合には、安全保障理事会は、第 6

章及び第７章の規程に基づいて、平和と安全の維持のための行動をとるこ

とになる。 
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（３）紛争の平和的解決 

 

図１－２ 紛争の平和的解決 

 
 出典：筆者作成 

   紛争の平和的解決とは、国際社会における紛争を、交渉、仲介、調停、

裁判などの平和的方法によって解決することをいう。憲章第 2 条 3 項は、

「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び

安全並びに正義を危うくしないように解決しなればならない」と規定して

おり、その手段の例として、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的

解決、地域的機関又は地域的取極の利用（憲章第 33 条 1 項）が掲げられ

平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動（第7章）

・国際紛争の平和的解決（第6章）の効果なし
・国際の平和と安全が脅かされるような事態

当事者が選ぶ平和的手段による解決（33条1項）
（交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決等）

安保理による要請、調査、勧告（33条1項、34条、36条、37条）

国際紛争の平和的解決（第6章）

紛争の発生

設問 

 紛争が発生した場合 

・紛争当事国が平和的に紛争を解決するには、どのような手段があるか。 

・安全保障理事会は平和的に紛争を解決するため、どのような手段を採れ

るか。 
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ている。これらの平和的解決方法の選定にあたっては、紛争当事国の合意

によるものとされ、特定の手段に付託すべき義務は、国際法上一般には確

立していない。 

  ア 交渉（Negotiation） 

    交渉とは、紛争解決のための当事国による直接の協議をいう 9。 

    交渉は、紛争の両当事国が直接に、外交手続きによって双方の主張の

調整をはかり、紛争を解決するものである。最も自然な一般的解決方法

であり、手続き、解決基準等が特に定まっていないことから、当事国の

自由な判断により紛争を効果的に解決することができる。しかし、交渉

においては、当事国間の力関係が解決に直接反映されやすいことから、

対立が激しい場合には解決困難となるなどの欠点がある。 

  イ 審査（Enquiry） 

    審査は、中立的で専門的知識をもつ委員で構成される委員会が紛争の

事実関係を解明することによって解決の進展を図る制度である 10。 

    審査は、1899 年の国際紛争平和的処理条約で初めて制度化されたも

のである。この制度は、日露戦争中にロシアのバルチック艦隊が日本の

水雷艇と誤認して英国漁船団に発砲した事件から生じた英・露間の紛争

を平和的に解決するのに寄与した（1904 年のドッガー・バング事件）。 

  ウ 仲介（Mediation） 

    仲介は、通常、第三者（特定国の政府の長や国連事務総長等）が交渉

の機会の設定や場所の提供等につづいて、当事国の合意の基に両国の主

張の調整をはかりつつ和解案を提示するものである 11。 

    紛争当事国が見逃しがちな解決方法を発見してその注意を喚起できる

点や、仲介者の政治的・経済的な影響力を通じて当事国間の交渉の状況
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を変化させたりできる点に利点がある。しかし、この場合も第三者の関

与は勧告止まりであり、当事国を法的に拘束するような解決策を出すこ

とはできないという欠点がある。 

    したがって、それを受け入れるか否かは最終的に当事国の意思に委ね

られている 12。 

    仲介が成功した例としては、在テヘラン米国大使館員人質事件の解決

に重要な役割を果たした 1981 年のアルジェリアの仲介があげられる。

他方、失敗した例としては、1991 年の湾岸戦争に先立ち、具体的な解

決策を提示したフランス、旧ソ連、国連事務総長等の仲介の例がある 13 

  エ 調停（Conciliation） 

    調停は、紛争当事国の合意によって設置される中立的委員会が紛争の

実態と両当事国の主張を調査・勘案しつつ、友好的解決のために妥当な

解決案を提示する手続きである 14。 

    国際調停は、非政治的、中立的な国際組織（国際調停委員会）が単な

る事実審査だけでなく、紛争をあらゆる角度から検討し、それに基づい

て両当事国の主張の接近を図り、必要な場合には、妥当な紛争解決条件

を紛争当事国に勧告するものである。提出された勧告には法的拘束力が

ないので、当事国の同意がなければ紛争は解決しないという点に問題が

ある。 

  オ 仲裁裁判（Arbitration） 

    仲裁裁判とは、事件ごとに当事国の合意によって裁判所が構成されて

行われる裁判である。1794 年に英・米間で結ばれたジェイ条約によっ

て設置されたものが最初と言われている。両国は本条約において、講和

後の国境画定や請求権問題を、両国の任命する仲裁委員によって構成さ
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れる混合委員会の裁判で解決することを約束した。その後仲裁裁判は、

南北戦争中の英国の中立義務違反をめぐる英・米間のアラバマ号事件の

解決（1872 年）等を通じて、有効な紛争解決方法として評価されるよ

うになった 15。 

    1899 年の国際紛争平和的処理条約は、仲裁裁判官の選定を容易にす

るため、常設仲裁裁判所の制度を設けた。この制度は、締約国が予め 4

名以内で任命する裁判官名簿をハーグにある国際事務局に常置し（44

条）、仲裁裁判を行う場合には、紛争当事国がこの名簿の中から裁判官

を選定する（45 条）というものである 16。 

    仲裁裁判に事件を付託するための当事国間の合意文書は、仲裁契約と

呼ばれる。当事国は、紛争の範囲、裁判官の選定方法、裁判手続、裁判

基準、費用分担など必要と認めるあらゆる事項を契約内容とすることが

できる 17。 

    このように仲裁裁判は、裁判所の構成や裁判基準がより柔軟で、紛争

当事国の意思を最大限尊重できる点に特色があることから、常設の裁判

所による司法裁判が発展した今日でも、国境紛争や海洋境界画定紛争な

ど、特定分野の紛争が仲裁裁判に付託されている 18。 

  カ 司法的解決（Judicial settlement） 

    国際社会における紛争当事国の意思から独立した常設の司法裁判所と

して、国際司法裁判所（International Court of Justice）、地域的な司

法裁判所として、欧州司法裁判所、欧州人権裁判所、米州人権裁判所、

アフリカ人権裁判所があり、特定分野の事件を扱う機能的な司法裁判所

として、国連と国際労働機関（International Labor Organization）の

行政裁判所（国際組織とその職員間の紛争を扱う）、国際海洋法裁判所
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などがある。個人の国際犯罪を裁く常設の裁判所としては国際刑事裁判

所も設置されている。これらの裁判所は、それぞれ別個の条約に基礎を

置き、その扱う紛争に特徴をもつが、紛争に関して競合する管轄権を有

することもあり、同一の紛争が異なる裁判所に異なる紛争として提起さ

れる可能性もあり、相互に矛盾した判決を示される懸念が指摘されてい

る 19。 

  キ 地域的機関又は地域的取極の利用 

    国連憲章は、国連加盟国の一部が、別個の条約によって、締約国間の

紛争の平和的解決のために、または、締約国の安全保障を図るために、

平和維持に関する地域的取極または地域的機関を締結、設置することを

認め、第 8 章において、その行動について定めている。 

    加盟国は、国際紛争の平和的解決方法の一つとして、この地域的取極

又は地域的機関を利用すべきことを義務付けられ（憲章第 33 条 1 項）、

これらの取極を締結した加盟国は、地域紛争を安保理に付託する前にこ

れらの取極や機関によって紛争を平和的に解決しなければならない（憲

章第 52 条 2 項）。また、これらの取極や機関は国連の「目的及び原則」

との一致が条件とされ（憲章第 52 条 1 項）、「強制行動」を起こす際

には、安保理の事前の許可が必要である（憲章第 53 条 1 項）。さらに、

国際の平和と安全の維持のためになされる地域的組織の活動は、常に十

分に安保理に通報されていなければならない（憲章第 54 条）。 
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（４）国連憲章に規定されている国連の集団安全保障システム 

 

図１－３ 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動 

 

 出典：筆者作成 

   第 7 章の「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」

は国連の集団安全保障システムについて規定したものである。 

   安全保障理事会は、事態の悪化を防ぐために暫定措置に従うよう要請し

（憲章第 40 条）、「平和に対する脅威」、「平和の破壊」又は「侵略行

為の存在」を認定し（憲章第 39 条）、国際の平和と安全の維持又は回復

のために勧告を行う（憲章第 39 条）。さらに非軍事的措置を決定し（憲

章第 41 条）、非軍事的措置では不十分であると認める場合に、軍事的措

置を決定する（憲章第 42 条）。加盟国は、非軍事的措置又は軍事的措置

設問 

・平和的手段で紛争が解決しない場合、国連はどのような行動をするのか。 

 



20 
 

の履行を安保理から命じられた場合、これに必要な協力を行う義務を負う

（憲章第 25 条、48 条、49 条）20。 

   このほか、安全保障理事会の機能不全を補完することを目的として、総

会は、「平和のための結集決議（1950.11.3）」に基づき、加盟国に対し、

兵力の使用を含む集団的措置を勧告できるとされている 21。この「平和の

ための結集決議」は、冷戦期、国連の集団安全保障は、拒否権を有する常

任理事国間の意見の不一致のため、有効に機能することができなかったこ

とから、1950 年の国連総会において、安全保障理事会が常任理事国間の

不一致により機能し得ない場合に、直ちに問題を総会に移し、総会の 3 分

の 2 の多数決で兵力の使用を含む集団的措置を勧告できるとする決議を採

択されたものである 22。 

   この決議を援用した国連緊急特別総会はその後数回招集されている。し

かし、1956 年の「スエズ動乱」に際して、スエズ運河とシナイ半島の中

立を維持する目的で、国連平和維持活動（PKO）として国連緊急隊

（UNEF） iiのスエズ派遣を勧告したことを除いて、総会の同決議を根拠

とした軍事的措置の勧告はなされていない。 

  ア 個別的・集団的自衛権（憲章第 51 条） 

 

    集団的自衛権とは、他の国家が武力攻撃を受けた場合、当該国家と密

接な関係にある国家が被攻撃国を援助し、共同して防衛に当たる権利を

ii UNEF: United Nations Emergency Force 

設問 

・国連加盟国は、他の国家の武力攻撃に対して、どのような行動をとる権利

が認められているか。また、その権利はどこまで認められているのか。 
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いう 23。国連憲章は、安保理が必要な措置をとるまでの間、個別的自衛

権のほか集団的自衛権も、各国の権利として認めている（憲章第 51

条）24。本規定は、憲章第 8 章の地域的取極に基づく強制行動の発動に

は安全保障理事会の事前の許可が必要とされるが、東西冷戦による安全

保障理事会の機能不全が予想されたことから、ラテン・アメリカ諸国の

主張により、安全保障理事会の許可なくとも自衛権が行使できるよう、

サンフランシスコ会議（1945 年）において追加されたものである 25。 

  イ 安保理による決定（憲章第 39 条） 

 

    憲章第 7 章の定める集団安全保障は、安全保障理事会が、国連憲章第

39 条に基づいて、「平和に対する脅威（threat to the peace）」、「平

和の破壊（breach to the peace）」又は「侵略行為（act of 

aggression）」の存在を認定（determine）することから始まる。この

「平和に対する脅威」等の存在の認定に基づいて、安保理による国際の

平和と安全の維持や回復のための具体的措置に係る勧告や、「非軍事的

強制措置」（憲章第 41 条）及び「軍事的強制措置」（憲章第 42 条）の

決定が行われる。しかしながら、「平和に対する脅威」、「平和の破壊」

及び「侵略行為」についての定義は、国連憲章にはなく、相互の関係も

不明確である。したがって、安保理が事態をどのように認定するかは、

純粋に安保理の裁量行為となっている 26。 

設問 

・集団安全保障発動の条件として安全保障理事会が認定する事態には、ど

のような区分があるのか。 

・事態の認定の基準はどのようになっているのか。 
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    特に「侵略行為」については、安保理は明白に侵略行為に該当すると

見られるものについても、「平和に対する脅威」又は「平和の破壊」と

認定する傾向がみられる（典型的な例として、1990 年の「イラクのク

ウェート侵攻」に対する安保理決議第 660 号が挙げられる）。また、

1974 年に「侵略行為」の定義に関して、総会決議第 3314 号（ＸＸＩＸ）

が採択されているが、この決議は安保理が個別の事態について認定を行

うに際しての指針として参考とすべきもの（同決議前文）とされており、

安保理の事態の認定を法的に拘束するものではない。 

    なお、2010 年、国際刑事裁判所に関するローマ規程の改正について

討議した国際会議（ローマ規程検討会議）において、個人の「侵略犯罪

（crime of aggression）の定義（その前提となる国家の侵略行為につき

基本的に上記総会決議の文言を踏襲している）及び国際刑事裁判所によ

る管轄権行使の条件を新たに追加する改正が採択されている。しかし、

この管轄権行使の条件の解釈については、各国の合意が必要であるため、

侵略犯罪に関して、国際刑事裁判所における裁判は、当分の間行われな

い。 

    安保理は、武力行使に起因する事態以外についても憲章第 39 条に基

づいて「平和に対する脅威」等であると認定している。これらには、①

人種差別政策に起因する南ローデシアをめぐる事態（1965 年の安保理

決議第 217 号）や南アフリカの極度に緊張した国内情勢（1977 年の安

保理決議第 418 号）、②軍事独裁政権による人権抑圧によって大量難民

が流出したハイチの国内情勢（1993 年の安保理決議第 841 号）、③中

央政府の統治能力不足に基づき治安が極端に悪化した東ティモールの状

況（1999 年の安保理決議第 1264 号）等の、これまでの国際法の下では
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国家の国内管轄事項として他国が干渉できないとされていたものも含ま

れている 27。 

    この憲章第 39 条に基づく認定は、常任理事国のすべてを含む９理事

国の賛成投票を要件とする（憲章第 27 条 2 項）ことから、国連の集団

安全保障の措置が機能不全となる大きな原因となってきた。特に武力行

使に起因する事態については、東西冷戦時代においては、米ソによる拒

否権行使によって、国連の措置が頓挫することが常態化していた。 

    安保理が認定した主要な事態をまとめたものは、次のとおりである。 

表１－１ 安保理が認定した主要な事態 

認定された事態 事  案 

平和に対する脅威 
（threat to the peace） 

・内戦 
 （旧ユーゴ紛争、ソマリア、リベリア、ルワンダ等） 
・人権/人道法違反 
 （内戦におけるルワンダ、ザイール等） 
・民主主義的原則の侵害（ハイチ、シエラレオネ等） 
・テロリズム（リビア、スーダン、アフガニスタン） 

平 和 の 破 壊 
（breach to the peace） 

・朝鮮戦争（安保理決議第 82 号） 
・イラン＝イラク戦争（安保理決議第 598 号） 
・イラクのクウェート侵攻（安保理決議第 660 号） 

侵 略 行 為 
（act of aggression） 

・南アフリカにおけるボツワナ領域内への侵入及び攻撃 
 （安保理決議第 387 号） 
・イスラエルによるチュニジアの PLO 本部爆撃 
 （安保理決議第 573 号） 

出典：筆者作成 
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  ウ 非軍事的強制措置（憲章第 41 条） 

 

図１－４ 非軍事的強制措置の概要 

 
出典：筆者作成 

    憲章第 41 条は、安保理が「平和に対する脅威」等と認定した事態の

存在を前提として、安保理がそのような事態に対処して平和の維持や回

復を図るために必要な場合には「兵力の使用を伴わない」措置（経済制

裁措置）を決定することができる旨を定めている。本措置が安保理の

「勧告」でなく「決定」として決められた場合には、すべての国連加盟

国は法的に拘束され、当該措置を実施することになる（憲章第 25 条及

び第 48 条）。この「経済制裁」措置は、制裁対象国との間の貿易の禁

国連加盟国を法的に拘束
（25条及び48条）

経済制裁措置の
安保理の「決定」

経済制裁措置を
加盟国が実施

※国連自体は実施主体ではない

経済制裁措置を
加盟国が実施

国連加盟国と制裁対象国との条約の義務に抵触する場合

国連憲章上の義務を優先
（103条）

※加盟国が経済制裁措置を実施しない場合についての国連憲章上の規定はない

設問 

・安全保障理事会が「非軍事的強制措置」を決定した場合、加盟国はどの

ような義務を負うか。 

・加盟国と制裁対象国の条約と安保理の「非軍事的強制措置」と抵触した

場合、どうなるのか。 

・非軍事的強制措置を実施する主体は誰か。 
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止や制限、資本取引の禁止や制限、人的往来の制限等広範な分野を含み

うるので、このような制裁の決定に従うことが国連加盟国と制裁対象国

との間の条約（たとえば、WTO 条約や通商航海条約）上の義務と抵触

することもありうる。したがって、国連憲章は、他の条約上の義務より

「憲章に基づく義務が優先する」（憲章第 103 条）との規定を置いて法

的な担保を行っている 28。 

    この第 41 条の下での安保理の権限は、「経済制裁」を「決定」する

ことにとどまっており、「経済制裁」を実施する主体はあくまで加盟国

であって、国連自体ではない 29。また、加盟国が「経済制裁」措置を実

施しない場合、国連憲章上に罰則等の規定はなく、実効性という点にお

いて、問題となる可能性を抱えている。 

    2013 年 3 月 28 日現在、イラク、ソマリア、タリバン・アルカイダ、

リベリア、コンゴ民主共和国、コートジボワール、スーダン、シリア、

レバノン、北朝鮮、イラン、エリトリア、リビア、ギニアビサウが安保

理決議により経済制裁を受けている 30。 

  エ 軍事的強制措置（憲章第 42 条） 

 

設問 

・「軍事的強制措置」をとるのは、誰か。 

・「軍事的強制措置」がとられた事例があるのか。 
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図１－５ 軍事的強制措置の概要

 

出典：筆者作成 

    憲章第 42 条は、第 41 条に基づく「経済制裁」措置が平和の維持・回

復に不十分と認める場合には、安保理は「必要な空軍、海軍又は陸軍の

行動をとることができる」ことを定めている 31。 

    この第 42 条に基づく「軍事的強制措置」をとることができるのは加

盟国ではなく安保理である。したがって、国連憲章は、国連加盟国から

必要な兵力を安保理に提供させた上で、安保理自体が主体となって国連

の指揮の下に統一した形で、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要

な、武力の行使を行うことを想定している。そのため、加盟国と安保理

の間で特別協定（special agreement）を締結して、安保理への兵力提

供を行うこと（憲章第 43 条）を規定し、「軍事参謀委員会（Military 

Staff Committee）」を設置して、安保理に対して兵力の現実の使用や

指揮につき助言及び援助を行うことを定めている（憲章第 47 条）32。 

    この定められた兵力分担計画に従い提供された軍隊で組織され、その

使用を国連に委ねられるものであって、平和の破壊等を阻止し、又は鎮

軍事的強制措置の
安保理の「決定」

安保理と加盟国（兵力提供国）
との間で特別協定（43条）

加盟国の安保理への兵力提供
（43条）

軍事参謀委員会の設置（47条）
兵力使用計画の作成（46条）

軍事的強制措置を安保理
が実施

※国連憲章が想定していた上記の国連軍はこれまで成立したことはない
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圧するための強制的性格を有する軍事制裁のための兵力のことを「憲章

上の国連軍」というが 33、「国連軍」という用語は、国連憲章に使用さ

れてはいない講学上の用語であることに留意する必要がある iii。この

「憲章上の国連軍」は、加盟国の国別軍隊としての性格を残しつつも、

安保理の指揮系統を通じて国連の直接の統括下におかれることになる。

ただし、憲章第 43 条に想定する兵力分担等を定める特別協定が締結さ

れていないことから、今日に至るまで、創設された例はない 34。したが

って、国連憲章に規定された軍事的強制措置がとられたことはない。 

    1950 年の朝鮮戦争の際に組織された朝鮮国連軍は、①憲章第 39 条の

「勧告」に基づく措置であること、②軍司令官の任命が米国に委ねられ

ていたこと、③休戦協定の締結により紛争解決が図られたこと等の理由

から、憲章上の国連軍ではないと一般的に考えられており 35、安保理の

「勧告」に従って自発的に軍隊を展開した各国が韓国に対する武力攻撃

を理由とする集団的自衛権を行使したものであるという見解もある iv。 

iii 日本では「国連平和維持活動（PKO）」の一環として編成された部隊を

「平和維持軍」と呼称しているときもあり、他にも「第一次・第二次国連緊

急軍」、「コンゴ国連軍」というような邦語の呼称が付された例が多数ある。

また、1950 年の北朝鮮による韓国侵攻に対抗するために朝鮮半島に展開さ

れた米国を中心とする複数（15 ヵ国）の国連加盟国の軍隊（United 
Nations Forces in Korea）は「朝鮮国連軍」という邦語で呼称されることが

多いが、法的根拠はそれぞれ異なるので混同しないよう注意する必要がある。 
iv 明確な国会答弁はないが、高辻内閣法制局長官（当時）の答弁（第 51 回国

会参議院予算委員会会議録第 11 号）は、このような考え方を答弁している。 
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（５）国連憲章に規定のない現実的な活動 

 

図１－６ 国連憲章に規定のない現実的な活動に至るまでの経緯 

出典：筆者作成 

   憲章第 7 章の集団安全保障制度は、国際連盟が第二次世界大戦を防止で

きなかったという反省から、主要戦勝国を中心とした安保理に強力な権限

を付与することにより、実効性を確保しようとするものであったが、東西

冷戦という情勢下において、安保理常任理事国の対立等から、その拒否権

行使によって、武力行使に起因する事態を「平和に対する脅威」等として

認定することができず、国連の集団安全保障制度の機能不全が長らく続く

ことになった。国連総会は、安保理の拒否権の問題を迂回する方法として、

「平和のための結集決議」という形で事態の認定を勧告決議により実質的

・東西冷戦による安保理常任理事国の対立
・安保理常任理事国の拒否権

・各加盟国が提供した軍の要員が国連の権威
と指揮の下で行う活動

・経費は国連が負担

国連平和維持活動（PKO）
・憲章７章下での行動を個々の加盟国に授権
・参加各国の自主的な活動が事実上合体
・経費は参加する各加盟国が負担

（安保理授権型）多国籍軍による活動

国連の集団安全保障制度の機能不全
（国連憲章が予定していた軍事的強制措置機能せず）

設問 

・国連憲章に規定した「軍事的強制措置」が機能しないという問題に直面

した国連は「国際の平和及び安全の維持」を図るため、どのような方法を

とったのか。 
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に行い得るよう試みたが、実際には所要の効果をあげたとはいえなかった。

こうした状況下において、憲章の目的を達成するため、国連憲章には明文

化されていないが、現実的な活動として、次のような試みが行われてき

た 36。 

  ア 国連平和維持活動 

図１－７ 国連平和維持活動（PKO）の変遷の概要 

 
出典：筆者作成 

    国連平和維持活動（Peacekeeping Operations: PKO）は、紛争当事

者（主として国家）間における停戦合意の成立後、安保理または総会の

決議に基づき、各加盟国が提供した軍の要員が国連の権威と指揮の下で、

停戦や軍の撤退等の監視等を行う活動として始まった。この活動は、非

武装または軽武装の軍将校からなる軍事監視団による停戦・休戦協定の

監視および監督活動と、防衛用軽火器を装備した部隊編成からなる平和

維持軍による停戦・休戦の維持及び敵対行為の再発防止活動からなり、

一般的に伝統的 PKO（第一世代の PKO）と呼ばれている 37。 

    1990 年代になると、国内紛争や、国際紛争と国内紛争との混合型の

任 務 1950 1990 2000
停戦・休戦協定の監視
停戦・休戦の維持
敵対行為の再発防止活動

多様な任務
・停戦監視
・文民警察
・行政
・選挙
・復旧
・人権保護
・難民支援等

平和執行

平和構築
人道支援

伝統的PKO
（第一世代のPKO）

複合型PKO（Multi-dimensional PKO）
第二世代のPKO

第三世代のPKO 統合ﾐｯｼｮﾝ型
（第四世代のPKO）
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紛争に対処するため、PKO の任務は多様化した。軍事部門だけでなく、

様々な文民部門を含み、文民警察、行政、選挙、復旧、人権保護及び難

民支援等の様々な任務を行うことから、複合型 PKO（第二世代の PKO）

と呼ばれる活動が行われるようになり、それ以外にも、憲章第 7 章の下

で、受入国の同意を得ずに派遣され、自衛を超える武器使用の権限を付

与された、平和執行と結合した PKO（第三世代の PKO）などの活動も

行われた 38。 

    ただし、これらは時代によって区分されるものではなく、伝統的

PKO 及び第二世代の PKO は、今日まで継続され、あるいは新規に設立

されている 39。 

    2000 年代後半になると、紛争終結後の人道支援や復興支援の重要性

が増し、PKO は、人道支援や開発支援を専門とする他の国連機関や

NGO 等と連携して、より効果的な活動を行う必要性が高まってくるよ

うになる。この結果、現代では、PKO ミッションと「国連カントリー

チーム」を一体的に運用する「統合ミッション」型 PKO を主流として、

停戦監視、平和構築、人道支援等が行われている。 

    以下、各世代別 PKO の概要について述べる。 

  （ア）第一世代の PKO（伝統的 PKO） 

    ａ 成立経緯と基本原則 

      国連平和維持活動（PKO）は、国連憲章の具体的な条文に根拠を

有するものではなく、冷戦期に国連が行ってきた実行上の努力の積

み重ねから制度化されてきたものであり、紛争の平和的解決につい

て定める憲章第 6 章と集団安全保障について定める第 7 章の中間に

位置づけられる「国連憲章第 6 章半の活動」であるといわれている。
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これは、平和的手段による「平和の創出（peace-making）」を使

命とする第 6 章と強制措置による「平和の執行（ peace-

enforcement）を使命とする第 7 章の間に位置するのが「平和の維

持（peace-keeping）」であるという考え方に基づいている 40。 

図１－８ 集団安全保障・平和維持・平和的紛争解決の概念図 

憲章７章(Peace-enforcement) 憲章６章半 憲章６章 

国

連
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出典：神余隆博『国際平和協力入門』を基に筆者作成 

      その起源は国連発足後間もなくパレスチナに派遣された軍事監視

団である国連休戦監視機構（UNTSOv〔1948 年～〕）に遡り、

1956 年のスエズ動乱に際して派遣された国連緊急隊（UNEFvi

〔1956 年～1967 年〕）以降、脚光を浴びるようになった。伝統的

PKO の任務や基本原則は、こうした活動の集積を通じて形成され

たものである 41。 

      伝統的 PKO においては、①派遣国だけでなく、受入国及び紛争

当事国の同意を前提とし（同意原則）、②その活動は特定の当事者

に対する強制的なものではなく、また特定国の政策からの独立性が

強調され、派遣部隊は安保理常任理事国以外の加盟国から選定され

v UNTSO: United Nations Truce Supervision Organization 
vi UNEF：United Nations Emergency Force 
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（中立原則）、③武器の使用は自衛のためにのみ認められる（自衛

を超える武力の不行使原則 vii）、とされてきた。なお、自衛原則に

は、PKO 要員の生命と身体の保護を直接の目的とし、急迫した例

外的な状況の存在を前提とする狭義の自衛だけではなく、当該活動

の任務の遂行を武力等によって妨害しようとする企てに対する抵抗

としての広義の自衛が含まれる。したがって、自衛原則に依拠する

場合であっても、任務の拡大に応じて武力行使が拡大する可能性が

あり、冷戦期における国連コンゴ活動（ONUCviii〔1960～1964

年〕）において実際に問題になっている 42。 

図１－９ PKO の諸原則のイメージ図 

 

出典：「国連平和維持活動について」（平成 14年 2月衆議院憲法調査会事務局）を

基に筆者作成 

      このように、伝統的 PKO は、憲章第 7 章に規定される強制行動

とは異なり、停戦状態にある紛争当事者の間に介在することによっ

vii 国連が行う「use of force」は「武力の行使」と翻訳されていることが多い

が、この「use of force」は国際的な法執行・警察活動に伴うものであり、国

家が自衛権の行使として行う「武力の行使」とは異なる点に留意する必要が

ある。日本政府は、「武力の行使」を「国家の物的・人的組織体による国際

的な武力紛争の一貫としての戦闘行為」（衆議院議員中川正春君提出イラク

への自衛隊派遣に関する質問に対する答弁書（平成 16 年 2 月 6 日））と説

明している。 
viii ONUC：United Nations Operation in the Congo 

紛争当事者の合意

中立性

自己とマンデート防衛以外の武力不行使

主権尊重の観点から導かれる原則

任務遂行の観点から導かれる原則
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て紛争の再発を防止しようとするものである 43。 

    ｂ 伝統的 PKO の基本構造 

      伝統的な国連 PKO では、軍司令官が文民・軍事部門を指揮下に

おき、国連事務総長特別代表（SRSG）が和平交渉のセッティング、

和平交渉などの政治的活動を担っていた。平和維持軍による活動と

SRSG による政治的活動は、相互に関連してはいるものの、一つの

戦略の下に行われていたわけではなかった。また、SRSG は現場に

赴任せず国連本部にて作業を進めることもあり、現地では軍司令官

が国連の代表を務めることが多かった。国連カントリーチーム

（UNCT） ixと呼ばれる国連の各専門機関は PKO の枠組みの外で

各々の活動を行っていた 44。PKO の構造はミッション毎によって

異なるが、ここでは伝統的 PKO の構造の一例として、UNDOFxを

下図のとおり示す。 

図１－10 伝統的 PKO の構造の一例（UNDOF） 

：軍事部門 

ix UNCT: United Nations Country Team 
x UNDOF: United Nations Disengagement Observer Force 

UNDOF司令官

司令部

歩兵部隊 後方支援部隊 歩兵部隊

輸送部隊 補給部隊 その他の部隊通信部隊 整備部隊

国際連合本部

国連事務総長
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 出典：国際平和協力本部事務局 HP 資料を基に筆者作成 

    ｃ PKO の法的根拠 

      国連憲章に明文の根拠を有しないことから、一部の加盟国が

PKO が国連憲章に基づく活動であることに疑義を訴え、関連分担

金の支払いに難色を示すようになった。この問題が具体的に取り上

げられた国連経費事件 xiにおいて国際司法裁判所（ICJ）xiiは、当

該 PKO が関係諸国の同意を得て行われたものであることを重視し、

憲章第 7 章に規定される安保理による強制行動との相違を強調した。

具体的にいうと、国際司法裁判所は、安保理による PKO の設立は、

憲章第 11 条に定める「行動」ではなく、明示の規定はないが、国

際の平和及び安全の維持という国連の一般的基本目的から引き出さ

れる権限に基づくものであるとして、国連憲章に適合するものだと

した 45。 

      その後ほぼ一貫して安保理が PKO を設立するようになったこと

もあり、今日では、その憲章適合性が疑問視されることはない 46。 

    ｄ 第一世代の PKO（伝統的 PKO）の主な活動 

      第一世代の PKO（伝統的 PKO）の主な活動は、表 1－2 のとお

りである。 

xi 一部の加盟国から PKO が国連憲章に基づく活動であることに疑義があると

して、PKO に関連する分担金の支払いに難色が示されたことから、国連総

会は 1961 年の決議により PKO に係る経費と国連憲章第 17 条 2 項にいう

「この機構の経費」との関係につき国際司法裁判所に勧告的意見を求めた。

同裁判所は、1962 年の勧告的意見において、「国連が憲章第 1 条に定めら

れた目的のひとつを達成するために実施することが適切であると考える行動

をとった場合には、そのような行動は権限踰越ではないとの推定を受けると

して PKO に係る費用は加盟国に分担義務のある「この機構の経費」に当た

るとの判断を示した。 
xii ICJ: International Court of Justice 
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表１－２ 伝統的 PKO の主な活動 

活動名 場所/期間/根拠 主要活動内容 

UNTSO 
国連休戦監視機構 

ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾚﾊﾞﾉﾝ､ｲｽﾗｴﾙ等 
1948～現在  
S/RES/50  

パレスチナ休戦の監視、スエズ運河停戦
監視、ゴラン高原停戦監視、UNDOF、
UNIFIL 等との協力  

UNMOGIP 
国連ｲﾝﾄﾞ・ﾊﾟｷｽﾀﾝ
軍事監視団  

ｼﾞｬﾑ･ｶｼﾐｰﾙ、ｲﾝﾄﾞ･ﾊﾟｷｽﾀﾝ国境 
1949～現在  
S/RES/47 

ジャム・カシミールにおけるインド・パ
キスタン両軍間の停戦監視 

UNEFⅠ 
第１次国連緊急
隊 xiii 

ｽｴｽﾞ運河地帯､ｼﾅｲ半島､ｶﾞｻﾞ 
1956～1967 
A/RES/998、A/RES/1000 

停戦・軍隊撤退監視（英、仏、イスラエ
ル軍）、イスラエル・エジプト両軍の衝
突防止 

UNDOF 
国連兵力引き離し
監視隊  

シリアのゴラン高原 
1974～現在  
S/RES/350 

 

イスラエル・シリア間の停戦監視及び両
軍の兵力引き離しに関する履行状況の監
視 

S：安全保障理事会、A：総会、RES：決議 

出典：外務省 HP 資料を基に筆者作成 

  （イ）第二世代の PKO 

    ａ 経緯 

 

      第一世代の PKO に加えて、冷戦後、第二世代の PKO と呼ばれ

る活動が行われるようになったのは、PKO の大多数が、冷戦期に

見られたような国家間の争いではなく、国内紛争に派遣されるよう

になり、国内紛争に関して紛争当事者間で合意された紛争の包括的

解決の実現を支援する任務（従来からの停戦や武装解除の監視以外

に、住民投票の監視、選挙の準備と監視、暫定行政事務、人権保護、

xiii 日本国政府は PKO の遂行を任務とする部隊に「国連平和維持隊」という

邦語を当てている。本書では、日本国政府の呼称を使用する。 
 

設問 

・なぜ、第一世代の PKO に加えて、第二世代の PKO といわれる活動が行

われるようになったのか。 
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現地警察の訓練、難民の帰還促進・再定住、地雷処理、道路・水路

の復旧などの経済的・社会的インフラの整備等）が付与されるよう

になったためである。これは、伝統的 PKO が敵対行為の再発防止

を目的として、紛争解決自体には関与しなかったのに対し、第二世

代の PKO は紛争の最終的な解決に関与することを目的としたこと

から任務が多様化したものである。 

      第二世代の PKO の基本原則及び法的根拠については、基本的に

伝統的 PKO と同じである。 

    ｂ 複合型 PKO の基本構造 

      複合型 PKO では、SRSG の下、軍司令官が軍事部門を指揮し、

国連事務総長特別副代表が文民部門を統括という基本構造をとって

いる。また、国連の専門機関はミッションの中に組み込まれず、別

個に活動を行う 47。伝統的 PKO と同様、複合型 PKO の構造もミ

ッションによって異なるが、第二世代の PKO といわれる UNTAC

の構造を一例としてとりあげると、その構造は、図 1－11 のとおり

である。 
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図１－11 第二世代 PKO（UNTAC）の構造 

 
   ：軍事部門 

出典：国際平和協力本部事務局 HP 資料を基に筆者作成 

国連事務総長特別代表

軍事部門 難民帰還部門 人権部門

司令部

行政部門

停戦監視要員

復旧部門

国際連合本部

国連事務総長

文民警察部門 選挙部門

歩兵部隊

施設部隊

航空支援部隊

兵站部隊

通信部隊

医療部隊

軍事警察

海軍部隊
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    ｃ 第二世代の PKO の主な活動 

      第二世代の PKO の主な活動は、次のとおりである。 

表１－３ 第二世代の PKO の主な活動 

活動名 場所/期間/根拠 主要活動内容 

UNTAG 
国連ﾅﾐﾋﾞｱ独立支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ﾅﾐﾋﾞｱ 
1989～1990 
S/RES/435、
/RES/629 

南ア軍の撤退の監視及び制憲議会選挙の監視 

UNAEMⅡ 
第２次国連ｱﾝｺﾞﾗ監視団  

ｱﾝｺﾞﾗ 
1991～1995 
S/RES/696 

政府、反政府勢力間の停戦合意の監視 
※内戦が再開し、平和維持軍を含む
UNAVEMⅢに移行  

ONUSAL 
国連ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ監視団 

ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ 
1991～1995 
 S/RES/693 

人権状況の監視、停戦・兵力引き離しの監
視、国内秩序の維持 

UNTAC 
国連ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ暫定機構  

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 
1992～1993 
 S/RES/745 

「カ」各派の停戦・武装解除の監視、選挙の
準備・実施、行政の管理、難民帰還の支援、
復旧の支援 

S：安全保障理事会、RES：決議 

出典：外務省 HP 資料を基に筆者作成 

  （ウ）第三世代の PKO 

    ａ 経緯 

 

      冷戦終結以降、多くの PKO が行われ、国際の平和と安全の維持

に関する国連の役割と加盟国からの期待が高まってきた。そうした

中で、紛争を終結させ、かつ、PKO を効果的なものとするために

強制力の行使が必要であるという見解が主張されるようになった 48。 

      こうした見解は、ブトロス＝ガリ国連事務総長（当時）が発表し

た「平和への課題」（1992 年）において示された。ガリ国連事務

設問 

・なぜ、第三世代の PKO といわれる活動が行われるようになったのか。 

・第三世代の PKO は、平和維持活動において効果を上げたのか。 
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総長（当時）は、「平和への課題」の中で、平和執行部隊の創設、

予防展開の実施、事務総長への大幅な財政権限の移譲等を提唱した。

この報告書の提案に即した形でマケドニア国連予防展開隊

（UNPREDEPxiv〔1995～1999 年〕）を展開し、一定の成果を挙

げた。しかし、ソマリアにおける第２次国連ソマリア活動

（UNOSOMⅡxv〔1993～1995 年〕）や旧ユーゴスラヴィアにおけ

る国連保護隊（UNPROFORxvi〔1992～1995 年〕）による国連の

介入では、これらの平和維持活動と強制行動を結びつける試みは失

敗に終わっている 49。 

図１－12 「平和への課題」概要図 

 

出典：国連平和維持活動について 平成 14年 2月衆議院憲法調査会事務局を基に筆

者作成 

    ｂ 法的根拠 

      第三世代の PKO は、憲章第７章に基づいて設置されている。こ

れは、憲章７章下での「同意原則」や「中立原則」を緩和し、紛争

地域における停戦の監視等の従来の活動よりも積極的な活動を行い、

xiv UNPREDEP: United Nations Preventive Deployment Force 
xv UNOSOMⅡ: United Nations Operation in Somalia Ⅱ 
xvi UNPROFOR: United Nations Protection Force 

予防外交（preventive diplomacy）

平和創造（peace-making）

平和維持（peace-keeping）

平和構築（peace-building）

紛争前の国連の介入
（予防展開を含む）

紛争解決
（平和執行部隊の創設）

従来型PKOの拡充
（待機制度の創設）

選挙管理等を通じた国内政治への介入

一
連
の
プ
ロ
セ
ス
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紛争当事者間の対立を予防し、停止に導くことを狙いとするもので

ある。 

    ｃ 第三世代の PKO の主な活動 

      第三世代の PKO の主な活動は、次のとおりである。 

表１－４ 第三世代の PKO の主な活動 

活動名 場所/期間/根拠 主要活動内容 

UNOSOMⅡ 
第２次国連ｿﾏﾘｱ活動 

ｿﾏﾘｱ 
1992～1995 
S/RES/814 

停戦監視、難民・避難民の帰還支援、人道援助活動
支援 

UNPROFOR 
国連保護隊 

旧ﾕｰｺﾞ 
1992～1995 
S/RES/743 
ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ 
1995～ 
S/RES/982 

1992.3～1995.3 
クロアチアにおける停戦監視及び非軍事化監視、ボ
スニア・ヘルツェゴビナにおける人道援助物資輸送
支援及び安全地帯の保護・監視、マケドニアにおけ
る紛争防止のための監視 
1995.3～ 
ボスニア関係の活動のみ 

S：安全保障理事会、RES：決議 

出典：外務省 HP 資料を基に筆者作成 
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  （エ）第四世代の PKO 

    ａ 経緯 

 

      第三世代の PKO が失敗に終わったことに伴い、ガリ事務総長

（当時）は「平和の課題・追補」（1995 年）において、内戦が多

発していることを受けて PKO の任務が多様化・複雑化していると

いう現状認識の下に、①紛争終結の環境整備のために同意原則等の

諸原則を踏まえた PKO を派遣すること、②PKO の実効をあげるた

めの環境を整備すること、③紛争後の復興に対し国連の役割が増大

していること、④平和的執行について慎重に検討すること等を指摘

し、伝統的諸原則への回帰を強調した。 
表１－13 「平和への課題」と「平和への課題・追補」との比較 

 「平和への課題」（1992 年） 「平和への課題・追補」（1995 年） 

予防外交 

・信頼醸成、事実調査、早期警報等予防

外交の重要性の指摘  

・予防展開の実施  

・国連の仲介を受け入れる環境の醸成  

・予防外交を実効的に実施するための経

費及び人材の確保  

平和創造 
・憲章 40 条の暫定措置として、より重

装備な平和執行部隊の創設  

・平和執行活動に対する限界の認識  

平和維持 

・PKO の基本条件として、任務の明確

性、当事者の協力等の指摘  

・待機制度の創設  

・PKO 活動の原則尊重の必要性  

・PKO と強制措置との区別の認識  

・緊急展開部隊設置の提唱  

平和構築 

・日常回復に係る地雷除去の重要性  

・国内改革への支援  

・民主主義制度強化への支援  

・PKO から平和構築に移行する段階に

おける PKO 撤収の時期及び方法  

・平和構築主体等の検討  

出典：「国連平和維持活動について」（平成 14年 2月衆議院憲法調査会事務局） 

設問 

・なぜ、第四世代の PKO といわれる活動が行われるようになったのか。 
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      しかし、その後、アナン事務総長（当時）が設置した「国連平和

維持活動検討パネル」における報告書（「ブラヒミ・レポート」

〔2000 年〕）では、①強制行動については国連の能力を超えるも

のであること、②国際の平和と安全を維持するためには、平和維持

（peace-keeping）と平和構築（peace-building）とを有機的に一体

化させることを通じて紛争の解決を図る必要があるという認識の下

に、紛争予防、平和維持及び平和構築活動から構成される一連の平

和活動を国連がより効率的かつ実効的に展開できるようにするため

の提言がなされた 50。伝統的諸原則が PKO の基本原則であること

を確認する一方で、内戦状況への同原則の適用の困難さも指摘し、

より柔軟で弾力的な適用が必要であることを提言するに至っている。 

      このような提言を経て、1990 年代末以降の PKO は、その大半が

国連憲章第 7 章に基づく行動を認めた安保理決議に依拠して活動し

ている 51。 

    ｂ 基本原則の修正 

 

      2008 年に国連事務局によって公表された「国連平和維持活動：

原則と指針」（キャップストーン・ドクトリン）」に見られるよう

に、第四世代の PKO に関しては、前述の基本原則が一定の修正を

受けている。これは、伝統的 PKO が中立的なオブザーバーとして

の役割を担ってきたのに対し、第二世代以降第四世代までの PKO

が和平合意等の実施機関としての役割を果たすようになってきたた

めである 52。 

設問 

・第四世代の PKO が行われるようになって、PKO の基本原則はどのように

修正されたか。 
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      第四世代の PKO では、①当事者の同意に関しては、国内紛争に

おいては紛争当事者の数が多く、また各紛争当事者の集団としての

結束が弱い場合もあり、同意の形成・維持には困難を伴うという実

態を踏まえ、全当事者の同意ではなく、主要な紛争当事者の同意を

得ることが重要だとされている 53。②和平合意が違反された場合、

当該違反当事者と他の当事者とを同様に扱うべきなのか、あるいは

違反当事者に対して合意の遵守を説得し、必要ならば強制すべきな

のか、という問題が生ずる。この点につき、第四世代の PKO は一

般に後者の立場に立つものである。また、強制力の強化が求められ

ることもあるため、安保理常任理事国が参加することも多い。これ

らは、伝統的 PKO の不介入をも含意する中立性を、任務の遂行に

おいて各紛争当事者を公平に扱う公平性として修正するものであ

る 54。 

      ③第四世代の PKO においては、狭義の自衛を超える武力行使が

授権され、PKO 部隊に抑止力を持たせるだけでなく、実際に行使

されることもある。ただし、この武力行使は憲章第 7 章に予定され

ている国連軍による大規模な強制行動を行うものではなく、戦闘が

継続している状況下での人道支援活動の保護、国連により安全地域

と指定された場所に住む住民の保護及び紛争当事者間の意思が熟成

するのを待たずに国民和解政府の成立を促すことなどのマンデート

の達成を目的とするものである。 

図１－14 従来の基本原則と修正された基本原則の対比 

 

出典：筆者作成 

主要な紛争当事者の合意

公平性（Impartiality）

自己とマンデート防衛以外の武力不行使

紛争当事者の合意

中立性（Neutrality）

自己とマンデート防衛以外の武力不行使
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    ｃ 統合ミッション型 PKO の基本構造 

 
      統合ミッション型 PKO とは、それまで PKO ミッションとは別

の枠組みで活動を行っていた国連の専門機関が SRSG の指揮下に入

り、PKO ミッションの中に国連カントリーチームの活動が統合さ

れたものをいう。 

      統合ミッション型 PKO の基本構造は、次のとおりである。 

図１－15 統合ミッション型の PKO の基本構造 

 

出典：UNSOC （Center for Civil-Military Relations）講義資料を基に筆者作成 

ﾐｯｼｮﾝ長/国連事務総長特別代表

国際連合本部

国連事務総長

副代表/
副ﾐｯｼｮﾝ長

副代表/
常駐調整官兼ねて人道調整官

統合作戦
ｾﾝﾀｰ

統合任務
分析部

官房長

社会問題
担当

政治問題
担当

法務担当

規律担当 人権担当
児童保護

担当

選挙担当 DDR担当 広報担当

警察部門長

警察

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
武装警察部隊

軍事部門長/
軍司令官

直轄部隊

部隊 停戦監視長 停戦監視ﾁｰﾑ

ﾐｯｼｮﾝ支援部長

統合支援
ｻｰﾋﾞｽ

統合兵站
指揮所

UNDP OCHA

UNHCR WFP WHO
UNICEF OHCHR

NGO

ｾｸﾀｰ司令官

管理支援

受入国政府機関

調整

設問 

・統合ミッション型 PKO は、どのような構造で活動を行っていたのか。 

・PKO にはどのような部署があり、どのような役割を果たしているのか。 

軍事部門 
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      シエラレオネやブルンジでは、より効果的に現場での活動を統合

するため、SRSG の代わりに国連事務総長執行代表（ERSG）xviiが

トップに立ち、国連人道調整官（HC）xviiiおよび国連常駐調整官

（RC）xixを兼務して国連カントリーチームの活動とミッションを

指揮している 55。 

    （ａ）ミッション長/国連事務総長特別代表（HOM/SRSG）xx 

       HOM/SRSG は任務全般の責任者であり、任務の政治的側面を

管理する。対内的には各部署（コンポーネント）間を調整し、対

外的には、紛争に関わる様々な勢力と交渉・仲裁を行い、安保理

決議を実行することを任務としている。また、進捗状況を図るた

めの基準を設定し、任務を管理する。  

    （ｂ）ミッション支援部長 xxi 

       ミッション支援部長は、統合支援サービス xxii、管理支援 xxiiiを

行うことで、ミッションを支援する。また、予算、航空安全も担

当している。この統合支援サービス隷下にある統合兵站指揮所

（JLOC）xxivは、あらゆる部門からの後方支援要求を管理する部

署であり、派遣部隊は JLOC に対して兵站支援に関する要求・調

整等を行う。 

    （ｃ）統合作戦センター（JOC）xxv 

       統合作戦センターは各作戦を調整するために置かれている部署

xvii ERSG: Executive Representative of the Secretary-General 
xviii HC: Humanitarian Coordinator 
xix RC: Resident Coordinator 
xx SRSG: Special Representative of the Secretary-General /HOM: Head of 

Mission 
xxi Director of Mission Support 
xxii ISS: Integrated Support Services 
xxiii Administrative Services 
xxiv JLOC: Joint Logistics Operation Centre 
xxv JOC: Joint Operations Centre 
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である。情報共有を支援することにより、各種取組みを調和させ

ることを任務としている。 

    （ｄ）統合任務分析部（JMAC）xxvi 

       統合任務分析部は任務の活動状況を横断的に把握し、情報分

析・情報共有を行う部署である。この部署は、文民、警察及び軍

人で構成されている。 

    （ｅ）社会問題（民事）担当（Civil Affairs） 

       社会問題担当は、地方の文官当局やコミュニティを支援する部

署である。政治、法律、経済構造の再建及び支援を行うだけでな

く、和解のための仲裁及び交渉や地方指導者及びメディアとのや

りとり等も行う。 

    （ｆ）政治問題（政務）担当（Political Affairs） 

       政治問題担当は、政治的解決につながる問題に重点的に取り組

む部署である。文民の部署であり、ミッションの他の部署（コン

ポーネント）の支援を受けながら、受入国、外交団、国際的パー

トナー及び紛争に関わる勢力とともに問題解決に取り組む。  

    （ｇ）法務担当（Legal Affairs） 

       法務担当は、主としてミッション長（HOM）のための法的問

題を扱う部署である。また、ミッション司令部のすべての部署、

軍事部門、警察部門、ミッション支援部門に対して法的アドバイ

スをも行う。 

    （ｈ）規律担当（Conduct and Discipline） 

       規律担当は、不正の防止を担当する部署であり、苦情処理、デ

ータ管理、国連の行動基準の遵守などの問題を取扱っている。全

てのミッションにおいて設置されるが、調査の権限はなく、調査

xxvi JOC: Joint Mission Analysis Cell 
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は、国連の内部監査部又は他の部署で行っている。  

    （ｉ）人権担当（Human Rights） 

       国連人権高等弁務官 xxviiによって指名された代表が管理する文

民の部署である。人権侵害の監視や暴力に関する（追跡）調査な

どを行っており、法の支配を確立させるための支援を行うととも

に、国連人権高等弁務官事務所 xxviiiへ報告を行う。この部署はミ

ッションの内部に置かれることもあれば、外部に置かれる場合も

ある。  

    （ｊ）児童保護担当（Child Protection） 

       児童の権利と保護を目的とする部署であり、暴力、搾取及び虐

待から児童を保護する。18 歳以下であり、武力紛争の影響を受

け、人権侵害を受けている児童を保護の対象として活動をしてい

る。特に、移行期における児童保護の問題に広く関わっており、

児童に対する人権侵害の予防の強化及び支援を行う。全てのミッ

ションにおいて設置の必要性が高い部署である。 

    （ｋ）選挙担当（Elections） 

       警察や軍事部門の支援を受け、活動する文民の部署である。選

挙が自由・公平に行われるよう体制を整備し、選挙を行う。ある

いは、選挙のプロセスを監視し、後方面の支援を行う。 

    （ｌ）武装解除・動員解除・社会再統合担当（DDR）xxix  

       元戦闘員の武装解除（Disarmament）、動員解除

（Demobilization）及び社会再統合（Re-integration）から成る

一連の政治プロセスを担当する部署である。 

    （ｍ）広報担当（Public Information）  

xxvii High Commissioner of Human Rights 
xxviii OHCHR: Office of the High Commissioner for Human Rights 
xxix DDR: Disarmament, Demobilisation and Reintegration Cell 
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       マスメディアとの窓口であり、ミッションの広報戦略を担当す

る部署である。住民に対しミッションのマンデートについての情

報を提供するとともに、平和プロセスにおける開発に関する説明

を行う。広報活動を通じて、ミッションを支援するとともに、ミ

ッション要員に対してニュース等の情報提供を行う。 

       また、軍事部門の広報担当と連携して軍事部門の活動の支援も

行う。 

    （ｎ）人道調整官（HC）xxx、又は事務総長特別副代表 常駐調整官

兼ねて人道調整官（DSRSG RC/HC）xxxi 

       DSRSG RC/HC は、状況によっては、人道関係部門において

指導的立場を採り、基金、機関、計画に関する調整を行うととも

に、人道原則に基づき、人道支援の実施又は調整を行う。  

    ｄ 法的根拠 

      第四世代の PKO は、憲章第 7 章の権限の下、武力の行使を含む

手段を用いることによって、紛争当事者が、一端合意された和平合

意を遵守するよう導くことを目的とするものである 56。 

      このように、伝統的 PKO なのか、複合型 PKO なのかという

PKO の機能の選択や、PKO なのか、多国籍軍なのかという形態の

選択は、基本的に政策的選択の問題であり、当該紛争状況や派遣国

の有無を含む実現可能性等を勘案して決定される 57。 

xxx HC: humanitarian coordinator 
xxxi DSRSG RC/HC: Deputy Special Representative of the Secretary-

General Resident Coordinator/Humanitarian Coordinator 

 

                                            



第１章 「平和構築」と「人権の保障」  49 
 

    ｅ 第四世代の PKO の主な活動 

     第四世代の PKO の主な活動は、次のとおりである。 

表１－６ 第４世代の PKO の主な活動 

活動名 場所/期間/根拠 主要活動内容 

UNAMSIL 
国連ｼｴﾗﾚｵﾈﾐｯｼｮﾝ 

ｼｴﾗﾚｵﾈ 
1999～2005 
S/RES/1270 
S/RES/1313 

和平合意実施のための協力、武装・動員解除及
び社会復帰計画におけるシエラレオネ政府支
援、停戦合意の実施状況の監視、人道支援実施
の促進、国連要員の安全及び移動の自由の確保  
※７章下で行動 

UNOCI 
国連ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ活動 

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ 
2004～ 
S/RES/1528 

停戦及び武装グループの移動の監視、武装解
除・動員解除・社会復帰・帰還及び再定住の支
援、和平プロセスの履行支援、法と秩序の再確
立のための支援等 
※７章下で行動 

MINUSTAH 
国連ﾊｲﾁ安定化ﾐｯｼｮﾝ 

ﾊｲﾁ 
2004～ 
S/RES/1542 

暫定政府への援助、合憲的政治プロセスを確保
するための治安維持、ハイチ警察及び沿岸警備
隊への援助、公共の安全と法秩序の確保のため
の支援、人道支援等 
※７章下で行動 

UNAMID 
ﾀﾞﾙﾌｰﾙ国連・AU 合同ﾐｯｼｮﾝ 

ﾀﾞﾙﾌｰﾙ 
2007～ 
S/RES/1789 

要員・設備・施設・装備の保護、要員・人道支
援活動者の安全及び移動の自由の確保、和平協
定の履行支援、履行妨害・武力攻撃の防止、文
民の保護等 
※７章下で行動 

UNISFA 
国連ｱﾋﾞｴｲ暫定治安部隊 

南ｽｰﾀﾞﾝ 
2011～ 
S/RES/1990 

スーダン政府軍とスーダン人民解放軍
（SPLA）の配備状況の監視・検証、同意条項
のためのアビエイ地域の集まりへの参加、地雷
除去への協力、人道援助の促進・移動の自由の
確保、アビエイ警察の強化、アビエイ地域のオ
イルインフラの安全確保、要員の器材等の保
護、要員の自由な移動の保証、文民の保護、ア
ビエイ地域の保護等 
※７章下で行動 

UNMISS 
国際連合南ｽｰﾀﾞﾝ・ﾐｯｼｮﾝ 

南ｽｰﾀﾞﾝ 
2011～ 
S/RES/1996 

平和の強化・長期間の国家構築・経済発展の支
援、紛争防止・緩和・解決・文民保護の支援、
国連カントリーチーム・他の国際機関と協力し
た警察・司法の強化支援、法の支配の確立の支
援、文民の保護等  
※７章下で行動  

S：安全保障理事会、RES：決議 

出典：外務省 HP を基に筆者作成 
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  イ （安保理授権型）多国籍軍による活動 

 

 PKO と同様に、国連憲章に明文の規定はないが、可能な限り国連の

権威に依拠して、国際の平和と安全の維持及び回復に貢献しようとす

る現実的な運用の形態として「（安保理授権型）多国籍軍」と通称さ

れるものがある。このような「多国籍軍」は PKO に比べると未だ実例

が少なく、明確な定義が存在するわけではないが、一般には「憲章第

7 章の下で、安保理が平和に対する脅威等に当たると認定した事態に

対処するために、安保理決議により憲章第 7 章の下での行動をとるこ

とを個々の加盟国に授権した場合に、そのような授権の下で活動する

国連加盟国の軍隊の総称」と理解されている 58。PKO との相違点は、

このような多国籍軍の活動は、国連の統轄下で行われるものではなく、

あくまでも参加各国の自主的な活動が事実上合体して行われるもので

ある。したがって、多国籍軍の活動に関わる経費は国連の経費ではな

く、これに参加する各加盟国が負担する 59。 

 多国籍軍の主な活動は次のとおりである。 

設問 

・安保理決議によって授権される国連憲章に明文の規定のない PKO 以外の

活動とは何か。 

・この活動の PKO との相違点は何か。 
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表１－７ 多国籍軍の主な活動 

多国籍軍名等 場所/期間/根拠 参加国 規模 

湾岸多国籍軍 

1990～ 
S/RES/665 
(海上阻止行動) 

ｱﾒﾘｶほか 12 か国 
約 290,000 名 

1991.1.17～2.28 
S/RES/678(軍事行動) 

ｱﾒﾘｶ､ｲｷﾞﾘｽ､ﾌﾗﾝｽ､ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 
など 29 ヵ国 

イラク北部における
クルド人保護 

ｲﾗｸ北部 
1991.4.7～7.15 
S/RES/688 

ｱﾒﾘｶ､ｲｷﾞﾘｽ､ﾌﾗﾝｽ､ｲﾀﾘｱ､ｵﾗﾝﾀﾞ､
ﾄﾞｲﾂ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｶﾅﾀﾞ､ 
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ､ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ｽﾍﾟｲﾝ､ﾄﾙｺ 

約 23,000 名 

ソマリア統一機動軍
（UNITAF） 

ｿﾏﾘｱ 
1992.12.4～1993.5.4 
S/RES/751 

ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ﾎﾞﾂﾜﾅ､ 
ｶﾅﾀﾞ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾌﾗﾝｽ､ｷﾞﾘｼｬ､ 
ｲﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､ｸｳｪｰﾄ､ﾓﾛｯｺ､ 
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ 
ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､ﾁｭﾆｼﾞｱ､ 
ﾄﾙｺ､ｱﾗﾌﾞ首長国連邦､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ 

約 38,300 名 

多国籍軍による人道
援助活動 

ﾙﾜﾝﾀﾞ 
1994.6.22～8.21 
S/RES/929 

ﾌﾗﾝｽ､ｾﾈｶﾞﾙ､ｷﾞﾆｱﾋﾞｻｳ､ﾁｬﾄﾞ､ 
ﾓｰﾘﾀﾆｱ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ｺﾝｺﾞ 約 3,600 名 

海上阻止行動 
ﾊｲﾁ 
1993.10.19～1994.10.16 
S/RES/875 

ｱﾒﾘｶ､ｲｷﾞﾘｽ､ﾌﾗﾝｽ､ｶﾅﾀﾞ､ｵﾗﾝﾀﾞ､
ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 

約 10,000 名 
決議 940 に基づく 
活動 

ﾊｲﾁ 
1994.9.19～1995.3.31 
S/RES/940 

ｱﾒﾘｶ､CARICOM 諸国､ 
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭ､ｸﾞｧﾃﾏﾗ 

アルバニア多国籍軍 
ｱﾙﾊﾞﾆｱ 
1997.4.15～8.11 
S/RES/1101 

ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾌﾗﾝｽ､
ｷﾞﾘｼｬ､ｲﾀﾘｱ､ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ﾙｰﾏﾆｱ､ 
ｽﾛﾍﾞﾆｱ､ｽﾍﾟｲﾝ､ﾄﾙｺ 

7,215 名 

MISAB 
中央ｱﾌﾘｶ 
1997.2.8～1998.4.15 
S/RES/1125 

ﾌﾞﾙｷﾅ･ﾌｧｿ､ﾁｬﾄﾞ､ｶﾞﾎﾞﾝ､ﾏﾘ､ 
ｾﾈｶﾞﾙ 約 800 名 

平和履行軍
（IFOR） 

ﾎﾞｽﾆｱ 
1995.12.20～1996.12.20 
S/RES/1031 

NATO 諸国及びｵｰｽﾄﾘｱ､ﾁｪｺ､ 
ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｴｽﾄﾆｱ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ 
ﾊﾝｶﾞﾘｰ､ﾗﾄﾋﾞｱ､ﾘﾄｱﾆｱ､ﾏﾚｰｼｱ､ 
ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ､ﾙｰﾏﾆｱ､ﾛｼｱ､ 
ｽﾛｳﾞｧｷｱ､ｳｸﾗｲﾅ､ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ､ 
ｱﾙﾊﾞﾆｱ 

約 53,000 名 

平和安定化軍 
（SFOR） 

ﾎﾞｽﾆｱ 
1996.12.10～ 
S/RES/1088 

NATO 諸国及びﾛｼｱ､ｱﾙﾊﾞﾆｱ､ 
ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ､ 
ｴｽﾄﾆｱ､ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ 
ﾗﾄﾋﾞｱ､ﾘﾄｱﾆｱ､ｽﾛﾍﾞﾆｱ､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 

約 36,000 名 

コソヴォ国際安全 
保障部隊（KFOR） 

ｺｿｳﾞｫ 
1996.6～ 
S/RES/1244 

NATO 諸国及びﾛｼｱなど 
37 ヵ国 約 44,000 名 

東ティモール多国籍
軍（INTERFET） 

東ﾃｨﾓｰﾙ 
1999.9.20～2000.2.23 
S/RES/1246 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ 
ｹﾆｱ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､ 
ﾌｨｼﾞｰ､ｲｷﾞﾘｽ､ｱﾒﾘｶほか 22 ヵ国 

最大時 
約 10,000 名 

アフガニスタン国際
治安支援部隊
（ISAF） 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ 
2002.1.10～ 
S/RES1386 

ｲｷﾞﾘｽ､ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ 
ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ 
ｲﾀﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ｵﾗﾝﾀﾞ､ 
ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ﾙｰﾏﾆｱ､ｽﾍﾟｲﾝ､ 
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､ﾄﾙｺ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ﾁｪｺ 

約 5,000 名 

出典：樋山千冬「冷戦後の国連安保理決議に基づく『多国籍軍」」（『レファレンス』
2003年 3月、国立国会図書館）を基に筆者作成
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21 同上、6 頁 

22 同上、6-7 頁 
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29 同上、399 頁 
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裁：制裁に至る事情・内容・効果等の横断的比較分析』2013 年、2 頁 

31 小松一郎、前掲書、399 頁 

32 同上、399 頁 

33 山本草二『国際法』有斐閣、1999 年、723 頁 
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38 同上、485 頁 
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39 同上、485 頁 

40 小松一郎、前掲書、407 頁 

41 小寺彰、岩沢雄司、森田章夫、前掲書、486 頁 

42 同上、486 頁 

43 同上、486 頁 
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46 同上、487 頁 
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50 衆議院憲法調査会事務局「国連平和維持活動について」（平成 14 年 2
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53 同上、488 頁 

54 同上、488-489 頁 
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○DDR とは？ 

 DDR とは、Disarmament（武装解除）Demobilization（動員解除）

Reintegration（社会再統合）の略称であり、紛争後の国家等において、軍事

力を解体していく際の段階的な手順をいう。わかりやすく説明するために、日

本の明治維新と対比させてみる。 

１ 武装解除（Disarmament） 

  紛争地域において武器を回収・廃棄し、紛争で使用される道具を取り上げ

る過程である。明治維新でいうと、1876 年の「廃刀令」により、士族の帯

刀が禁止されたことがこれにあたる。 

２ 動員解除（Demobilization） 

  紛争当事者同意の下で軍事組織を解体し、紛争を再発させる組織を解体さ

せる過程であり、戦闘員を除隊・復員させることが行われる。この過程にお

いて重要なことは、元戦闘員としての経歴に名誉を与え、誇りを付与して、

社会再統合への前向きな意識の形成を促進することである。そのため、除隊

式のような儀式が行われることもある。 

  明治維新でいうと「廃刀令」と同じ 1876 年の「徴兵令」及び「秩禄処分」

により、士族が実戦的集団ではなくなったことが、「動員解除」にあたる。

これらの明治政府の措置により、士族階級の実質的な特権は否定され、同時

期に日本では、士族の反乱が多発したことを考えると、元戦闘員の名誉を損

わないよう配慮することがいかに重要であるかということがわかる。 

コラム ＤＤＲとＳＳＲ 
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３ 社会再統合（Reintegration） 

  元戦闘員らを生産的な市民生活へ移行させ、紛争を再発させる意思を放棄

させる過程であり、最終的なゴールである。この過程を実現されるため、動

員解除後、現金、現物支給、クーポン券、職業訓練等の援助が元戦闘員に対

して提供される。 

  日本の明治維新の過程において、武士であった者が商売をしてもいばって

ばかりいて失敗することが多かったことから、武士の商法（商売がへたであ

ることのたとえ）という用語ができたように、元戦闘員を動員解除するだけ

では生活基盤を作れず、再動員につながる可能性があることから、そのよう

な事態を将来させないよう、国連等は、対象となる政府を一定期間支援し、

関与する必要がある。 

○SSR とは？ 

 一方、SSRとはSecurity Sector Reform（治安部門改革）の略称であり、治

安維持・安全保障のために組織・機関を再建することをいう。 

 和平合意が達成するまでの間、対立や抗争を繰り返してきた集団にとって、

武器は自らの安全と自由を確保する手段であったが、紛争後の社会に拡散した

武器の存在そのものが脅威となる。そのため国連を始めとする国際機関は、現

地の国軍・警察の改編に向けて取り組むこととなる。これをSSR（治安部門改

革）支援という。現在のSSR支援は、軍隊や警察といった治安部隊の改編にだ

けでなく、法の支配、民主化、人権尊重等を包含した、より広範なプロセスへ

と拡大しつつあるxxxii。

xxxii 吉崎知典「平和構築における治安部門改革（SSR）」『防衛研究所紀要』

第 14 巻第 2 号、2012 年、 49-50 頁 
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５ 国連を中心とした人権の保障 

 

  前述のとおり、国連において「人権の保障」が重視されるのは、人種・宗

教を理由にした徹底した差別主義と迫害が第二次世界大戦の大きな原因の一

つであったという教訓を踏まえ、「国際の平和及び安全の維持」の実現には

「人権の保障」が不可欠であるとの認識に基づいているからである。 

  また、第３節で述べたとおり、「国際の平和と安全の維持」の実現のため

に行われてきた PKO が軍事部門のみで構成される伝統的 PKO から人権担

当や児童保護担当という部署を有する複合型 PKO へと変遷していった事実

からも、「国際の平和と安全の維持」を実現し、平和を構築する過程におい

て、「人権の保障」が切り離せないものになっていることがわかる。 

  では、この「人権の保障」とは何を意味するのか、国連憲章を起点とした

「人権の保障」について言及する。 

図１－16 国連を中心とした人権の保障 

 
    出典：筆者作成 

国連憲章

世界人権宣言

国際人権規約

人権

「権利と自由」を規定

「権利と自由」の保障

個別具体的な「権利と自由」の保障

人権の種類を明確化

締約国が「権利と自由」を保障する
ことを約束

保護対象・犯罪行為等別に
「権利と自由」の保障を強化各種人権条約

設問 

・国連は、なぜ「人権の保障」を重視するのか。 
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（１）国連加盟国に対し人権を保障するよう誓約（国連憲章） 

 

   国連憲章は、すべての加盟国が人権を保障するよう誓約（1 条、13 条、

55 条、56 条）することを明示し、人権の尊重が国連及び加盟国の行動の

原則の一つであることを明らかにした。しかしながら、国連憲章の人権に

関する規定は、いずれも一般的な規定であって、加盟国による個々の人権

侵害が憲章違反となるわけではない。このように憲章上の人権に関する規

定は、具体性を欠いていることから、憲章第 68 条において、人権に関す

る規定を具体化するための作業を経済社会理事会の下に設けられる「人権

の伸長に関する委員会」に委ねるとの方針を定めた。同方針に基づき、

1947 年、「人権委員会」xxxiii（2006 年、国連総会の補助機関の地位を有

する「人権理事会」xxxivに改組された）が設置されている 60。 

（２）人権を「尊重すべき権利と自由」（人権の共通基準）として規定（世界

人権宣言） 

 

   1947 年に設置された人権委員会は、経済社会理事会から「国際人権章

典」について提案を行うよう指示され、同年、国際権利章典は、人権宣言、

人権規約及びその実施措置の 3 分野のすべてを含むべきことを決定した。

xxxiii Commission on Human Rights 
xxxiv Human Rights Council 

設問 

・国連憲章は、「人権の保障」についてどう定めているのか。 

設問 

・世界人権宣言は「人権」をどのように定めたのか。 
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そして、最初に法的拘束力のない宣言を作成した上で、この宣言を条約化

していく方針で臨むこととした。1948 年、国連総会において、同方針に

従って作成された「世界人権宣言」xxxvが採択された。この世界人権宣言

は 30 カ条から構成されており、各国が「達成すべき共通の基準」（前文）

として、様々な人権（尊重すべき権利と自由）が記述されている 61。 

   世界人権宣言に記述された人権を簡単にまとめると次のとおりである。 

表１－８ 世界人権宣言に記述されている主な人権 

自由平等 差別待遇の禁止 

生存、自由、身体の安全 奴隷の禁止 

非人道的な待遇または刑罰の禁止 法の下に人としての承認 

法の下における平等 逮捕、拘束または追放の制限 

裁判所の公平な審理 無罪の推定、罪刑法定主義 

私生活、名誉、信用の保護 移転と居住の自由 

迫害からの避難 国籍の権利 

基本的権利の侵害に対する救済 思想、良心、宗教の自由 

意見、発表の自由 集会、結社の自由 

参政権 社会保障 

労働の権利 婚姻と家庭 

財産の権利 休息、余暇 

生活の保障 教育の権利 

文化権 人権を守る社会的国際的秩序の確保 

社会に対する義務 権利と自由に対する破壊的活動の禁止 

  出典：ヒューライツ大阪（財団法人アジア・太平洋人権情報センター）HP62 

xxxv Universal Declaration of Human Rights 
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   この世界人権宣言によって、この時点での国際社会の人権に対する共通

理解を示すことはできたが、この宣言は法的拘束力をもたず、また、守ら

なくても罰則があるわけではない。そのため、この世界人権宣言に記述さ

れた人権を保障するために、人権条約が生み出されることになる。 

（３）尊重すべき権利と自由の保障を締約国に対し義務化（国際人権規約） 

 
  ア 国際人権規約の概要 

    世界人権宣言において記述された様々な人権（尊重すべき権利と自由）

を条約化するという人権委員会による作業の最初の成果が「国際人権規

約」である。この「国際人権規約」は、単一の条約ではなく、複数の条

約の総称である。本条約は、1966 年に国連総会で採択された、①「経

済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」xxxvi（略称：社会権規

約又はＡ規約）と②「市民的及び政治的権利に関する国際規約」xxxvii

（略称：自由権規約又はＢ規約）より構成されている。これに加えて、

同時に採択された③「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議

定書」、1989 年に国連総会において採択された④「市民的及び政治的

権利に関する国際規約の第 2 選択議定書」、及び 2008 年の国連総会に

おいて採択された⑤「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約

の選択議定書」（未発効）の 3 つの関連する条約がある 63。この 5 つの

条約は、それぞれ独立した条約となっているので、国家は、特定の条約

のみ締結するということが可能である。国際人権規約との関係では、③

及び⑤については、条約の履行確保のための仕組みである「個人通報制

xxxvi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
xxxvii Internatinal Covenant on Civil and Political Rights 

設問 

・世界人権宣言で具体的に定めた「人権（権利と自由）」を条約にするた

め、どのような形で条約を作成したか。 
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度」を受け入れる約束を定めたものであり、④は締約国の管轄下にある

何人も死刑を執行されないこと及び締約国はその管轄圏内において、死

刑廃止のために必要なあらゆる措置を講ずることが定められている。 

    本体の条約自体も 2 つの条約に分かれているのは、「社会権」が、労

働の権利、社会保障の権利、教育の権利のように国家による経済的・財

政的施策を必要とするため、権利を即時に実現することは国の財政事情

に大きく左右されることから、「権利の実現を漸進的に達成」（A 規約

第 2 条 1 項）すべき権利であり、他方、「自由権」が、国家からの不当

な制約の排除が基本であるため、猶予を認めず、締約国に「その領域内

にあり、かつ、その管轄下にあるすべての個人に対し（中略）権利を尊

重し及び確保する（B 規約第 2 条 1 項）義務を課す権利であるというよ

うに、権利の性質の違いを踏まえたためである 。国際人権規約の概要

をまとめたものは、次のとおりである。 

図１－９ 国際人権規約の概要 

 

 出典：筆者作成 

国際人権規約

・労働の権利
・社会保障
・生活水準及び食糧の確保
・教育に対する権利
・その他

社会権規約

・生命に対する権利
・拷問または残虐な刑の禁止
・奴隷および強制労働の禁止
・身体の自由
・公正な裁判を受ける権利
・その他

自由権規約

種類 社会権 自由権

性質 国家による経済的・財政的施策が必要 国家からの不当な制約を排除

実現 徐々に進歩させて権利を実現 猶予を認めず権利を実現

国連に対し規約実現のためにとった措置等に関する報告義務
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    2013 年 4 月現在の条約の当事国は、社会権規約 160 ヵ国、自由権規

約 167 ヵ国である。 

    これらの条約を締結することにより、締約国は、国際法上の義務を遵

守するために必要があるときは国内法を改正することが求められること

になる。もっとも、本規約の未履行に対して、締約国に対して罰則が規

定されているわけではなく、締結国が規約実現のために取った措置など

に関する国連への報告義務を課することによって、履行の確保を図って

いる。 

60 小松一郎『実践国際法』信山社、2011 年、228 頁 

61 同上、228 頁 

62 一般財団法人ヒューライツ大阪 HP（URL: 
http://www.hurights.or.jp/japan/learn/ 2013 年 8 月 23 日 10:00 閲覧） 

63 小松一郎、前掲書、228 頁 
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コラム 条約の種類 

 

○条約、協定、憲章、議定書等いろいろあるけど、何が違うの？ 

 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によって

規律される国際的な合意のことをいう。条約にはさまざまな名称のものがある

が条約名は、その条約の表題を示すものであり、条約の効力は名称が異なって

も同じである。  

名 称（邦訳） 内 容 

Treaty, Convention 

（条約）  

政治的に十分な重みを持った二国間条約・多数

国間条約において使われる表題  

Agreement 

（協定・約定）  

技術的な問題を扱う二国間条約・多数国間条約

において使われる表題 

Charter（憲章) 

Covenant（規約） 

Statute（規程）  

国際機関や国際裁判所の設立等に係る条約に使

われる表題  

Protocol 

（議定書） 

種々の目的のために本体の条約に関連した別条

約を作成する場合に使用することが多い  

Exchange of Notes(交換公文)  
条約の署名権限を有する者の間の書簡の交換に

より国家間の合意を形成する簡易方式の条約  

Memorandum of Understanding 

（了解覚書）  

他の表題を有する条約の一部規定の解釈や附帯

的な技術的合意を確認するための条約の表題  
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第２章 平和構築の過程における弱者の人権の保障 

１ 人権侵害の対象に着目した人権保障の枠組み 

 
  前章において、国連において「人権の保障」が重視されるのは、人種・宗

教を理由にした差別主義と迫害が第二次世界大戦の大きな原因の一つであっ

たという教訓を踏まえ、「国際の平和及び安全の維持」の実現には「人権の

保障」が不可欠であるとの認識に基づいているからであるということを述べ

た。 

  また、「国際の平和と安全の維持」の実現のために行われてきた PKO が

軍事部門のみで構成される伝統的 PKO から人権担当や児童保護担当という

部署を有する複合型 PKO へと変遷し、「平和構築」において「人権の保障」

が重要視されていることについて述べてきた。 

  そして、こうした現実の「国際の平和と安全の維持」の活動とは別に、国

連憲章から世界人権宣言を経て、国際人権規約が成立し、規約の締約国は人

権を保障することが義務づけられ、人権保障の国内体制を整備するだけでな

く、人権委員会への報告義務等が課されることにより、人権を保障すること

になったということについて、前章で説明してきた。 

  しかしながら、国際人権規約は一般的・包括的な人権を保障するよう規定

したものであることから、規約を締約することだけでは、人権を十分に享受

できないという現実に直面することになった。 

  このため、この現実を変えるため、特定の種類の人権については、より具

体的な規範を創設して、締約国が行わなければならない具体的な義務を課す

必要があった。 

  一例を挙げると、国際人権規約（自由権規約）第 3 条では、「この締約国

は、この規約に定めるすべての市民的及び政治的権利の享有について男女に

設問 

・国際人権規約により国連加盟国は「尊重すべき権利と自由」を保障するこ

とを義務づけられたにもかかわらず、なぜ、女性、児童及び避難民等を対象

とした個別の条約等の規範が必要となったのか。 
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同等の平等を確保することを約束する」と規定するだけあり、どのような権

利をどのような形で実現しなければならないのか不明確である。しかし、女

性という特定の人権に関する規範である女子差別撤廃条約を設けることによ

って、「締約国の差別撤廃義務」（2 条）、「政治的・公的活動における平

等」（7 条）、「教育における差別撤廃」（10 条）、「雇用における差別撤

廃」（11 条）、「保健における差別撤廃」（12 条）、「経済的・社会的活

動における差別撤廃」（13 条）、「農村女子に対する差別撤廃」（14 条）

等の具体的な権利内容及び実現すべき事項が規定されることになり、女性の

権利の平等を保障するための国内体制がより整備しやすくなっている。 

  本章では、特に国際平和協力活動において、人権侵害の対象として問題と

なることが多い女性、児童及び避難民の３つの客体をとりあげる。そして、

これら客体の特徴から何が人権侵害の問題点となっているのか、どのような

規範を規定することによって、その問題点の解決を図ろうとしているのかに

ついて言及する。 
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図２－１ 個別の人権条約の必要性 

 

 

出典：筆者作成
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第２章 平和構築の過程における弱者の人権の保障  69 
 

２ 女性の権利の保障 

（１）女性が抱える問題 

 

  ア 女性の権利の保障の必要性 

図２－２ ジェンダーに基づく偏見・不平等の概念 

 
 出典：筆者作成 

    女性の権利の保障を考えていく上で、まず理解する必要があるのは

「ジェンダーに基づく偏見・不平等（ジェンダー格差）」である。この

「ジェンダー」とは生物学的な性別（Sex）ではなく、「社会的・文化

的に形成された性別」をいう。 

    よりわかりやすくいうと、社会や文化によって作り上げられた模範と

される「男性像」、「女性像」や、人々が「男性」、「女性」として、

女性 男性

SEX:生物学的な性別

ジェンダー（gender）：社会的・文化的に形成された性別

社会・文化

家で子供
を育てる

外で働い
て生活の
糧を得る

女性 男性

・特定社会での価値観
・男女の社会的・文化的役割の違い
・男女間の関係性を示すもの

ジェンダーに基づく偏見・不平等（ジェンダー格差）

社会・文化の影響力等により、
人権（自己決定権、機会の平等等）を侵害

一例

設問 

・国際平和協力活動を行う地域において、女性の権利を保障しなければなら

ないのはなぜか。 
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それぞれ期待される行動といった、「社会的・文化的に形成された性別」

（ジェンダー）である 64。この男女の実質的平等を実現するためには、

「生物学的な性別（身体構造としての性別）」と、「社会的・文化的に

形成された性別」を区別する言葉が求められ、後者が「ジェンダー」と

いう用語として使われるようになったのである。 

    世界には様々な社会・文化が存在し、それぞれの価値観等に起因する

ジェンダーxxxviiiに基づく偏見や不平等（ジェンダー格差）に関わる問題

が存在し、様々な指標によって、一般的に女性のほうが男性よりも社

会・政治・経済等の面において不利な立場に置かれる傾向が示されてい

る。 

    特に、PKO の主たる活動地域であるアフリカ xxxixにおいては、教育

や保健、経済分野などにおいて、男女間の格差の問題を抱えていること

が多く、女性は不利な状況に置かれる傾向にある。 

    こうしたことから、平和構築の過程においては、活動地域の社会・文

化との摩擦や軋轢を生じないように配慮しながら、ジェンダーに基づく

偏見や不平等をなくすための支援をしなければならないし、隊員自身が

偏見や不平等を助長する侵害者にならないよう、保護すべき女性の権利

を十分に理解しなければならない。 

xxxviii 「フェミニズム」とは「男女平等思想」「女性解放思想」をいう。法律

上も差別が明確に存在した時代に行われた法律上の平等などを求めて闘った

婦人参政権運動などのフェミニズム運動（第一派フェミニズム運動）を経て、

性役割批判の展開や個人を拘束する「女らしさ」や「男らしさ」などの観念

からの個人の解放を主張する第二派フェミニズム運動が行われるようになっ

たが、この第二派フェミニズム運動の中で社会的・文化的・心理的な性差や

性別を含意する概念として誕生したのが「ジェンダー」である。（江原由美

子・山田昌弘『ジェンダーの社会学 入門』岩波書店、2012年） 
xxxix 平成 24年 10月に世界経済フォーラム（World Economic Forum）が発表

した「The Global Gender Gap Report 2012」によると、日本の男女格差を測

るジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index：GGI）は 135カ国中 101位

となっている。なお、本指数は、経済分野、教育分野、政治分野及び保健分野

のデータから作成されている。 
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  イ 女性への差別 

    ジェンダーに基づく偏見や不平等（ジェンダー格差）という問題に関

する国際社会の動きについて言及すると、国連憲章は、前文で「男女の

同権」を明確に保障するとともに、人種、言語、宗教及び性別による差

別を禁止している。この女性の平等権を保障するという憲章の規定は、

様々な人権に関する国際的な協定によって再確認・強化されてきた。国

際協力の分野では、2015 年までに世界の貧困削減を目指すミレニアム

開発目標（MDGs）の 8 つの目標 xlの一つに「ジェンダー平等の推進と

女性のエンパワーメント」が掲げられ、ジェンダー格差の撤廃に向けた

活動がなされている。 

  ウ 女性に対する暴力 

    また、近年、人身取引や女性に対する暴力の深刻化、女性の HIV 感染

拡大、災害や環境改善における女性の脆弱性への対応が新たな課題とな

っている。特に家庭内暴力、名誉殺人、拘禁施設内や紛争下における強

姦などの性的暴力等、女性への暴力はジェンダー格差に根本的な原因が

あると考えられており、こうした問題を排除して健全で、持続可能な成

長を実現するには、ジェンダーの視点を考慮した取り組みの強化が必要

と考えられている。 

xl ミレニアム開発目標（MDGs）として、2015 年までに達成すべき８つの目

標は次のとおり。 
１ 極度の貧困と飢餓の撲滅 
２ 初等教育の完全な実施 
３ ジェンダー平等の推進 
４ 乳幼児死亡率の削減 
５ 妊産婦の健康の改善 
６ HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止 
７ 環境の持続可能性の確保 
８ 開発のためのグローバルなパートナーシップの推進 
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（２）女性の権利を保障するための枠組み 

図２－３ 平和構築の過程における女性の権利を保障するための枠組み 

 

    ：条約 

出典 筆者作成 
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る暴力（人道に対する罪や戦争犯罪）へ対処するものとして、「国際刑事

裁判所に関するローマ規程」がある。他方、関連する主要な勧告、宣言、

安保理決議等は、条約の３倍以上の数が出されている。これは、それぞれ

の社会・文化の中における女性の位置づけが千差万別であることから、締

約することによって義務が課される条約という形での合意を得ることは困

難であるが、法的拘束力を有しない勧告、宣言等であれば、多くの国から

同意を得やすいということが理由として考えられる。こうした現状を踏ま

えると、条約だけでなく、関連する勧告、宣言等に規定される権利内容も、

国際社会の意見を反映した重要な規範であるといえる。この勧告、宣言等

には、国際社会でそのとき問題とされる行為が具体的に例示されているこ

とが多いことから、現場において、どういった問題に直面する可能性があ

るのかを把握する上で参考になりうる。 

   以下、採択順に規範について説明するが、①特に、女性に対する暴力と

して、どのような人権侵害行為を現場において防止しなければならないの

か、②国際社会、特に国連が女性に対する人権侵害行為をどのような方策

により防止しようとしているのか、という２つの視点から内容を確認する

必要がある。 

  ア 同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約

（ILO100 号条約）65 

    「同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条

約（ILO100 号条約）」は、1951 年 6 月の第 34 回国連総会で採択され

た。 

    この条約は同一の価値の労働に対しては性別による区別を行うことな

く同等の報酬を与えなければならない、と定めることで、労働面での女

性に対する人権侵害行為の防止を企図したものである。条約は報酬につ

いて定義を下し、金銭であると現物であるとを問わず、直接または間接

に使用者が労働者に対して支払う報酬で労働者の雇用から生ずるものを

含む、とする。 
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    報酬を同一労働に対して男女同等に支払う、という原則を確立する方

法として、①国内法令、②法令によって設けられ、または認められた賃

金決定制度、 ③使用者と労働者との間で締結された労働協約、④これ

らの各手段の組み合わせ、を規定している。  

    更に、行うべき労働を基礎とする職務の客観的評価がこの条約の規定

を実施するのに役立つ場合には、これを促進する措置をとること、とさ

れている。 

    条約を補足する「同一価値の労働についての男女労働者に対する同一

報酬に関する勧告（第 90 号）」が同時採択されている。 

  イ 同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する勧告

（第 90 号）66 

    「同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する勧

告（第 90 号）」は、1951 年 6 月の第 34 回国連総会で採択された。 

    上記アに既述したとおり、同時採択された「同一価値の労働について

の男女労働者に対する同一報酬に関する条約（ILO100 号条約）」を補

足する勧告であり、同一報酬原則の実施方法についての詳細な指針が示

されている。特に、政府が直接、間接に規制しうる分野での措置を細部

にわたって示し、この原則の実際上の適用の態様（職務分析、職業指導、

雇用相談、職業訓練、職業紹介、福祉・社会サービス、一般の理解の促

進、調査等）を具体的に示すことによって人権侵害防止の実効性を高め

ている。 

  ウ 雇用及び職業についての差別待遇に関する条約（ILO111 号条約）67 

    「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約（ILO111 号条約）」

は、1958 年 6 月の第 42 回総会で採択された。最新の基本条約の１つで、

労働分野が中心ではあるものの、より一般的な人権保障条約としての性

質を持つ。 

    この条約は、雇用と職業の面で、どのような差別待遇も行われてはな

らないことを規定する。ここにいう差別待遇とは、「人種、皮膚の色、

性、宗教、政治的見解、国民的出身、社会的出身などに基づいて行われ

 



第２章 平和構築の過程における弱者の人権の保障  75 
 

るすべての差別、除外または優先で、雇用や職業における機会または待

遇の均等を破ったり害したりする結果となるもの」をいうが、特別の条

件を必要とする特定の業務についての差別・除外または優先は、差別待

遇とはみなされない。また、国の安全を害する活動について正当に嫌疑

を受けている者やこの活動に従事している者に対して行われる措置も、

差別待遇とはみなされない。 

    批准国は、差別待遇廃止のため必要な政策をとり、この政策を促進し

ていく上で労使団体の協力を求め、反差別待遇の法律を制定し、教育計

画を進め、この政策と一致しない法令の条項を廃止し、政令・慣行を改

正しなければならない。 

    関連勧告として、「雇用及び職業についての差別待遇に関する勧告

（第 111 号）」が同時に採択された。 

  エ 雇用及び職業についての差別待遇に関する勧告（第 111 号）68 

    「雇用及び職業についての差別待遇に関する勧告（第 111 号）」は、

1958 年 6 月第 42 回の国連総会で採択された。 

    同時採択された「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約

（ILO111 号条約）」を補足する勧告であり、雇用及び職業に於ける差

別待遇を防止するための国家の方針の樹立とその適用、すべての分野に

おける差別待遇防止のための措置の調整について、さらに細かい規定を

している。 

  オ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 

    「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤

廃条約）」は、1979 年 12 月の第 34 回国連総会において採択された。

本条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子

に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としたものである。具

体的には、「女子に対する差別」を「性に基づく区別、 排除又は制限

であって、政治的、 経済的、 社会的、 文化的、 市民的その他のいか

なる分野においても、 女子 （婚姻をしているかいなかを問わない。） 

 



76 
 

が男女の平等を基礎として人権及び基本的人権を認識し、享有し又は行

使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するもの」と定義し、

締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動にお

ける差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めている。また、女

子差別撤廃委員会により締約国が義務を履行しているかを監視すること

によって（18 条）、単に法律上の平等にとどまらず、現実社会におけ

る平等の実現を目指した規定となっている。 

    ただし、本条約には、女性に対する暴力についての規定が置かれてい

ない。 

  カ 女性に対する暴力に関する一般的勧告 12 

    「女性に対する暴力に関する一般的勧告 12」は、1989 年に女子差別

撤廃委員会が採択した勧告である。この勧告によって、同委員会は、女

子差別撤廃条約の締約国政府に対して条約に明文のない、日常生活にお

けるあらゆる種類の暴力（性的暴力、家庭内の虐待、職場におけるセク

シュアル・ハラスメントなどを含む）の発生から女性を保護するための

現行法制、これらの暴力を根絶するためにとられたその他の措置、犠牲

者である女性のための支援サービスの存在、女性に対するあらゆる種類

の暴力の発生及び暴力の犠牲となった女性に関する統計データについて、

同委員会への定期報告の中に記載をすることを求めた。 

  キ 女性に対する暴力に関する一般的勧告 19 69 

    「女性に対する暴力に関する一般的勧告 19」は、1992 年に女子差別

撤廃委員会が、上記の一般的勧告 12 をより詳細なものに改め、策定し

た勧告である。この勧告において「ジェンダーに基づく暴力」が「女性

であることを理由として女性に対して向けられる暴力、あるいは、女性

に対して過度に影響を及ぼす暴力を含む。それは、身体的、精神的又は

性的危害もしくは苦痛を加える行為、かかる行為の威嚇、強制、及び、

その他の自由の剥奪を含む。」と定義された。さらに重要なことは、同

勧告が、この条約が対象とする差別は政府によってなされる行為に限ら

ず、個人、団体又は企業による女性に対する差別が含まれることを強調
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しており、国家は権利の侵害を防止するために相当の注意をもって行動

し、又は、暴力行為を調査し、刑罰を課すことを怠った場合には、私人

による行為に対しても国家に責任があり、被害者に補償する義務がある

と明記し、ジェンダーに基づく暴力に関する責任の所在が国家にあるこ

とを示した。 

    また、同勧告は、強制結婚、持参金殺人、酸を使用した暴力、女性性

器の切除といった慣行やポルノグラフィー、女性の売買及び売春からの

搾取、武力紛争下での性的暴力などを、具体的に女性に対する暴力とし

て例示しており、ジェンダーに基づく暴力として、何が問題となってい

るのかを理解する上で参考となる文書である。 

  ク ウィーン宣言及び行動計画 

    「ウィーン宣言及び行動計画」は、1993 年 6 月 25 日にウィーンにお

いて開催された世界人権会議で採択された宣言及び行動計画である。 

    同宣言および行動計画では、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃

に関する条約の選択議定書の批准を各国に求め、女性に対する差別の根

絶を要求するだけでなく、公的及び私的な生活における女性に対する暴

力の撤廃、あらゆる形態のセクシャル・ハラスメント、女性の搾取及び

売買の根絶、女性の権利と女性にとって有害な伝統的又は因習的な慣行、

文化的偏見及び宗教的極端論との間で起こりうるあらゆる対立の根絶を

求めている。 

    また、同宣言および行動計画は、国連総会に対して女性に対する暴力

に関する宣言の起草を促すとともに、武力紛争の状況における女性の人

権侵害として、特に殺人、組織的レイプ、性的奴隷及び強制的妊娠を例

示し、実効的な対応の必要性を訴えている。 

    この「ウィーン宣言及び行動計画」の勧告に基づき、1993 年 12 月

20 日に第 48 回国連総会決議 48/141 により国連人権高等弁務官のポス

トが創設された。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%8B%E5%BD%A2%E6%85%8B%E3%81%AE%E5%B7%AE%E5%88%A5%E3%81%AE%E6%92%A4%E5%BB%83%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%8B%E5%BD%A2%E6%85%8B%E3%81%AE%E5%B7%AE%E5%88%A5%E3%81%AE%E6%92%A4%E5%BB%83%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84
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  ケ 女性に対する暴力の撤廃に関する宣言 

    「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」は、前述の「ウィーン宣言

及び行動計画」を受けて、1993 年 12 月、第 48 回国連総会において採

択された宣言である。 

    同宣言では、女性に対する暴力を、①家庭において発生する身体的、

性的および心理的暴力（殴打、世帯内での女児に対する性的虐待、持参

金に関連する暴力、夫婦間における強姦、女性の生殖器切断およびその

他の女性に有害な伝統的慣行、非夫婦間の暴力および搾取に関連する暴

力を含む）、②一般社会において発生する身体的、性的および心理的暴

力（職場、教育施設及びその他の場所における強姦、性的虐待、セクシ

ュアル・ハラスメントおよび脅迫、女性の売買および強制売春を含む）、

③国家によって行われるまたは許される身体的、性的及び心理的暴力の

３つに分類している。 

    また、女性への暴力に対するあらゆる法律上の罰則の制定、被害者救

済へのアクセスを与えること、国内行動計画の策定、予算措置、実態調

査とそれに基づく措置の開発、宣言実施のためのガイドラインの策定 70

などを、各国に暴力を撤廃させるための措置としてとるよう勧告してい

る。 

  コ 「北京宣言」及び「行動綱領」 

   「北京宣言」及び「行動綱領」は、1995 年 9 月に北京で開催された

第 4 回世界女性会議において、採択されたものである。 

    「北京宣言」では「女性の権利は人権である」ことが確認され、「女

性及び女児がすべての人権及び基本的自由を完全に享受する」ため、

「あらゆる形態の差別を撤廃するために必要なあらゆる措置」をとり、

「女性及び少女に対するあらゆる形態の暴力を阻止し、撤廃する」こと

が謳われている。 

    「行動綱領」では、「女性と貧困」「女性の教育と訓練」「女性と健

康」「女性に対する暴力」「女性と武力紛争」「女性と経済」「権力及

び意思決定における女性」「女性の地位向上のための制度的な仕組み」
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「女性の人権」「女性とメディア」「女性と環境」「女児」の 12 の重

要分野が設定され、戦略目標と取るべき具体的行動が提案された。 

    特に「女性に対する暴力」に関しては、「女性に対する暴力の撤廃に

関する宣言」と同様に女性に対する暴力を 3 つに分類するとともに、武

力紛争下における女性への人権侵害として、特に殺人、組織的レイプ、

性的奴隷化及び強制妊娠を具体的に指摘し、その他のものとして、強制

的な不妊化及び強制的な妊娠中絶、避妊薬の強制的使用、女の乳児殺し

及び胎児期の性選別を女性に対する暴力行為としている。こうした行為

に対しては、総合的な対策を取ること、女性に対する暴力の原因及び結

果並びに予防法の効果を研究すること及び女性の人身売買を根絶し、売

買及び人身売買による暴力の被害女性を支援することを戦略目標として

掲げている。 

    この「行動綱領」は、「女性の地位向上を促進するための機構の問題

に対処するにあたり、政府その他の行為者は決定がなされる前に、それ

が女性及び男性それぞれに与える影響の分析が行われるように、すべて

の政策及び計画の中心にジェンダーの視点を据える、積極的で目に見え

る政策を促進すべきである」として、「ジェンダー主流化（gender 

mainstreaming）xli」を初めて明記している。 

  サ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する選択議定書 

    「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する選択議定書」は、

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の締約国の管

轄下にある個人または集団が、国による条約違反によって被害を受けた

場合、女子差別撤廃委員会に対して通報できる個人通報制度を定めたも

のであり、1999 年 10 月 6 日、第 54 回国連総会において採択された。 

    女子差別撤廃委員会に通報するに際しては、利用できるすべての国内

的救済措置を尽くしていることが条件とされており、通報を受けた女子

xli 国連の経済社会理事会や EUなどの機関における定義を参考にすると、「ジ

ェンダー主流化（gender mainstreaming）」とは「あらゆる政策、施設、事業

等にジェンダー格差解消の視点を組み入れること」と整理できる。 
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差別撤廃委員会は、報告の受理可能性や、内容が差別撤廃条約に違反し

ているか否かを審査し、締約国に意見や勧告を行う。ただし、委員会の

意見および勧告には法的拘束力はない。 

    2013 年 5 月現在、104 カ国が本選択議定書を批准しているが、「司

法権の独立を含め、我が国の司法制度との関連で問題が生じるおそれが

ある」等の懸念があるため、日本はこの議定書を批准していない。 

  シ 国際刑事裁判所に関するローマ規程 

    「国際刑事裁判所に関するローマ規程」は、最も重大な犯罪の訴追・

処罰のための常設の国際刑事裁判所（ICC）xliiの設置及び ICC に対する

締約国の様々な協力義務等について規定した条約であり、1998 年に採

択され、2002 年 7 月 1 日に発効した。ローマ規程については、第 3 章

において、細部について記述するものとし、ここでは女性への人権侵害

に限定して記述する。 

    武力紛争下の性暴力は、女性に対する重大な人権侵害であるにもかか

わらず、明確に犯罪として裁かれてこなかった。ローマ規程では、強姦、

性的奴隷、強制売春、強制妊娠、強制断種及び重大なあらゆる形態の性

暴力は、人道に対する罪あるいは戦争犯罪として裁かれることが規定さ

れた。 

  ス 安保理決議第 1325 号 

    「安保理決議第 1325 号」は、2000 年 10 月 31 日に全会一致で可決

された「女性と平和・安全保障を関連づけた初の安保理決議」である。 

    この決議は、安保理決議として初めて、戦争が女性に及ぼす独特の、

不当に大きな影響を具体的に取り上げ、紛争の解決と予防、平和構築、

和平仲介、平和維持活動のあらゆる段階への女性の貢献を強調した。ま

た、この決議は、武力紛争の状態に置かれた女性と女児が直面する独特

の重大な問題に対する認識を高めただけでなく、このような女性に対し、

政府と国際社会に対策を求める正当な根拠を与えることにもなった 71。

xlii ICC: International Criminal Court 
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また、この決議によって、ジェンダーの観点が、紛争終結後のプロセス、

国連のプログラム策定、報告、安保理のミッション等に取り入れられる

ことになったことから、国連の平和維持活動において、女性の平和維持

要員は不可欠な存在となっただけでなく、活動のすべての側面で、ジェ

ンダー問題が優先課題とされるようになった。 

  セ 安保理決議第 1820 号 

    「安保理決議第 1820 号」は、2008 年 6 月 19 日に全会一致で可決さ

れた「紛争下の性的暴力を国際平和と安全の問題として認識した初の安

保理決議」である。決議は、武力紛争下におけるレイプその他の性暴力

が、戦争犯罪、人道に反する罪、あるいはジェノサイドを構成する行為

のひとつとなりうることを述べ、紛争指導者に民間人を保護することを

求めた。さらに、制度的性暴力を利用する戦争指導者や体制に対する制

裁措置をとることについても述べている。さらに、PKO に対し、職員

研修、平和活動へより多くの女性を派遣することや、PKO 隊員による

性的搾取に対するゼロ・トレランス・ポリシーを徹底することを求めて

いる 72。 

  ソ 安保理決議第 1888 号 

    「安保理決議第 1888 号」は、2009 年 9 月に採択された「リーダーシ

ップの発揮及び効果的な支援メカニズム構築を通じて安保理決議第

1820 号の履行を強化するための決議」である。この決議は、紛争下の

性的暴力への国連の対応を調整するための事務総長特別代表の任命、関

係する地域への専門家・アドバイザーチームの早急な派遣を国連事務総

長に対して要請している。さらに、和平交渉において性的暴力問題を取

り上げ、性的暴力問題に取り組むためのアプローチを強化することや、

紛争の傾向と加害者に関する監視及び報告制度の改善を要請している 73。

このように、性暴力防止のための具体的な手段の導入を国連事務総長に

促す内容となっている。 
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  タ 安保理決議第 1889 号 

    「安保理決議第 1889 号」は、2009 年 10 月全会一致で採択された、

「和平プロセス・平和構築への女性の参画の際の障害に対処するための

安保理決議」である。国連事務総長に対し、安保理決議第 1325 号の履

行を監視するための国際的な一連の指標を安保理に提出することを要請

している。また、紛争及び紛争後の状況における女性及び女児のニーズ

への国内的・国際的対応の強化を要請している 74。2009 年には当該課

題をテーマとする女性・平和・安全に関する公開討論が開催され、翌年

に決議第 1325 号採択 10 周年を迎えるにあたり、この間の進展を歓迎

し更なる取組の強化を呼びかけるものとして採択された決議である。 

  チ 安保理決議第 1960 号 

    「安保理決議第 1960 号」は、2010 年 12 月に採択された「安保理決

議第 1820 号及び第 1888 号の履行に関する報告義務システムを設置す

るための決議」である。 

    本決議は、国連事務総長に対して、紛争に関連した性的暴力の強い疑

いがある又は責任がある当事者を年次報告書の付属（ANNEX）に列挙

することを要請している 75。これは、紛争に関連した性的暴力の強い疑

いがある又は責任がある武装勢力等を名指しして圧力をかけ、国連の枠

組みのなかで、性暴力停止に協力させようとするものである。 

    また、その他にも、国連事務総長に対して、紛争下の性的暴力に特定

した監視・分析・報告メカニズムを構築することや平和維持活動におけ

る女性保護アドバイザーの任用を進めることなどを要請している。 

  ツ 安保理決議第 2106 号 

    「安保理決議第 2106 号」は、2013 年 6 月に採択された「紛争下の性

的暴力防止と対処に関する既存の安保理決議を強化するための安保理決

議」である。紛争下の性的暴力への対応のため、治安、司法の対応が必

要であることを確認するとともに、女性及び女児だけではなく、男性及

び男児も被害者となっている惨禍を認識している。また、性的暴力防止

に向け、一貫した厳格な捜査と訴追の必要性、予防・保護・平和構築の
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あらゆる段階における女性の参画の重要性を強調している。安保理決議

第 1888 号により設置された専門家・アドバイザーチームを各国の取組

に活かすよう促し、国連事務総長と関連の国際組織に対し、紛争下の性

的暴力に関する監視、分析及び報告をすることを要請している 76。 

  テ 安保理決議第 2122 号 

    「安保理決議第 2122 号」は、2013 年 10 月に採択された「女性・平

和・安全保障に関する諸施策の実施により体系的なアプローチを示した

安保理決議」である。紛争解決と平和構築における女性のリーダーシッ

プと積極的な参画に焦点をあて、国連事務総長に対し、ジェンダー専門

家の国連交渉団への配置、交渉者として幹部レベルの女性の指名を要請

している。また、国連事務総長及び国連事務総長特別代表に対し、女性

の参画について安保理への報告を要請している。さらに、2015 年のハ

イレベル・レビュー及びそれに向けた安保理決議 1325 号の実施に関す

るグローバル・スタディーについても言及している 77。 

 

   以上が女性を保護するための法的枠組みであるが、全体としてみると極

めて詳細な人権侵害に関する基準と、法的拘束力の有無にかかわらず厳格

な措置が規定されていることがわかる。特に、PKO 要員に対しては性的

搾取等に加担することが一切容認されないゼロ・トレランス・ポリシーが

徹底されることから、現地女性との関わりには十分に思慮ある行動が求め

られることを認識しておく必要がある。 

（３）女性への差別の撤廃 

   男女間の平等を実現するという視点で、国際平和協力活動を捉えた場合

に、直面しうる問題を事例問題としてあげて、問題解決のために関連する

規範と解答の一例を示したい。 

 

事例問題 1 

・国際平和協力活動において、通訳や宿営地内の作業員を現地雇用する際、

女性への差別の撤廃のために、どのような点に留意すべきであろうか。 
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  ア 労働における基本的な原則及び権利 

    ILO（国際労働機関）の定める「国際労働基準」は、189 の条約と

201 の勧告及び 5 つの議定書から構成されている（2011 年 6 月末現

在）。このうち、4 原則（「結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認」

「強制労働の禁止」「児童労働の実効的な廃止」「雇用及び職業におけ

る差別の排除」）にわたる 8 条約の内容が、最低限順守されるべき基準

（「中核的労働基準」と言われる）とされている 78。 

    この ILO 中核的労働基準は、1998 年の ILO 第 86 回総会で採択され

た「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」において規

定された。ILO 条約は加盟国内での批准の手続きを経てその国に対して

発効することになるが、この中核的労働基準は、批准していない場合で

も、「加盟国であるという事実そのものにより、誠意をもって、憲章に

従って、これらの条約の対象となっている基本的権利に関する原則を尊

重し、促進し、かつ実現する義務を負うこと」が求められる 79。 

  イ 雇用及び職業における差別の排除 

    雇用及び職業における差別の排除に関する条約として、同一報酬条約

（ILO100 号条約）及び差別待遇（雇用及び職業）条約（ILO111 号条

約）がある。前述したとおり、ILO100 号条約は、すべての労働者に対

する同一価値労働男女同一報酬原則（労働の対価として支払われる賃金

及びその他一切の報酬は、労働の価値が同じである以上は、男性と女性

の間で同じでなければならないという原則）の適用を求めたものであり、

ILO111 号条約は機会及び待遇の平等を具体的に育むことによって雇用

と職業のあらゆる側面に関わるすべての差別を撤廃することを求めたも

のである。 

    これに関連して、女子差別撤廃条約第 11 条には、「男女の平等を基

礎として確保されなければならない特定の権利の一部として、労働の権

利、同一の雇用機会に対する権利、職業・雇用を自由に選択する権利、

同一報酬に対する権利、社会保障に対する権利ならびに健康の保護に対

する権利」が規定されており、同権利を確保することを目的として、
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「雇用の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当

な措置をとる」ことを定めている。 

    したがって、雇用にあたっては、「同一価値労働男女同一報酬原則」

及び「機会及び待遇の平等」の実現のための措置を講ずる必要がある。 

  ウ 派遣先国の法律等との調和（事例問題の解答の一例） 

    雇用に際して「同一価値労働男女同一報酬原則」及び「機会及び待遇

の平等」の実現のための措置を採らなければならないことは理解できる

と思うが、実際には、多くの国では仕事への女性のアクセスや、女性が

就ける仕事の種類に制限が設けられている。アフリカでは、家の外で働

くことについて、女性は父親か夫から許可をもらうことが法律で決まっ

ている国が多く、女性が自分の銀行口座を開設・利用することができな

い国もある。このような女性の就業に何らかの制限を課している国では、

女性の労働参加率が 45％と概ね低くなっている（制限のない国の参加

率は 60％である）80。 

    これらの女性に対する就業制限が生じる要因は、文化的な側面も多分

にあると考えられるものの、女性の労働時間や修業可能な産業を限定す

ることによって、出産を見越した母体の保護や、育児のための保護措置

措置として導入されている場合も多い。特に、危険な仕事に従事するこ

とで、将来出産する可能性のある女性の健康に悪影響を及ぼすことを回

避するための配慮と見なされる場合も考えられる。 

    こうした文化において、雇用する場合には、「同一価値労働男女同一

報酬原則」及び「機会及び待遇の平等」の実現のための措置を単純に優

先することが、現地のジェンダー格差是正を促進することに繋がるとは

限らない。特に、上記のような女性の就労制限が国内法及びその他の慣

習により定められている場合、雇用した女性を困難な状況においてしま

うのみならず、受入国との関係悪化にも繋がりかねない（地位協定等に

よって派遣国と特別な取り決めがなされていない限り、派遣先国の法律

が優先される）。 
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    したがって、女性の雇用の平等実現を図るには、現地の国内法・慣習

等を十分に配慮する必要があり、活動地域の有力者等の助言を得るとも

に、ジェンダー主流化（あらゆる政策、施設、事業等にジェンダー格差

解消の視点を組み入れること）という観点から、現地の女性の意見を吸

い上げるなど、十分な考慮の上、可能な措置が何かを決定しなければな

らない。 

  エ 国際平和協力活動における雇用の実例（参考） 

    男女間の平等を実現するという視点から、雇用の問題について言及し

たが、雇用における男女間の格差という問題は、雇用における問題の一

部に過ぎない。また、国際平和協力活動を行う地域においては、貧困の

問題を抱えている地域も多く、雇用は生活水準を向上させることから、

雇用条件や雇用の枠の獲得をめぐって、住民間や住民と派遣部隊間での

摩擦を生じさせることもあり、女性以外のさまざまな要素に対しても配

慮しなければならない。そこで、女性の権利の保障という主題からやや

離れるが、雇用に際して参考となる国際平和協力活動における雇用の実

例について紹介する。 

    陸上自衛隊のイラク人道復興支援活動の際には、通訳、エンジニア等

の現地スタッフは個人契約により雇用していたが、技能等の採用条件を

満たした「シティ」と、日本隊の宿営地周辺で生活する部族のための

「ローカル」という２つの系統の採用枠を設け、「ローカル」について

は、採用条件は示すものの、各部族の長と調整し、現地に不平等感をも

たらさないように配慮している 81。 

    また、「シティ」「ローカル」の両採用枠にかかわらず、通訳などの

専門技能が必要な労働については、その能力に応じて、処遇を変えたり、

雇用を延長したりするなど、インセンティブをもたらすような雇用の仕

方も行っている。 

    それ以外にも、自衛隊と現地関係者との癒着及び癒着の疑いを防止す

るため、現地スタッフの勤務期間は数ヶ月とし、いくつかの役職をロー

テーションさせるなどの措置をとったり、現地テレビ用コマーシャル映
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像などで情報発信する際に、現地スタッフの顔など個人が特定できる写

真や映像を使用しないなどし、外国の軍隊が駐屯していることに反感を

持つ現地住民から雇用したスタッフに矛先が向かないよう安全面の配慮

も行っていた 82。 

    また、東ティモールでは、現地にメディアが取材に入ったときに、メ

ディアが現地の各国の部隊よりも遥かに高い給与条件を提示したために、

住民からの応募が殺到、部隊での雇用条件を見直さなければならないな

どの問題が発生している。 

    このように、雇用にあたっては、①現地の住民に不公平感を与えない

こと、②自国部隊の雇用条件が他の組織へ与える影響という視点から、

現地の条件を分析することも重要である。 

 
  ア 女性差別の撤廃のために取るべき適切な措置 

    女子差別撤廃条約第 6 条には「あらゆる形態の女性の売買及び女性の

売春からの搾取を禁止」することが規定されている。 

  イ 国連の性的搾取及び虐待に対する措置 

    国連は事務総長告示（ST/SGB/2003/13）において性的搾取及び虐待

（SEA）xliiiを禁止している。 

    事務総長告示によると、「性的搾取」とは、「搾取から金銭的、社会

的、政治的利益を得ることを含め、他者の脆弱性、力の格差又は信頼を

利用した性的目的をもつ虐待又は虐待未遂」をいい、「性的虐待」とは、

「暴力によって又は不公平若しくは強制的な状況における実際の性的関

係又は性的関係の強制」をいう。 

xliii Sexual exploitation and abuse 

事例問題 2 

・PKO 派遣前教育中、「派遣先の国において、買春が合法的に認められて

おり、それが主たる収入源となっている場合にも、買春が認められない理

由はなぜですか。」と質問を受けたが、どのように回答すべきか。 
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    この「性的搾取及び虐待」は、国連要員の重大な違反行為に該当する

行為で在り、いかなる理由があろうとも、買春行為が認められることは

ない。 

    国連はこの「性的搾取及び虐待」の基準を以下のとおり示している。 

   ①児童（18歳未満の者）との性的行為を禁止する。 

   ②金銭、仕事、物品、支援又はサービスと引き換えに持つ売春などとの

性的関係を禁止する。 

   ③児童又は成人を使用して他者に性的サービスを斡旋することを禁止す

る。 

   ④支援の受益者 xlivとの性的関係は、ミッションの大きな妨げとなる。 

    国連は SEA に対して、ゼロ・トレランス・ポリシー（情状酌量せず

に厳格に対処）を採用している。 

  ウ 国連要員の重大な違反行為（事例問題の解答の一例） 

    前述のとおり、買春は、「金銭、仕事、物品、支援又はサービスと引

き換えに持つ売春などとの性的関係」に該当することから、国連の示す

「性的搾取及び虐待」の基準を満たす。したがって、買春は、国連要員

の重大な違反行為に該当することから、派遣された国で買春行為が合法

であっても、買春行為は許されず、処分の対象となる。また、休養中で

あっても、買春行為は、女性にとっては、派遣部隊の隊員との関係に関

わる問題であることに変わりはなく、休養中であることを理由として、

情状酌量されることはない。 

    したがって、買春は、たとえ派遣先の国で合法と認められていても、

国連の行動規範によって禁じられているということを認識しておく必要

がある。 

    この行動規範に違反した場合の処分については、第 4 章において、説

明する。 

xliv 受益者とは、「難民、国内避難民及び平和維持の性格上・受入国の現地住

民など、支援を直接受けている人々」をいう。 
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コラム 雇用における宗教の問題 

 

○雇用において宗教の影響を受ける場合とは？ 

 雇用においてはさまざまな要素に対して配慮しなければならないと述べ、参

考となる事例を紹介したが、労働環境の整備という側面に影響してくる重要な

要素として、宗教の問題がある。ここでは、イラク人道復興支援活動における

例を取り上げてみる。 

 陸上自衛隊がイラク人道復興支援活動において直面した雇用に関する課題は、

雇用したイスラム教を信仰する現地スタッフがラマダン xlv期間に入った場合、

現地スタッフの勤務に関してどのように対応するかであった。 

 まず、派遣された隊員に対しては、断食をしている現地の人々が見ていると

ころでは、飲食・喫煙をしないことや現地スタッフの労働効率が落ちることに

対して寛大な態度をとることが求められた。 

 そして、現地スタッフの管理という点では、以下のような配慮がなされてい

る。 

 ・断食による体力の消耗を考慮し、日勤のスタッフの勤務時間を短縮（15時

前後の帰宅を容認するなど） 

 ・イード・アル＝フィトル xlviにおける有給休暇の付与 

xlv イスラム教徒が日の出から日没の間に断食（サウム）をする聖月。ヒジュ

ラ暦の第 9 月。一般的には、宗教指導者が月の満ち欠けを観察し、新月を確

認した翌日（確認した日没時）からラマダンを開始することを宣言して始ま

る。 
  イスラム関連情報サイト「IslamiCity」（URL: www.islamicity.com）に

アクセスすると、ラマダン（あくまでも予定である）とサラート（礼拝）の

時間を確認することができる。 
  ラマダン期間中は完全に絶食するわけではなく、日没から日の出までの間

に一日分の食事を摂ることになる。 
xlvi ラマダンの終了を祝うイスラム教の祝日。ヒジュラ歴の第 10 月の初めに
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 ・イード・アル＝フィトルの間に勤務するスタッフへの一時金支給 

 ・ラマダン及びイード・アル＝フィトルの間の物価上昇に対応するため、給

与の支払要領の変更（月 1回から月 2回へ変更） 

 これらの対応策は、他国軍から広く意見を聴取するとともに、自衛隊の部隊

の任務を行う上で、雇用する現地スタッフに求めるこれだけは譲ることができ

ないという勤務内容を念頭に置きながら、現地スタッフの意見を聴取し、スタ

ッフに宗教上の問題を確認しながら、双方が納得できる打開策として採られた

ものである。 

 それぞれの国によって、宗教、文化、慣習等が異なることから、このイラク

の事例が他国においてもそのまま適用できるわけではないが、国際平和協力活

動を行う際には、多様性の尊重という視点をもつことも必要である。 

 

 

行われる。アラビア語でイードは祝宴、フィトルは断食の終わりを意味する。 
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（４）女性に対する暴力への対処 
   国際平和協力活動を行う場所は、治安が不安定な地域が多く、女性に対

する暴力が大きな問題となっている場合も多い。犯罪行為そのものへの対

処は、次の第 3 章で述べるので、ここでは省略し、女性に対する暴力への

対処方法として、QIPsxlviiの事例問題を取り上げる。 

 

xlvii QIPs: Quick Impact Projects 

事例問題 3 
 貴官は文民の保護を行う PKO の軍司令部の G-9（CIMIC 幕僚）であ

る。 
セクターA（PKO の活動地域を A、B、C、D のセクターに分けて、それぞ

れのセクターに担当部隊を割当て、活動を行っている）においては、性的

搾取に関して、PKO 部隊の活動がほとんど効果をあげていないことに対し

て、受入国国民の批判が増大している。このため、治安情勢は悪化をたど

っており、PKO が早急に何らかの対応をとらなければ、住民の信頼を失う

危険性がある。軍事部門の活動により安全性を向上させることに加え、文

民の保護を促進することを目的として行われている「Winning Hearts And 
Minds（人心掌握）プロジェクト」によって、地元住民の信頼と信用を維

持するための取組みを迅速かつ効果的に支援しなければならない。こうし

た状況の中、セクターＡを担当するセクター司令部の G-9（CIMIC 幕僚）

は、他の機関等（NGO、UNDP、UNHCR、地方公共団体）と協力して、

15 個の QIPs の提案を作成し、そのうちの 5 つを選択して、早急に取りか

かりたい旨を、軍司令部の G-9 である貴官に申し出てきた。 
 貴官は、何を考慮事項として、５つを選択するか。 
 なお、提案された QIPs は次のとおりである。 
①貯水池へのジェネレーターとポンプの接続 －S 市 $25,000 
②差別のない託児所の設置 －T 市 $17,500 
③警察施設の復旧 －T 市 $7,500 
④若い女性（500 名）を対象とした職業訓練 －S､T､U 市 $25,000 
⑤学校施設の修理・復旧 －U 市 $15,000 
⑥水を運ぶトラックの購入 －S 市 $20,000 
⑦診療所のための備品の購入 －S 市 $23,500 
⑧ジェネレーターの購入 －T 市 $12,000 
⑨家庭への電気の接続 －U 市 $25,000 
⑩コミュニティーセンターの設置 －T 市 $27,000 
⑪公園にある平屋の建物の修理 －T 市 $10,000 
⑫浄水場の設置 －U 市 $24,000 
⑬ジェネレーターとポンプの導入 －S 市 $18,000 
⑭自動車整備訓練（各村 15 名） $25,000 
⑮学校が必要とする教育用備品の提供 －T 市 $3,000 
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   本事例は、米海軍大学院隷下の民軍関係センター（CCMRxlviii）が提供

している国連幕僚課程（UNSOCxlix）の演習で使われているものを簡潔に

したものである。 

   この事例をとりあげたのは、国際平和維持活動において行われる QIPs

に関連する規則等を知るとともに、女性への暴力の防止への有用性を理解

することを目的としている。 

   まずは、QIPs の説明に入る前に、事例問題にある「軍司令部の G-9

（CIMIC 幕僚）」と「セクター司令部の G-9（CIMIC 幕僚）」の関係に

ついて、理解するために、PKO の軍司令部の構造について言及する。 

  ア 国連軍司令部の基本構造 

    国連軍司令部の基本構造は次のとおりである。 

図２－４ 国連軍司令部の基本構造 

 

出典：UNSOC （Center for Civil-Military Relations）講義資料を基に筆者作成 

    この構造はミッションによって異なる。 

xlviii CCMR: Center for Civil-Military Relations 
xlix UNSOC: United Nations Staff Officers’ Course 

国連軍司令部

セクター司令部

G9 UN-CIMIC

※セクター司令部も国連軍司令部と
ほぼ同様の構造である。ここでは
設問との関係でG9だけ表記する。

調整
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  （ア）人事幕僚（G1 PERSONNEL STAFF） 

     人事に関わる全問題の軍レベルでの指導及び調整等を担当する。ま

た、会計、宗教、福利厚生及び来訪者対応なども担当する。 

  （イ）情報幕僚（G2 MILITARY INFORMATION STAFF） 

     政治、地形、気象、脅威などのミッションに影響を与える要素を含

め、作戦環境の継続的な分析を担当する。 

     情報幕僚（G2）は、作戦幕僚（G3）に組み込まれていることもあ

る。 

  （ウ）作戦幕僚（G3 OPERATIONS STAFF） 

     軍事部門の組織・編成、平和維持活動の総合調整及び軍事部門の任

務に関する監視、評価及び見積りを行う。 

  （エ）兵站幕僚（G4 LOGISTICS STAFF） 

     軍事部門の平和維持活動を計画・実行するため、軍事部門が必要と

する支援を提供する。 

  （オ）作戦計画幕僚（G5 PLANS STAFF） 

     将来作戦に関わる構想の作成を担当する。 

  （カ）通信幕僚（G6 COMMUNICATIONS STAFF） 

     派遣部隊の指揮及び統制、ネットワークの管理及び情報保全等、部

隊の通信に関わるすべての問題を担当する。 

  （キ）訓練幕僚（TRAINING CELL STAFF） 

     軍事部門における訓練計画を作成し、訓練を実施するために統合ミ

ッション訓練センターと調整を行う。 

     訓練幕僚（TRAINING CELL STAFF）は、作戦幕僚（G3）の一部

として組み込まれていることが多く、教訓等の収集・普及も担当して

いる。 

  （ク）広報幕僚（PUBLIC INFORMATION STAFF） 

     受入国のメディア等を利用して、国連のメッセージを普及させるた

めの広報活動を実施し、国連と民衆をつなぐ重要な役割を担当する。 
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     広報幕僚は、ミッション司令部の広報部署の一部であることもある。 

  （ケ）CIMIC 幕僚（G9 UN-CIMIC STAFF）  

     ミッションの文民部門や他機関が活動できる環境を作り出すととも

に、受入国政府が和平プロセスを推進できる環境整備のための施策立

案及び調整を行う。 

  イ Quick Impact Projects（QIPs） 

    Quick Impact Projects とは、小規模で、実行可能であり、かつ即効

性のある住民に裨益するプロジェクトのことをいう。このプロジェクト

は、ミッション、マンデート及び平和プロセスの信頼性を確立するため

に国連の平和維持活動においても、行われるもので、効果的に任務が実

行できる環境の創造を企図するものである。 

    このプロジェクトを考案し、選択するための基準は次のとおりであ

る l。 

   ①住民からの信頼性が得られていない場所において、任務を実行するこ

とにより、治安情勢や生活水準の向上を示すことによって、住民間にミ

ッションで課せられた任務を受け入れやすくする、または、ミッション

の信頼性向上に貢献するものであること。 

   ②平和プロセスにおいて信頼醸成を促すものであること、または、平和

プロセスの支援形成のために貢献するものであること、これには、住民

に、早期に安定化の配当を示す行為も含まれている。 

   ③住民が早急に必要とするものを提供することを通じて、ミッションに

対する支援を生み出し、任務遂行のための環境改善に貢献するものであ

ること 

    その他の条件として、最大でも６ヶ月間で完了するプロジェクトであ

ること、１つのプロジェクトの予算の上限は通常、25,000 ドルであると

されている 83。 

l 国連 PKO 局／フィールド支援局政策文書（United nations Department of 
Peacekeeping Operations / Department of Field Support Ref. 2012.21 
‘Quick Impact Projects(QIPs)’）による。 
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  ウ QIPs の選定（事例問題の解答の一例） 

  （ア）目的との整合性 

     本事例においては、文民の保護、特に性的搾取が問題となっており、

これを改善することが目的となる。 

     治安の不安定な地域において、女性が人権侵害の対象となるのは、

こうした地域においては、男性は兵士としてかり出されて不在となっ

ている、もしくは、紛争等にまきこまれ、死亡しているなどの理由か

ら、女性が家庭の主たる働き手となっていることが多い。必然的に、

水くみや市場での物品の売買は女性の仕事となり、こうした仕事に従

事する際、単独での行動になることもあり、そうした機会が狙われる

ことになる。したがって、水を汲むためのポンプや浄水装置などの導

入は、女性がリスクに直面する機会を減らすことになり、結果として、

女性の保護につながる。したがって、こうした観点からプロジェクト

を選択する必要がある。 

     本問では、「①貯水池へのジェネレーターとポンプの接続」「⑥水

を運ぶトラックの購入」「⑧ジェネレーターの購入」「⑫浄水場の設

置」「⑬ジェネレーターとポンプの導入」は、女性が河川等に水を汲

みにいくという機会を軽減させることによって、性的搾取の対象とな

る機会を減らそうとするものであり、選定の有力候補となる。 

  （イ）プロジェクトの効果、期間及び予算の制限 

     QIPs は、即効性のあるプロジェクトであることが前提条件である。

例えば、訓練内容にもよるので一概にはいえないが、職業訓練などは、

長期的には効果的であると考えられるが、短期的に効果を挙げるとい

う点では効果は低いとも考えられる。また、プロジェクトによる受益

者が少ない場合、期待される効果は低いものとなると考えられる。 

     本問では「④若い女性（500 名）を対象とした職業訓練」は、短期

的に効果を挙げられるものではないこと、受益者が女性 500 名に限ら

れることから、検討対象として適切ではないと考えられる。また、⑭

 



98 
 

「自動車整備訓練（各村 15 名）」も、短期的な効果、受益者数を理

由に検討対象としては適切ではない。 

     プロジェクト完了が 6 ヶ月を超えるものや予算の上限を超えるもの

は、最初から除外しなければならない。⑩コミュニティーセンターの

設置は 27,000 ドルであり、予算の上限 25,000 ドルを超えることから、

選択すべきプロジェクトから除外されることになる。 

  （ウ）他の部門、機関等との役割分担 

     プロジェクトの中には、必ずしも軍事部門が行わなくても、警察部

門や文民部門、その他の機関等が行ったほうがよいものもあり、そう

した要素から、選別していく必要もある。こうした選別を行うために

は、PKO の各部門や国連カントリーチーム、NGO との協議を行う必

要がある。 

     本問では、特に「③警察施設の復旧」は、警察部門に、「②差別の

ない託児所の設置」「⑤学校施設の修理・復旧」「⑮学校が必要とす

る教育用備品の提供」等は、UNDP や NGO に任せた方が効果的なこ

とも考えられるため、PKO の各部門や NGO、UNDP、UNHCR 等

との調整を経て、選定する必要がある。 

  （エ）地域間の平等性の確保 

     本事例においては、3 つの都市でのプロジェクトが計画されている

が、ある特定の地域だけにプロジェクトが集中すると、そのことが利

益を享受できなかった住民の不平・不満を高め、あらたな問題の発生

原因となりうる。 

     したがって、地域別にバランスのとれたプロジェクトの選定が必要

である。 

     本問では、住民の人口やプロジェクトの規模などを考慮して、Ｓ市、

Ｔ市、Ｕ市の３つになるべく平等に配分する等の配慮が必要である。

83 UNSOC (Center for Civil-Military Relations)講義資料 
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コラム UN-CIMIC 

 

○UN-CIMIC とは？ 

 事例問題に出てきた CIMIC 幕僚は、PKO における UN-CIMIC を担当する

幕僚である。UN-CIMIC と呼称されているのは、この UN-CIMIC は NATO

における CIMIC とは目的が異なるためである。この UN-CIMIC を理解する

ために、ここでは類似の概念について説明する。 

○民軍作戦（CMO）・民軍協力（CIMIC）とは？ 

 米軍が行ってきた民軍作戦（CMO）li、北大西洋条約機構（NATO）が用い

ている民軍協力（CIMIC）liiは、軍事作戦における任務を前提として、その任

務を支援するために、現地住民、行政、国際機関、国家機関、非政府組織

（NGO）等の文民組織との間で「連携」及び「協力」することを主眼とした

ものである。CMO 及び CIMIC は、軍事組織の主たる任務の円滑な実施を支

援するための補助的な活動であり、即効性が要求されるものである 84。 

○民軍調整（UN-CIMIC）とは？ 

 PKO が行う民軍調整（UN-CIMIC）とは、国連の統合ミッションにおける

軍事部門幕僚の機能であり、ミッション全体の作戦目標支援のため、軍と文民

アクターの連携を促進するものである。民軍調整は、文民アクター、特に現地

政府が和平プロセスを推進できる環境を創出することを目的としている。米軍

の CMO や NATO 軍の CIMIC が「軍事活動を円滑にする」ための人心掌握

（winning hearts and minds）を行っているのに対して、民軍調整（UN-

CIMIC）は現地人の能力や自信を改善するための国連ミッションの文民部門の

努力を強調したものである。したがって、NATO 型 CIMIC が有する「軍への

li CMO: Civil Military Operation 
lii CIMIC: Civil Military Cooperation 
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支援」機能はない 85。 

○民生協力活動とは？ 

 自衛隊が行う民生協力活動とは、国際平和協力活動等を円滑に実施するため

に行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確

保するための業務をいう。 

 民生協力活動の具体例としてはイラク復興支援における自衛隊の活動が挙げ

られる。 

 イラク復興支援における自衛隊の主たる任務は、医療、給水、公共施設の復

旧・整備などを通じた人道復興支援そのものであり、対外調整係が任務とする

「交渉」は、これらの主たる任務を円滑に実施するために、中・長期的視点か

ら現地の復興支援全体を見据えた「交渉」であり、現地の将来の絵姿までを具

体的に描いた活動であったとされている。 

 こういった点から、イラク復興支援における民生協力活動は、米軍の CMO

や NATO 軍の CIMIC が目的とする「軍事活動を円滑にすること」ではなく、

現地人の能力や自信を改善するための国連ミッションの文民部門の努力を強調

した UN-CIMIC に近い活動であったといえる 86。

84 榮村佳之「イラク復興支援における民生協力活動の実践と教訓」『国際安

全保障』第 38 巻第 4 号、40 頁 
85 同上、40～41 頁 
86 同上、40～41 頁 
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（５）PKO における人権侵害への基本的対処方法 

 
   国連で作成している CPTM（Core Pre-Deployment Training 

Materials）liiiによると、平和維持要員が人権侵害を目撃した場合の対処

方法は次のとおりとされている 87。 

  ①最低限でも、事実を記録し、ミッションにおいて定められた手順に基づ

いた報告を準備する。指揮命令系統又は管理態勢を通じて速やかに人権

担当の部署へ報告する。 

  ②情報収集又は人権侵害について報告するときには、被害者又は目撃者の

身元に関する情報の収集を行うが、この情報を慎重に扱い、被害者や目

撃者を危険にさらさないように、情報源は必要以上に公表しない。 

  ③そして、人権担当の部署と上記問題について常時情報交換しておく。 

  ④もし、現地の通訳とともに行動するならば、彼らの誠実さ、プロフィー

ルや基本的なスキルについて、十分に把握しておく（これは人権特有の

ものではない）。 

  ⑤被害者や目撃者に誤った期待を持たせてはならない。率直に、自分の与

えられた任務とその限界について説明する。 

  ⑥もし、状況とマンデートが許すなら、虐待を止めるための適当な介入を

決める。介入の方法については、軍事・警察・文民部門の役割やミッシ

ョンのマンデートによって決まる。あらゆる場合において、重要なのは

ミッションの人権担当の部署と行動を調整することである。 

    状況およびマンデートによっては、侵害行為を停止するための適切な

介入を決定する。その際、どの様な介入（を行う）かは、ミッションの

構成やマンデートにより異なる。軍事要員は、文民の生命を守るための

liii  CPTM: Core Pre-Deployment Training Materials 
  平和維持要員（軍人、警察及び文民）が国連平和維持活動において効果的

に活動するために必要な基礎的知識を付与するための教育で使用される教材 

事例問題 4 

・人権侵害の状況に直面した場合の基本的な対処方法は何か。 
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直接的軍事行動を行いうるし、国連警察は警察当局を介して対処するこ

ともある。 

    いかなる場合であってお、重要なことはミッションにおいて人権を担

当する部署（構成員）と協調した行動をとることである。人権擁護活動

は極めて複雑であり、十分な考慮・検討を経ない行動によって『侵害の

被害者を救援する』どころか、害してしまうような結果とならないよう、

最大限の注意を払わなければならない。 

  ⑦状況をフォローし続ける。例えば、パトロールや監視を繰り返す。 

  ⑧人権担当部署や他の関連部署に介入や支援を必要とする人権問題の情報

を常時提供する。

87 United Nations CPTM Unit3, p38 
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３ 児童の権利の保障 

（１）児童が抱える問題 

 
  ア 児童の権利の保障の必要性 

図２－５ 児童の抱える問題の概要 

 

           出典：筆者作成 

    児童とは、「18 歳未満のすべての者」をいう（児童の権利条約 1 条

本文）。児童について条約等による保護が必要とされるのは、児童が精

神的・身体的に未成熟であり、社会的弱者の立場にあるからである。な

ぜなら、児童は、その生活を完全に大人に依存し、肉体的、精神的にあ

らゆる種類の影響を受けやすいことから、容易に操られてしまうからで

ある 88。また、精神的・身体的未成熟な特徴に加え、地球の人口のおよ

そ 50％を占めており、極めて困難な条件下で生活している児童が、世

界中に存在していることから、こうした児童の権利を保障する必要があ

る。 

児童の特徴：
精神的・身体的未成熟

極めて困難な条件下での生活

児童労働（性的搾取、子ども兵士等）

設問 

・国際法上保護される「児童」とは、どういう条件を満たした者をいう

か。 

・国際平和協力活動を行う地域において、なぜ児童の権利を保障しなけれ

ばならないのか。 

・国際社会における主な児童の問題は何か。 
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  イ 児童労働 

    特に、貧困を主因として問題となっているのが、児童労働である。世

帯所得の 4 分の 1 程度を子どもたちが稼いでいるような貧しい家庭では、

収入の多くが食料に充てられており、働く子どもたちの収入が家族の生

存にとって非常に重要な位置づけを占める。そして、多くの国では基礎

教育が有料で、また教育サービスの普及程度も不十分なため、すべての

児童が学校に通える状況ではないことも多い。こうした背景から両親が

教育に価値を見出さない場合には、その家の子どもたちは学校に行かず

に働かされることになる。また、使用者は、児童への労働対価が大人に

比べて安く、また抵抗をしないで命令に従順に従うことから、児童を雇

うことを好む傾向にある 89。現在、ILO の統計によると、約 2 億 4600

万人の児童（5－17 歳）（世界中の児童の 6 人に 1 人）が児童労働に従

事しているといわれている 90。 

表３－１ 児童労働の実態 

労働の形態 内訳 人数 

児童労働をしている児童 
全体 2 億 4600 万人 

15 歳未満 1 億 8600 万人 

危険で有害な労働をしている児童 
全体 1 億 7100 万人 

15 歳未満 1 億 1100 万人 

無条件に最悪の労働をしている児童 

全体 840 万人 

強制労働・債務労働 570 万人 

強制的な子ども兵 30 万人 

買春・ポルノ 180 万人 

不正な活動 60 万人 

  出典：ILO 駐日事務所 HP の資料を基に筆者作成 

  ウ 性的搾取 

    児童労働の中でも、最悪の形態の児童労働として見なされて、大きな

問題となっているのが、児童買春、児童ポルノである。ILO の 2000 年
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の児童労働世界統計は、世界中で買春やポルノグラフィで搾取される児

童数を 180 万人と推測している。ほとんどの国で 80～90％の被害者は

女子だが、男子が多数を占める場所もある 91。 

  エ 児童兵士 

    他の最悪の形態の児童労働のひとつとして、児童兵士がある。世界中

の 36 の武力紛争で、30 万人にものぼる 18 歳未満の児童が労働目的で

使用されている。これには、正規・非正規の武力軍やその他の武装集団

とかかわり、戦闘員やコック、ポーター、伝達役などとして働かされる

児童を含んでいる。また、小型で軽量な武器が大量に紛争地域に流れ込

むことによって、多くの児童が兵士として使用されるようになった。ア

メリカ大陸やヨーロッパ、中東でも児童は労働力として使われているが、

アフリカとアジアではもっとも深刻な問題となっている 92。 

写真２－１ 

 
          ⒸUNICEF/kent Page 提供：（公財）日本ユニセフ協会 

          リベリア和解・民主連合（LURD）の反政府軍、 

          リベリア民主運動の反政府軍として戦う児童兵士。 

          その大部分が戦争中の軍隊から無理やり兵士として 

          招集されている 
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（２）児童の権利を保障するための枠組み 

 

図２－６ 平和構築の過程における児童の権利を保障するための枠組み 

 

    ：条約 

出典：筆者作成 

   女性の権利の保障に関連する条約と比較して、児童の権利の保障に関す

る条約は非常に多い。これは児童が精神的・身体的に未熟であり、児童を

保護する必要性について、国際的に合意を得られやすいことが理由である

と考えられる。 

  ア 就業が認められるための最低年齢に関する条約（ILO138 号条約） 

    「ILO138 号条約」は、1973 年 6 月 26 日国連総会で採択された、

ILO が 1919 年以降に採択された業種別、最低年齢条約を、改正・統合

就業が認められるための最低年齢に関する条約（ILO138号条約）（1973年）

児童の売買、児童買春および
児童ポルノに関する児童の

権利条約の選択議定書（2000年）

武力紛争への児童の関与
に関する児童の権利条約の

選択議定書（2000年）

国際刑事裁判所に関するローマ規程（1998年）

ジュネーヴ条約追加議定書（1977年）

ケープタウン原則（1997年）

安保理決議1612（2005年）

パリ原則（2009年）

児童労働（性的搾取、児童兵士）

武力紛争の被害からの児童の保護性的搾取からの保護

児童労働からの保護

安保理決議1882（2009年）

安保理決議1998（2011年）

児童の権利に関する条約（1989年）

最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約（ILO182号条約）（1999年）

設問 

・児童の権利を保障するための枠組みはどうなっているのか。 
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した、最低就業年齢に関する条約である。 

    本条約は、児童労働の廃止と若年労働者の労働条件向上を目的に、就

業の最低年齢を義務教育修了年齢と定め、いかなる場合も 15 歳を下回

ってはならないことを規定している。ただし、開発途上国の場合は、当

面 14 歳とすることも認められている。 

    若年者の健康、安全、道徳を損なうおそれのある就業については、最

低年齢は 18 歳以上に引き上げられ、軽易労働については、一定の条件

の下に、13 歳以上 15 歳未満の者の就業を認めることができる（途上国

の場合には 12 歳以上 14 歳未満）93。 

  イ ジューネーヴ条約追加議定書 

    「ジュネーヴ条約追加議定書」は、武力紛争の形態が多様化・複雑化

したことを踏まえ、文民の保護、戦闘の手段及び方法の規制等の点で、

ジュネーヴ諸条約を始めとする従来の武力紛争に適用される国際人道法

を発展・拡充したものであり、1977 年に採択された。 

    本議定書によって、国家及び国内の武装勢力による児童兵士の徴募や

戦闘参加の年齢制限が定められ、15 歳未満の児童兵士の徴募・利用は

原則として禁止された。 

  ウ 児童の権利に関する条約 liv 

    「児童の権利に関する条約」は、1989 年 11 月 20 日に国連総会で採

択された児童の人権の尊重・保護の観点から必要となる締約国の義務を

規定した条約である。 

    本条約は、18 歳未満のすべての者を「児童」と定義し、締約国は、

条約で保障された権利をいかなる種類の差別もなしに尊重・確保しなけ

ればならない旨を規定した。また、児童の最善の利益が第一次的に考慮

liv 条約の名称に含まれる child という語を「児童」と翻訳するか「子ども」と

翻訳するか国会審議で問題となった当時の政府・与党は、従来の条約の訳例

及び法令用語との整合から「児童」を用いるべきと主張し、「児童」という

名称を条約では用いている。ただし、広報にあたって、分かりやすくするた

めに「子ども」も用いることが合意され、国会により承認された。 

 

                                            

http://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%8820%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E7%B7%8F%E4%BC%9A
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されなければならないという指導的原則が条約全体を貫いている。 

    本条約にはすべての国連加盟国が署名しているが、批准手続きをとっ

ていない国は、米国とソマリアのみとなっている。したがって、この２

ヵ国を除く全ての締約国は、本条約の履行が国際法上義務づけられてい

る。 

  エ ケープタウン原則 

    「ケープタウン原則」は、1997 年、ユニセフが、南アフリカのケー

プタウンで開催された国際シンポジウムで、児童の権利条約関連の

NGO と共同で、武力紛争における児童の権利保護に関する国際的基準

をまとめたものである 94。 この原則では、敵対行為の参加だけでなく、

軍隊及び武装集団によるすべての形態の徴兵において、最低年齢を 18

歳に引き上げるための提案が行われた。 

  オ 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条

約（ILO182 号条約） 

    「ILO182 号条約」は、1999 年 6 月の総会において、ILO が ILO 条

約を補完するものとして採択した「最悪の形態の児童労働の禁止及び廃

絶のための即時行動に関する条約」である。本条約では、「最悪の形態

の児童労働」として、①あらゆる形態の奴隷制度またはそれに類似した

慣習、②売買春または児童ポルノ等における児童の使用等、③不法な活

動（とくに麻薬の製造・取引）における児童の使用等、④業務の性質ま

たはそれが行われる状況により、児童の健康、安全または道徳を損なう

おそれがある業務」の 4 つを挙げており、批准国は刑罰を含み、条約の

効果的な実施を確保するための措置を講じることが求められる。 

  カ 国際刑事裁判所に関するローマ規程 

    「国際刑事裁判所に関するローマ規程」は、国際的武力紛争において、

15 歳未満の児童を軍隊や武装団体に徴募もしくは入隊させることまた

は敵対行為に直接参加させることは、戦争犯罪になるとし（8 条 2 項ｂ

xxvi）、さらに国際的でない武力紛争の場合でも、同様のことが禁止さ

れると規定している（8 条 2 項 e vii）。本規程によって、国際法上はじ
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めて、児童兵士の徴募、入隊または使用が戦争犯罪とされた 95。 

  キ 児童の売買、児童買春および児童ポルノに関する児童の権利条約の選

択議定書 

    「児童の売買、児童買春および児童ポルノに関する児童の権利条約の

選択議定書」は、2000 年 5 月 26 日、国連総会において採択された児童

の売買、児童売春及び児童ポルノを防止することを目的とする条約であ

る。 

    本選択議定書は、児童の売買 lv、児童買春 lvi、児童ポルノ lviiを定義す

るとともに、性的搾取や臓器売買、強制労働を目的とした児童売買や不

適切な養子縁組の禁止（3 条 1 項 a）、買春目的での児童の提供、入手、

周旋、供給の禁止（3 条 1 項 b）、児童ポルノの製造、流通、配布、輸

出入と、そうした目的での所持の禁止を規定している。 

    また、違反した者は各国の法令で罰するよう対応を求めた（3 条 3～5

項）ほか、国内だけでなく、国民の国外での犯罪も罰するよう求めてい

る（4 条）。 

  ク 武力紛争への児童の関与に関する児童の権利条約の選択議定書 

    「武力紛争への児童の関与に関する児童の権利条約の選択議定書」は、

2000 年 5 月 26 日、国連総会において採択された児童の権利条約で規定

された徴兵及び敵対行為の参加の最低年齢（15 歳）を 18 歳以上として、

武力紛争の被害から児童を保護することを目的とした条約である。 

    本選択議定書は、敵対行為に直接参加できる年齢を 18 歳に引き上げ

るとともに、締約国に対し、18 歳未満の者を自国の軍隊に強制的に徴

集しないことを確保する義務を課している（1 条、2 条）。また、18 歳

lv 報酬その他の対象のために、児童が個人若しくは集団により他の個人若し

くは集団に引き渡されるあらゆる行為又はこのような引渡しについてのあら

ゆる取引 
lvi 報酬その他の対償のために、児童を性的な行為に使用すること 
lvii 現実の若しくは疑似のあからさまな性的行為を行う児童のあらゆる表現

（手段のいかんを問わない。）又は主として性的な目的のための児童の身体

的な部位のあらゆる表現 
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未満の者の自発的入隊を認める締約国は、とくに「当該採用が真に志願

する者を対象とするものであること」及び「当該採用につき当該者の父

母又は法的保護者が事情を知らされた上で同意していること」を確保す

るよう求められる（3 条(a)・(b)）lviii。 

  ケ 安保理決議第 1612 号 

   「安保理決議第 1612 号」は、2005 年 7 月 26 日に全会一致で可決さ

れた（紛争下における）6 つの形態の児童の権利の重大な侵害行為を監

視し報告する仕組みと、作業部会の設置を求めた安保理決議である。 

   この決議に基づき、ユニセフと、児童と武力紛争に関する国連事務総

長特別代表事務所(SRSG-CAAC）は、世界中の NGO・市民団体などと

ともに、ブルンジ、コートジボアール、コンゴ民主共和国、ネパール、

ソマリア、スリランカ、スーダンの 7 カ国で、①殺傷、②誘拐、③学校

や病院への襲撃、④性的暴行、⑤徴兵、⑥紛争地域での人道支援活動に

対する妨害の 6 つの側面における「監視と報告」システムの構築を模

索・検証している 96。 

  コ パリ原則 

    「パリ原則」とは、2007 年 2 月にパリで開催された会議において 78

ヵ国の政府が宣言した児童兵の徴募の阻止、紛争の影響を受けた児童の

保護、戦闘を強要された児童の社会復帰を支援するためのガイドライン

である。 

    ユニセフは、児童の徴兵を防止及び徴用された児童の武装解除と社会

復帰を進めるため、各国政府や国際機関、NGO の代表や専門家を集め、

lviii 本条約締約に伴い、日本における「自衛隊生徒」（応募資格：中卒 17 歳

未満の男子）と「敵対行為に直接参加できる年齢（18 歳）」の関係が問題と

なった。自衛隊法施行規則の改正により、自衛隊生徒は「専ら教育訓練のみ

を受ける自衛官」（自衛隊法施行規則 24 条 2 項）であり、敵対行為へ直接

参加することはないという整理をして条約との整合を図った。その後、自衛

官定数削減にともない、22 年度入校者から「生徒」（防衛省職員）となった

ため、条約に抵触することはなくなった。  
 

 

                                            



第２章 平和構築の過程における弱者の人権保障  111 
 

この問題に関する国際的な専門家会議を開催して、「ケープタウン原則」

を見直し、「原則」の中で示されている「基準」を、様々な国際法との

更なる「すり合わせ」をする必要性などを明らかにした。こうした議論

を経て、作られた新たな国際基準が「パリ・ガイドライン」である。こ

の新基準が、徴兵の防止や武装解除、社会復帰などの支援活動を始める

にあたっての指針として、また、その評価基準として活用されようとし

ている 97。  

  サ 安保理決議第 1882 号 

    「安保理決議第 1882 号」は、2009 年 8 月 4 日全会一致で採択された

児童と武力紛争に関する事務総長年次報告書の添付資料への紛争当事者

として記載する基準を「児童の殺傷」及び「性的暴力」に従事している

武力紛争の当事者も対象として、「紛争当事者」にあたるとして記載す

る範囲を拡大すること等を内容とする決議である 98。 

    事務総長年次報告書に紛争当事者として記載された場合、この年次報

告書そのものが、紛争当事者が裁判の対象となった際の犯罪の事実を裏

付ける重要な資料の一つとなりうる。そこで「紛争当事者」として認定

される範囲を拡大することによって、児童への侵害行為を減らそうとす

るものである。 

  シ 安保理決議第 1998 号 

    「安保理決議第 1998 号」は、2011 年 7 月 12 日全会一致で採択され

た児童と武力紛争に関する事務総長年次報告書の添付資料への紛争当事

者として記載する基準を「学校および／または病院への繰り返される攻

撃」及び「学校および／または病院に関係して保護される人に対するく

り返される攻撃または攻撃の脅威」に従事している武力紛争の当事者も

対象とし、紛争当事者にあたるとして記載する範囲を拡大すること等を

内容とする決議である。 

    本決議も、「安保理決議第 1882 号」と同様に、事務総長年次報告書

に紛争当事者として記載される範囲を広げることにより、児童への侵害
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行為を減らそうとするものである。 

（３）児童労働からの保護 

 
  ア 経済的搾取及び危険な労働から保護される子どもの権利 

    児童の権利に関する条約は、「締約国は、児童が、経済的搾取から保

護される権利、および、危険があり、その教育を妨げ、もしくはその健

康または身体的、心理的、精神的、道徳的または社会的発達にとって有

害となるおそれのあるいかなる労働に就くことからも保護される権利を

認める」（32 条）と規定し、児童が、むりやり働かされたり、そのた

めに教育を受けられなくなったり、心や体によくない仕事をさせられた

りしないように守られる権利があることを認めている。 

  イ 児童労働 

    児童労働とは、法定の就業最低年齢を下回る年齢の児童によってなさ

れている労働のことをいう 99。 

    前述のとおり、児童とは 18 歳未満のすべての者をいうが、18 歳未満

の児童の労働をすべて禁じるのは現実的ではない。したがって、どのよ

うな労働が何歳の児童に対して認められるかという、最低就業年齢の問

題が生じてくる。 

    児童の権利に関する条約は、最低就業年齢について「他の国際文書の

関連条項に留意しつつ」と規定するだけで具体的年齢は規定していない。

この年齢については、ILO が 1973 年に採択した「就業の最低年齢に関

する条約」（ILO138 号条約）が国際的な解釈基準となっている。 

    本条約に規定された就業を認める最低年齢は次のとおりである。 

   就業最低年齢：一般に 15 歳（途上国は当面 14 歳とすることができる） 

事例問題 5 

・PKO 派遣部隊において、車両の洗車を行わなければならないところ、部

隊の宿営地の近傍にて貧しい生活を送っている１６歳の少年が、洗車のア

ルバイトをしたいと雇用を担当している隊員に申し出てきた。この申し出

を受けてよいか。 
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   軽易な労働：13 歳（途上国は当面 12 歳とすることができる） 

   健康・安全・道徳を損うおそれのある労働：18 歳 

    したがって、現地で住民を雇用するときは、この就業最低年齢を遵守

しなければならない。 

  ウ PKO における児童の労働（事例問題の解答の一例） 

    本事例問題では、児童の年齢が１６歳であり、ILO138 号条約の定め

る就業最低年齢を上回っていることから、雇用は認められると思えるが、

PKO では、児童の労働に関して、ILO138 号条約に定められた就業最低

年齢よりも更に厳格な措置をとっている。第５章の文民の保護において

も後述するが、「労働や性的搾取・虐待等をも含むその他のサービスの

ために児童を雇用すること」は、PKO 要員の禁止事項とされている。

この理由について明確に示された文書等は確認できていないが、内閣府

PKO 事務局の研究員との討議を経てたどり着いた結論としては、国連

では、「児童の権利に関する条約」が規定する児童（18 歳未満）の健

全に発展する権利を重視し、一律に雇用を禁止しているものと思われる。 

    したがって、ILO138 号条約に規定されている年齢にかかわらず、児

童を雇用することは、一切認められていない。 

（４）性的搾取からの保護 

 
  ア 児童買春に対する締約国の刑法又は刑罰法規の適用 

    児童の売買等に関する選択議定書第 1 条に、締約国における「児童の

売買、児童売春」の禁止を規定している。そして、ただ禁止するだけで

なく、第 3 条において、「各締約国は、その犯罪が国内で行われたか、

国際的に行われたか問わず」「自国の刑法又は刑罰法規の適用を完全に

事例問題 6 

・PKO の部隊の所在する拠点の周辺に、明らかに子どもとわかる売春行為

を勧誘する女性が居住するようになった。PKO 隊員が少女買春行為を行っ

た場合、どのような処置がとられるか。 
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受けることを確保する」と規定されており、本条約締結に伴って、日本

は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関す

る法律」を策定している。 

    この法律が策定されたことにより、児童買春を外国で行った場合、そ

の国が児童買春を禁止していなくても、日本の法律が適用されることに

なる。 

  イ 児童買春に対する日本の国内法による処罰 

    児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する

法律第 10 条の規定により、海外で児童買春を行った場合も、国外犯と

して同法律によって、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金という刑

罰の対象となる。 

  ウ 児童買春に対する処置（事例問題の解答の一例） 

    当該行為が問題となった場合、国連は、まず調査を行い、該当する場

合は、当該 PKO 隊員が国際平和維持活動をするために認められている

特権及び免除が剥奪され、任務から離脱させることになる。こうした隊

員は二度と任務に復帰できず、本国である日本へ送還されることになる。

帰国後、国内法（児童ポルノ法）に基づき、刑罰が課され、あわせて、

懲戒処分を受けることになる。 

    実際にコンゴやハイチの国際平和維持活動において、外国の PKO 要

員の買春行為が問題となっており、国連は調査を行い、当該要員を本国

に送還させている。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%B2%B7%E6%98%A5%E3%80%81%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%BD%B0%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%B2%B7%E6%98%A5%E3%80%81%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%BD%B0%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%B2%B7%E6%98%A5%E3%80%81%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%BD%B0%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%B2%B7%E6%98%A5%E3%80%81%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%BD%B0%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%A4%96%E7%8A%AF
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（５）武力紛争の被害からの児童の保護 

 
  ア 児童兵士として保護される範囲 

    条約等において、児童兵士として保護される範囲は次のとおりである。 

表３－２ 条約等において子ども兵士として保護される範囲 

条約等名 児童兵士に関連する主な内容 備 考 

ｼﾞｭﾈｰｳﾞ 
第一追加議定書 

15 歳未満の児童の敵対行為への直接参加禁止  

ILO182 号条約 
武力紛争において児童を利用するための強制的な

徴募を「最悪の形態の児童労働」として禁止 
 

ICC 規程 
15 歳未満の児童の軍隊への徴兵若しくは入隊、敵

対行為への積極的参加の禁止 
戦争犯罪として 
規定 

児童の権利条約 
選択議定書 

18 歳未満の軍隊の構成員の敵対行為への直接参加

の禁止  

パリ原則 
軍及び武装グループと関連している 18 歳未満の児

童であり、戦闘員のみならず、調理員、雑役、ス

パイ、性的目的で利用される者等を含む。 
 

出典：筆者作成 

    このように、条約等によって、児童兵士として保護される範囲が異な

ることから、現場で混乱するのではないかという問題が考えられるが、

このように条約に抵触した戦闘組織と自衛隊員が直接、コミュニケーシ

ョンをとって、児童兵士と思われる戦闘員等の年齢を確認するというこ

とは考えにくく、また、見た目だけでは正確な年齢を割り出すことは不

可能である。 

    こうしたことから、国際法上の保護範囲は理解しておく必要があるも

のの、隊員が現場で児童兵士と直接対峙しあう場合は年齢の確認は困難

であることを認識しておく必要がある。 

事例問題 7 

・PKO の部隊が活動する地域において児童兵士に遭遇する可能性が高いこ

とが見積もられている。児童兵士に直面した場合、どのような措置をとる

べきか。 
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  イ 児童兵士と遭遇した場合の措置（事例問題の解答の一例） 

写真２－２ 

 

            出典：UN DPKO STM100 

    前述のとおり、児童と思われる兵士と遭遇しても、年齢は見ただけで

は判断できない。 

    他方、児童側から自衛隊員を見た場合、自衛隊員は戦闘服を着用した

警戒すべき対象、状況によっては敵として認識されるおそれがある。ま

た、精神的に未成熟という特徴から、マインドコントロールを受けやす

く、感情を制御できない可能性もある。実際に、ルワンダにおいては、

対立する民族に親族を殺された経験を持つ児童兵士の発砲が虐殺のきっ

かけとなったという事例もある。 

    したがって、児童兵士と思われる兵士と遭遇した場合は、他の兵士以

上に警戒して、あくまでも一兵士と見なして行動する必要がある。2014

年 4 月に国連から提示された「児童の保護」に関する「特別教育マニュ

アル（STM: Specialized Training Material）」においても、児童兵士

に対しては、原則として戦闘員として対応し、ROE に従って行動する

ことが明記されており、児童兵士を、急迫の脅威であると認識すべき具

体的状況を想定し、予め訓練しておく必要性を説いている。また、その

結果として「児童兵士」に対して防御的措置を取らざるを得なかった隊

員への心理的影響をケアする準備が必要であるとされている。 
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    もっとも、被害者としての側面から児童を保護することも重要であり、

可能な範囲で情報を入手し、司令部等を通じて、ミッションの児童担当

の部署、担当区域内の児童保護アドバイザー（CPA）lixや関係国際機

関 lxに通報し、児童兵士を保護することも求められる。 

    なお、国連の CPTM 及び前述の「児童の保護」STM においては、児

童の名前、人数、性別、場所、所属グループ、違反行為等、そのときの

状況を報告すべき内容として規定している。また、その際に注意すべき

事項として、監視活動等により児童を危険にさらさないよう配慮すべき

ことや、児童に直接質問することの禁止、児童の写真撮影の禁止が示さ

れている。この監視活動については接近・接触すること自体が情報流出

を恐れる所属グループから当該児童に対する制裁の対象となりうるため

である。また、児童の写真撮影が禁止されているのも同様に、カメラ等

の紛失により、児童の所属グループ等が写真を入手した際、撮影の対象

となった児童が危険にさらされるからである。この情報収集を行う際、

前述のとおり条約等による児童兵士の定義はそれぞれ異なることから、

情報収集の対象範囲が問題となると考えられる。これについて、前述の

国連「児童の保護」STM においては、児童兵士の定義は、パリ原則を

採用している状況を踏まえると、あらゆる軍隊に存在する 18 歳未満の

児童と思われる者については、正規、非正規を問わず、情報収集の上で

保護の対象とすべきであると考えられる。 

    以上のとおり、「児童の保護」は、考慮事項が多岐にわたり、現場で

迅速な状況判断を求められる重要事項であり、活動地域の情報収集を可

能な限り行ったうえで事前に作戦計画の中にきめ細かく反映することが

求められるものである。また、派遣前には児童への対応を想定した、対

処要領の策定や訓練が必要である。 

lix Child Protection Advisor 
lx 2014 年 4 月に国連により提示された「児童の保護」の STM では、児童保

護と関係が深い国連カントリーチームとして、UNICEF, UNHCR, WHO, 
UN Women, WFP, UNDP が挙げられている。 
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88 ヤヌシュ・シモニデス編著『国際人権法マニュアル 世界的視野から見た

人権の理念の実践』明石書店、2004 年、339 頁 
89 

http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/ipec/introduction/reas
on.htm（2013 年 8 月 25 日 10:00 閲覧） 

90 
http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/ipec/facts/numbers/in
dex.htm（2013 年 8 月 25 日 10:30 閲覧） 

91 
http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/ipec/facts/worst_form
s/4prostitu/01.htm（2013 年 8 月 25 日 11:00 閲覧） 

92 
http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/ipec/facts/worst_form
s/3child_sol/01.htm（2013 年 8 月 25 日 11:30 閲覧） 

93 
http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/standards/st_c138.htm
（2013 年 8 月 26 日 11:10 閲覧） 

94 ユニセフ HP「ケープタウン原則」（URL: 
http://www.unicef.or.jp/library/pres_bn2007/pres_07_10.html 2013 年 7 月

10 日 11:00 閲覧） 
95 アムネスティ・インターナショナル日本 国際人権法チーム編『入門 国

際刑事裁判所 紛争下の暴力をどう裁くのか』現代人文社、2005 年、62 頁 
96 ユニセフ HP「プレスリリース：10 年で子ども 200 万人が犠牲に国連安全

保障理事会、武力紛争下の子どもの保護へ（2006 年 7 月 24 日 ニューヨー

ク発）」（URL: 
http://www.unicef.or.jp/library/pres_bn2006/pres_07_08.html 2014 年 4 月

16 日 11:30 閲覧） 
97 ユニセフ HP “Free Children from War”URL: 

http://www.unicef.or.jp/library/pres_bn2007/pdf/070205.pdf（2013 年 7 月

10 日 11:00 閲覧） 
98 外務省 HP 「2009 年 8 月の国連安全保障理事会の主な動き（議長国：英

国）」（URL: 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/un_anpori/torikumi/ugoki_0908.html 
2012 年 8 月 26 日 14:30 閲覧） 
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100 UN DPKO, SPECIALISED TRAINING MATERIALS ON CHILD 
PROTECTION FOR UN PEACEKEEPERS, p139 
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４ 避難民の権利の保障 

（１）避難民が抱える問題 

 
  ア 避難民の権利の保障の必要性 

    避難民とは、一般的に天災・火災・戦争などで避難した人々をいう。

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）lxiによると、2009 年末時点にお

いて、世界中で紛争や迫害により、4330 万人が避難を余儀なくされて

いる。そのうち、1520 万人が難民であり、2710 万人が国内避難民、約

100 万人が庇護申請者（難民として認められるのを待つ人々）である。 
図２－７ 世界の難民・国内避難民発生状況 

 

  出典：外務省 HP「わかる！国際情勢」101 

    避難民の権利の保護が必要となるのは、避難民は、自己の人権に対す

lxi UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees 

設問 

・避難民の権利を保障しなければならないのはなぜか。 

・国際社会において、難民が問題として、とりあげられるのはなぜか。 

・国内避難民は、難民と何が異なるのか。また、国内避難民は、どのような

問題を抱えているのか。 
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る重大な侵害のおそれからの救済を、避難民の本国で得られないからで

ある。UNHCR が支援する避難民のほぼ半数は女性と子どもであること

から、避難民の問題は、前節までに言及した、女性及び児童の権利の保

護の問題も包含し、複雑なものとなっている。 

    本章で取扱う避難民については、迫害や圧迫あるいは戦争や内乱等の

人為的な侵害行為の対象となっている難民と国内避難民について言及す

る。 

図２－８ 難民・国内避難民の区分 

 

出典：筆者作成 

  イ 難民（Refugees） 

  （ア）難民の定義 

     難民とは「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団

に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を

受ける恐れがあるために他国に逃れた」人々をいう。 

  （イ）難民の問題 

     多数の難民を受け入れることは、受入国家にとって経済的負担とな

り、社会的緊張につながることもあり、その結果、受入国の安全保障

を脅かすことにつながる可能性がある。また、難民と同様に国境を越

えて他国に移動する労働移民等との区別が困難であり、受入国が難民

を認定するには多くの時間を必要とするという問題もある。 

     しかしながら、迫害や戦争、内乱等の人為的な侵害行為から難民を

Ｃｃ

Ｃｃ

迫害、圧迫、戦争、内乱等

他国へ避難
自国内で避難

難 民
国内避難民

避難民
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保護することは、人道上・人権上必要不可欠であり、一つの国だけで

は解決ができない問題であることから、国際社会としての対応が求め

られることになる。 

  （ウ）難民の保護の経緯 

     19 世紀においては、政治犯罪人を除き、難民、逃亡犯罪人、経済

的流民等の他国からの亡命者を自国領域内に保護することは、国家の

裁量行為であり、難民は特別に扱われることはなかった 102。 

     第一次世界大戦後、国際連盟はロシア革命によって発生した難民の

救済のため、1921 年、ノルウェーの探検家ナンセンを国際連盟高等

弁務官に任命した。1930 年代に入ると、ナチス・ドイツからのユダ

ヤ人難民、スペイン内乱による難民、イタリアのファシスト政権から

の避難民などが次々と発生し、第二次世界大戦の勃発によって、さら

に難民は増加の一途をたどることになった。 

     第二次世界大戦後になると、1946 年に、国際難民機関（IRO） lxii

が国連総会によって設置され、連合国救済復興機関（UNRRA）lxiiiを

承継する形で発足した。しかし、同時期に、ソ連影響下の東欧諸国に

おいて次々と社会主義政権が誕生すると、東欧諸国から西側に逃れる

難民の救済が新たな課題となり、国連は難民条約の作成に着手するこ

とになった。IRO は当初から暫定的なものとされており、国連は

1950 年、同機関に換えて国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の

設置を決め、1951 年 1 月に発足させると同時に、1951 年 7 月、ジュ

ネーヴにて「難民の地位に関する条約」を採択した 103。本条約成立

後、欧州だけでなく、アフリカ等の他の地域でも多数の難民が生じた

ため、保護対象となる難民の範囲を拡大するため、1966 年、「難民

の地位に関する議定書」が作成され、1967 年 10 月 4 日に発効されて

いる。 

lxii IRO: International Refugee Organization 
lxiii UNRRA: United Nations Relief and Rehabilitation Administration 

 

                                            

http://ja.wikipedia.org/wiki/1967%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1967%E5%B9%B4
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  ウ 国内避難民（Internally displaced persons） 

  （ア）国内避難民の定義 
     国内避難民とは、武力紛争、一般化した暴力状態、人権侵害、また

は自然もしくは人為的災害の影響の結果として、またはそれらを回避

するために住居もしくは常居住地からの逃避もしくは退去を強制、ま

たは余儀なくされ、かつ国際的に承認された国境を越えていない個人、

もしくは集団のことをいう 104。平和構築の分野では IDP と略語によ

る呼称が多用されている。 
  （イ）国内避難民の問題 

     国内避難民の問題は、政府に国内避難民を保護する義務があるにも

かかわらず、保護できない、あるいは保護する意思がないことにある。 

     国内避難民の置かれる状況は、難民とほぼ同じであるが、国内避難

民は、国境を越えていないことから、難民条約の難民に該当せず、条

約によって保護されることはない。また、国内避難民の問題は、内政

問題であり、国内避難民を国際的に保護しようとすると内政不干渉の

原則に抵触することになる。しかしながら、多くの国内避難民は、本

来保護すべき責任を有する政府からの弾圧、迫害及び人権侵害等から

生じており、国内避難民の受ける被害は、難民の受ける被害を上回る

ことも少なくはない。 
  （ウ）国内避難民の保護の経緯 

     国内避難民が注目を浴びるようになったのは、1990 年代になって

からである。冷戦の終結により、米ソ二大国の力で抑えられてきた宗

教・民族による国内紛争が、アフリカ、中東、ヨーロッパを中心に多

発した。1991 年、イラク北部において避難民が発生し、多国籍軍に

よる保護が行われ、続いて国連が対応する措置をとっている。その後、

こうした問題はイラクだけではなく、ルワンダ、旧ユーゴスラビア、

スリランカ、アフガニスタンなどにも発生することになる。 

1992 年 3 月、国連の人権委員会は国連事務総長に対して、国内避難

民の問題を専門的に扱う代表を任命するよう要請し、同年 7 月、スー

ダンのフランシス・デン元外務大臣がこのポストに任命された。1998

年にデン代表によって国連人権委員会に「国内強制移動に関する指導
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原則」（Guiding Principles on Internal Displacement）が提出され、

国内避難民を抱える国に対して、国内法や政策を策定する際の指針を

提供するに至っている。 

（２）避難民の権利を保障するための枠組み 

 

図２－９ 避難民の権利を保障するための枠組み

 

     ：条約 

 出典：筆者作成 

   避難民という枠組みで関連する規範として、難民に関しては「難民の地

位に関する条約」及び「難民の地位に関する選択議定書」の２つの条約が

あり、国内避難民に関しては「国内強制移動に関する指導原則」がある。

避難民というカテゴリーでいうと直接関連する規範はこれだけであるが、

避難民は、女性や児童を含んでおり、避難民の保護に関しては、前述の女

性や児童の権利の保護の問題をも包含した複雑なものになることを理解し

ておく必要がある。 

  ア 難民の地位に関する条約 

    「難民の地位に関する条約」は、1951 年 7 月 28 日に難民及び無国籍

者の地位に関する国連全権委員会議において採択された難民の人権を保

障するための条約である。 

    本条約は、難民の定義を行うとともに、条約締約国が条約上の義務と

難 民 国内避難民

難民の地位に関する条約（1951年）

国内強制移動に関する指導原則（1998年）

難民の地位に関する選択議定書（1967年）

難民の保護 国内避難民の保護

避難民

設問 

・避難民の権利を保障するための枠組みはどうなっているのか。 

 



第２章 平和構築の過程における弱者の人権保障  125 
 

して難民に対して保証すべき待遇について規定し、難民の保護を図った。 

  イ 難民の地位に関する議定書 

    「難民の地位に関する議定書」は、「難民の地位に関する条約」の保

護対象とする難民の定義にあった時間的制約・地理的制約を削除したも

のであり、1967 年 10 月 4 日に発効した。 

    条約が作成された 1951 年以降においても、ヨーロッパだけではなく、

アフリカを主とするその他の地域で多数の難民が生じたが、条約は

「1951 年 1 月 1 日前に生じた事件の結果として」という時間的な制限

を有しているため、この期日以降に生じた難民には適用されないという

問題点を有していた。このため、これらの難民についても有効な保護・

救済を図るために対象とする難民の範囲を拡大するために本議定書が作

成された。 

    なお、難民の範囲を拡大するにあたり、条約の改正の形式をとらず議

定書を作成したのは、条約改正手続きを経るよりも条約の難民の定義に

おける時間的制限を取り除くことのみを目的とした議定書を別個に作成

する方が事態により迅速に対応できると考えられたからである 105。 

  ウ 国内強制移動に関する指導原則 

    「国内強制移動に関する指導原則」は、1998 年 2 月 11 日、国内避難

民の人権に関する国連事務総長代表によって、国連人権委員会に提出さ

れた、領域国政府、国際機関及び NGO 等が国内避難民の問題に対処す

る際にガイドラインになるものとして、国際人権法および人道法に定め

られる諸原則を再確認し、30 の原則にまとめたものである。 

    この指針は法的拘束力をもたないが、事務総長代表が国内避難民を抱

える領域国との対話において援用したり、UNHCR などの国際機関が

現場でのガイドラインとして使用している 106。また、2005 年の世界サ

ミットの成果文書において国家元首と政府首脳によって「国内避難民の

保護のための重要な国際的枠組み」として認識されている。 
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  エ アフリカの国内避難民の保護と支援条約（カンパラ条約）（参考） 

    「カンパラ条約」は、2009 年 10 月にアフリカ連合による会議で採択

された紛争・自然災害などによって避難を余儀なくされた人々を保護と

支援の対象とする条約であり、2012 年 12 月施行された。この条約は国

家が国内避難民に対して責任を負う事は認めつつ、国単位、地域単位で

国内避難民を出さないような取り組みを行うと同時に、すでに存在する

国内避難民の保護と支援を求めている 107。 

    本条約は、締約国に対して、国内避難民の保護と支援を行う義務と責

任を課するという点で、国内避難民の保護と支援における法的枠組み推

進の先導的な役割を担った条約であるといえる。 

（３）難民の保護 

 
  ア 難民の要件 

    難民条約は、次の 3 つの要件を備える場合、難民として条約の保護対

象となることを規定している。 

   ①人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は

政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のあ

る恐怖を有すること 

   ②この恐怖のため、その国籍国の保護を受けることができないもの又は

その保護を望まないものおよび無国籍者の場合は常居所国へ帰ること

ができないかまたはそれを望まない者 

   ③迫害の恐怖のために国籍国の外にいる者 

    この難民の認定は、受入国が行っているが、上記のように要件があい

まいであり、また証明しにくいものであるため、認定には非常に時間が

かかるのが実状である。また、大量の難民の受入は、受入国の経済状況

設問 

・難民の認定は、どのくらい時間がかかるのか。 

・難民の認定は、誰がするのか。 

・難民として認定されないのは、どのような人々か。 
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にも大きな影響を及ぼすので、難民の受入に対して積極的でない受入国

も多い。 

    また、UNHCR も、UNHCR 規程６条 B に基づいて、難民を認定す

ることができる。UNHCR には難民申請の審査を行う専門要員が配置さ

れており、難民と無国籍者を保護するマンデートが与えられていること

から、UNHCR によって、認定された難民は「マンデート難民」と一般

に呼称される 108。これに対して、受入国が難民条約に基づいて認定した

難民は、「条約難民」と呼称される。UNHCR は受入国の条約難民の認

定手続きの進捗状況や認定結果にかかわらず、マンデート難民の認定を

行うことができるが、このマンデート難民認定・不認定の結果は、条約

難民の認定に関わっている当該国における手続き及び審査結果を規定し

たり、法的拘束力を有するわけではない 109。 

  イ 難民に当たらない者 

    上記の難民の要件を充たしたとしても、以下のどれかに該当する行為

を行った者は難民として認められない。 

  （ア）平和に対する犯罪、戦争犯罪および人道に対する犯罪 

     「平和に対する犯罪」とは、不法な戦争を計画することまたはその

ような戦争に参加することである。「戦争犯罪」とは戦争法の違反で

あって、文民や戦争捕虜の不当な取扱いや、戦争中、財産に対して不

当な損害を加えることが含まれる。「人道に対する犯罪」とは、政治

的、人種的宗教的その他の偏見に根ざしていることの多い、根本的に

非人道的な行為をいう 110。 

  （イ）政治犯罪以外の重大な犯罪 

     これは政治犯罪以外の重大な犯罪を行った難民を受け入れる危険か

ら受入国の社会を保護することを意図して規定されたものである。政

治犯罪が除外されたのは、政治的意見を理由とする迫害が難民の要件

になっているためである。なお、何が「重大な犯罪」にあたるかにつ

いては、各締約国の判断に委ねられている 111。 
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  （ウ）国連の目的および原則に反する行為 

     「国連の目的及び原則」とは、国連憲章第１章「目的及び原則」

（第 1 条及び第 2 条）に規定する内容のことをいう。国際平和及び安

全の維持、国家主権の平等、基本的人権及び平等の原則の尊重を意味

し、これらに反する行為に携わった者も難民には認定されない。 

  ウ 難民に対して禁止される行為 

 
  （ア）追放又は送還の禁止（ノン・ルフルマンの原則） 

     締約国は、いかなる方法でも難民の生命又は自由が脅威にさらされ

るおそれのある領域の国境へ追放又は送還してはならない（難民条約

第 33 条）。 

     このノン・ルフルマンの原則が迫害を逃れる者について国境での入

国拒否を禁ずるものか否かは論争がある。難民条約は本原則の例外を

設け、「締約国にいる難民」がその国の安全等に対し危険な存在であ

るときを本原則の適用対象外（33 条 2）とした。したがって、当該難

民が締約国の領域内にいる場合を前提としていると解されるので、入

国前の国境での阻止は厳密にはノン・ルフルマンの原則（33 条 1）の

禁止するところではないとも解釈できる 112。 

  （イ）内政不干渉の原則 

     国連憲章は、第 7 章に基づく強制措置の場合を除いて、憲章のいか

なる規定も「本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉す

る権限」を国連に与えるものではないと規定している（2 条 7 項）。

この規定に基づき、国連が軍事的措置をとるのでなければ、国連の授

事例問題 8 

・貴官は PKO 派遣隊員として国境線付近をパトロール中である。紛争を避

けるため、PKO の派遣先国の住民が国境を越えて隣国へ避難しようとして

いたところ、隣国の軍隊が、自国の治安を維持するため、入国を阻止し

て、追い返しているのを目撃した。この軍隊の行為は認められるのか。ま

た、こうした行為を目撃した場合、どうすべきか。 
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権を経ない国家の一方的な軍事的干渉は許されていない。PKO の活

動は派遣先国の同意に基づいて認められているものであるから、その

活動範囲は、派遣先国内であり、PKO が難民を保護するのは、隣国

等で難民として認定され、母国である派遣先国へ帰還する場合に難民

が派遣先国を移動する際に行われるものである。 

     したがって、PKO 要員が派遣先国の隣国の軍隊に対して、当該軍

隊が条約に反する行為をしているからといって、軍事的干渉をとるこ

とは原則として認められない。 

  （ウ）UNHCR への通報（事例問題の解答の一例） 

     難民や亡命者として認めないことで、ノン・ルフルマンの原則を回

避しようとする国があることが指摘されている。この一例として、

1984 年、タンザニア政府は、ジェノサイドから逃れようとした 5 万

人を超えるルワンダ難民に対し国境を閉鎖した事案を挙げることが出

来る。 

     UNHCR は、1981 年の「大量流入の事態における庇護希望者の保

護」に関する執行委員会において、国境における入国拒否がノン・ル

フルマンの原則に抵触することを確認し、厳守することを結論づけて

いる。同執行委員会においては、庇護希望者は、UNHCR に連絡する

権利を有すること、UNHCR は、庇護希望者と接触する機会を与えら

れていることが認められている 113。 

     また、2013 年 5 月 19 日、UNHCR の調査で、シリア難民に対して、

イラクが国境の一部を閉鎖していることが判明し、UNHCR はイラク

政府に国境開放を要求している 114。 

     こうした事例等を踏まえると、国境の閉鎖など、難民の追い返しと

思われる状況に直面した場合は、UNHCR が調査しやすいように、日

時、場所、その他の状況を情報収集し、UNHCR に通報し、UNHCR

を通じて国境の開放の要求し、難民の保護を図ることが一方策として

考えられる。 
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（４）国内避難民の保護 

 
  ア 国内避難民が受ける人権侵害 

    世界各国の国内避難民状況を継続的にモニターしている IDMClxivの統

計によると、国内避難民の 8 割が女性や子どもなどの弱者で、飢えや病

気、貧弱な住居、教育機会の喪失、社会的差別を受けており、多くの国

内避難民は政府による弾圧、迫害、人権侵害の結果生じていることから、

その被害状況は、時として難民が受ける被害を上回る 115。国内避難民

の女性と子どもは強姦、誘拐、人身取引などの虐待を受けることがあり、

特に少女については性的搾取、暴行または虐待を受ける危険性が高い。

IDP キャンプが武力紛争の近隣地域にある場合には、子どもは、武装集

団や国の軍隊の強制的な徴集の対象になりやすい。これらは、IDP キャ

ンプ等の居住地域において武装分子が混在することにより発生するため、

国内避難民の安全を確保するために、国内避難民と武装分子を明確に区

別することは大きな課題となっている。 

  

lxiv IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre 

事例問題 9 

・PKO が派遣される地域においては、国内避難民（IDP）の保護が重要な

課題となっていることが多いが、なぜ、IDP が問題になるのか、また、

PKO による IDP の保護として、どのようなものが考えられるか。 
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  イ 国内避難民の保護の例（事例問題の解答の一例） 

    PKO による国際避難民の保護の一例として、次の３つの方法が考え

られる。 

  （ア）人道的空間（Humanitarian Space）の確保 

     「人道的空間」の確保とは、「人道活動が効果的に実施できる環境

を創り、維持していくこと」をいう 116。PKO が「人道的空間」の確

保に協力する上で、留意しなければならないのは、軍事部門による活

動によって、人道援助の中立性や公平性等の人道機関の行動原則を尊

重し、「人道的空間」を浸食しないことである。 

     この NGO を行動原則によって区分すると次の３つのグループに大

別できる。 

     一つは、人道的空間をあまり気にせず、援助の効率性や軍の兵站部

門の持つ優位性を重視し、または資金の獲得や援助の拡大のために、

政府と協働し、民軍の連携・協力を厭わないグループであり、米国の

NGO に多く見られるものである。 

     二つ目としては、赤十字国際委員会（ICRC）や国境なき医師団

（MSF）、オックスファム（Oxfam）、セーブ・ザ・チルドレンな

どの、人道主義の原点や原理・原則を重視し、人道支援の政治化・軍

事化の傾向にあくまで反対し、軍・民の明確な線引きに拘るグループ

である。 

     その他のグループとしては、紛争の形態や軍隊のミッションに応じ

て軍との連携・協力を判断するグループであり、日本の NGO の多く

はこのグループに属している 117。 

     このようにそれぞれの NGO の行動原則は異なるので、これらに応

じて、「人道的空間」を確保することが必要である。 

  （イ）敵対的行動の抑止 

     PKO による保護の 2 つ目の例としては、PKO の展開によって、敵

対的攻撃を抑止し、攻撃のリスクそのものを減じることによって、得
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られる保護が挙げられる。 

     これは、IDP キャンプや安保理が設定する「安全地域」及びその他

の一般住民の居住区での警備やパトロールがもたらす保護を含んだも

のである。 

     この具体例としては、1990 年代前半のボスニア・ヘルツェゴビナ

における武力紛争において、安保理が首都サラエボを含むボスニアの

主要都市を同国政府の合意のもとで「安全地域」（safe area）に設定

し、強制移動の危険にさらされた一般住民の扱いを国連保護隊と

UNHCR に委ねた事案が挙げられる。 

     もっとも、本事例においては、求められた任務と与えられた人員、

装備の間に大きな開きがあり、安全地域を確保するための能力が不足

していたことを一因として、失敗に至っている 118。こうしたことか

ら、安全地域の確保のための任務を遂行するには、PKO のもつ能力

上の限界を考慮することが不可欠である。 

  （ウ）強制的軍事行動 

     PKO が行うその他の保護としては、民族浄化、ジェノサイドなど

の行為を制止する目的で行われる強制的軍事行動によってもたらされ

る保護が考えられる。 

     民族浄化、ジェノサイドなどの非人道的行為が行われる危険性の高

い国は、独裁国家、破綻国家など、政府自身に国内避難民保護の能力

がないか、もしくは、そもそも国家そのものに国内避難民を保護する

意思がないという特徴を持つ。そして、こうした国家における国内避

難民は、政府による弾圧、迫害、人権侵害の結果生じていることも多

い。こうした状況下での国内避難民の保護は、強制的軍事行動が必要

となる場合が多い。この強制的軍事行動を行う場合には、①安保理決

議によって国連憲章第７章下で行動するマンデートが付与されている

こと、②強制措置を行えるだけの規模の部隊を有すること、③強制措

置の拡大によって、PKO が紛争当事者とならないこと、が必要であ

る。 
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第３章 非人道的な行為による人権侵害への対処 

１ 人権侵害行為に着目した人権保障の枠組み 

 
  前章で、人権侵害の対象となる客体に焦点をあて、女子差別撤廃条約、児

童の権利に関する条約及び難民条約等の国際人権法を基軸とする法規範によ

って、女性、児童及び避難民を保護する枠組みについて説明した。しかしな

がら、これらの法的枠組みだけでは、紛争下における深刻かつ大規模な人権

侵害（ジェノサイド、戦争犯罪等）を十分に防止することはできない。なぜ

なら、こうした人権侵害は、国家や武装勢力によって、あるいは、その支持

の下に行われることから、侵害者が処罰されず、あるいは、政府機能が崩壊

しているため、処罰が不可能であることがほとんどだからである。こうした

ことから、ジェノサイド、戦争犯罪等の人権侵害行為に着目して、人権の保

障を強化しようとしたものが、国際人道法や国際刑事裁判所に関するローマ

規程等の国際刑事法に基づいて処罰する方法である。 

 ここでは、特に国際平和協力活動において、非人道的な行為に対する条約

である「国際人道法」と「国際刑事裁判所におけるローマ規程（以下「ICC

ローマ規程」とする）」をとりあげ、どのようにその問題点の解決を図ろう

としているのかについて言及する。 

設問 

・女子差別撤廃条約、児童の権利に関する条約及び難民条約等の国際人権

法があるにもかかわらず、紛争下における深刻かつ大規模な人権侵害（ジ

ェノサイド、戦争犯罪等）を十分に防止することはできないのはなぜか。 

・この紛争下における深刻かつ大規模な人権侵害（ジェノサイド、戦争犯

罪等）を防止するために、どのような方法がとられているのか。 
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図３－１ 人権侵害行為に着目した人権条約の必要性 

 
出典：筆者作成

主体
（加害者）

客体
（被害者）

人権侵害行為
（ｼﾞｪﾉｻｲﾄﾞ、戦争犯罪等）

女性、児童等の権利

国家が加害者になる場合

国際刑事裁判所に関するローマ規程等
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２ 武力紛争による犠牲者の保護 

 
（１）国際人道法による保護の必要性 

   国際人道法は、戦闘行為に参加していない、もしくは参加しなくなった

ものを保護するために作られたものであり、武力紛争における文民、犠牲

者及び非戦闘員の基本的権利の維持を定めている。それが PKO に必要と

されるのは、PKO ミッションがしばしば、紛争終結後でも暴力が続いて

いたり、紛争が再発したりしかねないような状況で展開されるためである。

しかも紛争後の状況では、戦争当事者の標的となってきた文民や捕虜、さ

らには再び戦闘が生じた際、ジュネーヴ条約などの人道法が適用されるこ

とになる弱者が多数存在することも多いので、国際人道法による保護が必

要である 119。 

（２）国際人権法と国際人道法の相違 

   国際人権法と国際人道法のいずれも個人の保護を目的としたものである

が、その適用時期において相違がある。国際人権法は、平時であるか戦時

もしくはその他の変動期であるかを問わず、いかなるときにもすべての人

を差別することなく取扱うべきことを定めている。他方、国際人道法は、

武力紛争下において適用され、軍事的必要性に照らして過度に人間に苦痛

を与える行為及び物的破壊を違法化することにより、傷病者、難船者、戦

争捕虜といった武力紛争の被害者に対して最低限の保護を確保しようとす

るものである 120。 

   こうしたことから、国際人道法が適用される場合には、同時に国際人権

法も適用されるということは理解しておかなければならない 121。 

設問 

・国連では PKO の派遣前教育の一つとして、国際人道法の教育をすること

を定めている。PKO 要員は紛争当事者ではなく、そもそも PKO は停戦合

意が成立している地域に派遣されることになっているのにもかかわらず、

なぜ戦時国際法である国際人道法の教育が必要なのか。国際人道法と国際

人権法とは何が違うのか。 
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（３）国連平和維持要員が遵守すべき事項 

   国連平和維持要員は、国連憲章の理念に則り、国連による授権の下に活

動する者として、国際人道法の原則とルールをはっきりと理解するととも

に、該当する場合にはこれを守らなければならない。1999 年 8 月 6 日の

「国連部隊による国際人道法の遵守に関する事務総長告示」122

（ST/SGB/1999/13）は、国連平和維持要員に適用されうる国際人道法の

基本的な原則とルールを定めている。ただし、本告示は、PKO への部隊

派遣国により合意された文書ではないため、強制力がなく、PKO 要員が

告示に違反しても、国連事務総長には処罰権限はない。したがって、告示

の執行については、「国際人道法の違反がある場合には、国連軍事要員は、

部隊派遣国の国内裁判所の訴追に服す」（第 4 項）として、違反行為に対

する法的執行を派遣国に委ねている。

119 国際連合平和維持活動局・フィールド支援局「国連平和維持活動：原則と

指針（キャップストーン・ドクトリン）｣12 頁（国連広報センターHP より入

手可能。URL: http://www.unic.or.jp/files/pko_100126.pdf ） 
120 国際連合人権高等弁務官事務所（OHCHR）『裁判官・検察官・弁護士の

ための国連人権マニュアル（司法運営における人権）』現代人文社、2008 年、

50 頁 
121 同上、51 頁 
122 「国連部隊による国際人道法の遵守に関する事務総長告示」

（ST/SGB/1999/13） 
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コラム 国連部隊による国際人道法の遵守
に関する事務総長告示（ST/SGB/1999/13） 

 

○ 「 国 連 部 隊 に よ る 国 際 人 道 法 の 遵 守 に 関 す る 事 務 総 長 告 示 」

（ST/SGB/1999/13）には何が規定されているの？ 

 本告示は、本文で前述したとおり、国連平和維持要員に適用されうる国際人

道法の基本的な原則とルールを定めたものであり、具体的な内容は以下のとお

りである。 

 

第 1 項 適用範囲 

1･1 この告示に規定された国際人道法の基本的原則及び規則は、国連軍が武

力紛争の状況において、当該紛争に戦闘員として積極的に関与する場合に、

その交戦について、かつ交戦継続の間に限って適用されうる。したがって、

それらの規則は、強制行動の場合、または平和維持活動において自衛のた

めに武力行使が許容される場合に適用される。 

1･2 この告示の布告は、1994 年の国際連合要員及び関連要員の安全に関する

条約に基づく平和維持活動の要員として保護されるべき地位、ならびに武

力紛争に適用される国際法の下で文民に与えられる保護を受けることがで

きる場合においては、それらの要員の非戦闘員たる地位に影響を及ぼすも

のではない。 

第 2 項 国内法の適用 

   この規定は、軍事要員を拘束する国際人道法の原則と規則に関する網羅

的リストではなく、それらの原則と規則の適用を害することなく、かつ軍

事要員が活動の間を通じてその拘束力の下にとどまる国内法に代わるもの

ではない。 

第 3 項 地位協定 
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   国連と、その領域内に国連軍が配置される国家との間に締結された地位

協定において、国連は、国連軍が軍事要員の行動に適用される一般条約の

原則および規則を完全に尊重して活動を行うよう確保することを約束する。

国連はまた、国連軍事要員の構成員がそれらの国際条約の原則及び規則に

習熟しているよう確保することを約束する。これらの条約の原則及び規則

を尊重すべき義務は、地位協定が存在しない場合にも、国連軍に適用され

る。 

第 4 項 国際人道法の違反 

   国際人道法の違反がある場合には、国連軍事要員は、部隊派遣国の国内

裁判所の訴追に服す。 

第 5 項 文民たる住民の保護 

5･1 国連軍は、文民と戦闘員とを、また民用物と軍事目標とを常に明確に区

別しなければならない。軍事行動は、戦闘員および軍事目標に対してのみ

向けられなければならない。文民または民用物に対する攻撃は禁止される。 

5･2 文民は、敵対行為に直接参加しない限り、かつ、その期間中は、この項

により与えられる保護を享有する。 

5･3 国連軍は、巻き添えによる文民の死亡、文民の傷害および民用物の損傷

を避け、また、あらゆる場合にそれらを最小限にするために、すべての実

行可能な予防措置をとらなければならない。 

5･4 国連軍は、活動地域にあっては、可能な限り、人口稠密地域の内部また

はその付近に軍事目標を設置することを避けなければならず、また、文民

たる住民、個々の文民および民用物を軍事行動から生ずる危険に対して保

護するため、必要なすべての予防措置をとらなければならない。平和維持

活動の軍事施設および装備そのものは、軍事目標とみなされてはならない。 

5･5 国連軍が、軍事目標および文民に無差別な方法で打撃を与える性質を持

ちうる活動、ならびに、予期される具体的かつ直接的な軍事的利益との比

較において、過度に、巻添えによる文民の死亡、文民の障害または民用物

の損傷を引き起こすことが予想される活動を行うことは禁止される。 
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5･6 国連軍は、文民または民用物に対する復仇を行ってはならない。 

第 6 項 戦闘の手段および方法 

6･1 国連軍が戦闘の方法および手段を選ぶ権利は、無制限ではない。 

6･2 国連軍は、国際人道法の関連する条約に基づく特定の兵器および戦闘の

方法の使用を禁止または制限する規則を尊重しなければならない。これら

の規則には、特に次のものの禁止を含む。 

 (ⅰ) 窒息性ガス、毒性ガスまたはこれらに類するガスおよび生物的戦闘方

法 

 (ⅱ) 人体内において容易に爆発し、開展し、または扁平となりうる弾丸 

 (ⅲ) ある種の炸裂性発射物 

   検出不可能な破片を使った兵器、地雷、ブービートラップ、焼夷兵器な

どの特定通常兵器の使用は禁止される。 

6･3 国連軍が、過度の傷害または無用の苦痛を与えうる、または、自然環境

に対して広範な、長期的な、かつ深刻な損害を与えることを目的とする、

もしくは与えることが予想される兵器、または戦闘方法を用いることは禁

止される。 

6･4 国連軍が、その性質上無用の苦痛を与える兵器、または戦闘方法を用い

ることは禁止される。 

6･5 生存者を残さないように命令することは禁止される。 

6･6 国連軍は、人民の文化的または精神的遺産である芸術上、建築上もしく

は歴史上の記念物、考古学的遺跡、美術品、礼拝所、博物館、および図書

館に対する攻撃を禁止される。国連軍は、その活動地域において、そのよ

うな文化財、またはその直接の周辺を、それらの文化財を破壊または損傷

の危険がある目的に使用してはならない。文化財に対する窃盗、略奪、横

領およびいかなる野蛮な行為も、厳しく禁止される。 

6･7 国連軍は、食糧、作物、家畜ならびに飲料水の施設および供給設備のよ

うな、文民たる住民の生存に不可欠なものを攻撃し、破壊し、移動させま

たは役に立たなくすることを禁止される。 

6･8 国連軍は、危険な威力を内蔵する工作物または施設、すなわち、ダム、
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堤防および原子力発電所を、その活動が危険な威力を放出させ、その結果

文民たる住民の間に重大な損失を生じさせる場合には、軍事的活動の対象

としてはならない。 

6･9 国連軍は、この項の下で保護される物および施設に対する復仇を行って

はならない。 

第 7 項 文民および戦闘外に置かれた者の取り扱い 

7･1 文民、武器を放棄した軍隊の構成員、および病気、負傷または抑留のた

め軍事活動に参加していない、または参加しなくなった者は、すべての場

合において、人道的に、かつ人種、性、宗教的信念、またはその他のいか

なる理由に基づく不利な差別なく待遇されなければならない。それらの者

は、自己の身体、名誉および宗教的その他の信念を完全に尊重されなけれ

ばならない。 

7･2 7･1 項に掲げた者に対する次の行為は、いかなる場合にも、いかなる場

所でも禁止される。 

 (ⅰ) 生命または身体的一体性に対する暴力 

 (ⅱ) 殺人、ならびに拷問、身体の切断、またはあらゆる形態の肉体に加え

る刑罰 

 (ⅲ) 集団に対する刑罰 

 (ⅳ) 復仇 

 (ⅴ) 人質 

 (ⅵ) 強姦 

 (ⅶ) 強制売いん 

 (ⅷ) あらゆる形態の性的暴行、ならびに屈辱的および品位を傷つける取り

扱い 

 (ⅸ) 奴隷化 

 (ⅹ) 略奪 

7･3 女子は、あらゆる攻撃、特に強姦、強制売いんまたはその他のあらゆる

形態のわいせつ行為から特別に保護されなければならない。 
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7･4 児童は、特別の尊重の対象とし、かつあらゆる形態のわいせつ行為から

保護しなければならない。 

第 8 項 被抑留者の取り扱い 

8･1 国連軍は、抑留された軍隊構成員および抑留により軍事活動に参加しな

くなったその他の者を、人道的に、かつその尊厳を尊重して待遇しなけれ

ばならない。この法的地位を害さない限りにおいて、被抑留者は、必要な

変更を加えて適用可能な場合は、1949 年のジュネーヴ第 3 条約の関連規

定にしたがって待遇されなければならない。 

  特に 

 (a) 被抑留者の拘束および抑留は、特にその家族に通知するために、その者

の所属する当事者、および赤十字国際委員会の中央情報局に速やかに通報

されなければならない。 

 (b) 被抑留者は、衛生上のまたは健康上のすべての可能な保護が得られる、

危険のない安全な施設内に収容されなければならない。被抑留者は、戦闘

地域用のような危険にさらされる場所に抑留されてはならない。 

 (c) 被抑留者は、食糧、衣服、ならびに衛生的および医療的処置を受ける権

利を有する。 

 (d) 被抑留者は、いかなる場合にも、あらゆる形態の拷問または虐待の対象

とされない。 

 (e) 自由を制限された女子は、男子の区画とは隔離された区画に収容されな

ければならず、かつ女子による直接の監視の下に置かれなければならない。 

 (f) 16 歳に達しない児童が敵対行為に直接参加し、国連軍により逮捕され、

抑留されまたは収容された場合も、その児童は引き続き特別な保護の利益

を受ける。特に、それらの児童は、家族とともに収容される場合を除いて、

成人の区画とは隔離された区画に収容されなければならない。 

 (g) 赤十字国際委員会が、捕虜および被抑留者を訪問する権利は、尊重され、

かつ保障されなければならない。 

第 9 項 傷者および病者、ならびに衛生要員および救援要員の保護 

9･1 国連軍の権力内にある軍隊の構成員その他の者で、負傷し病気にかかっ
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た者は、すべての場合において、尊重され保護されなければならない。そ

れらの者は、人道的に待遇されなければならず、不利な差別をすることな

く、その者の状態から必要とされる医療上の治療および処置を受けること

ができなければならない。緊急の医療上の理由によってのみ、与えられる

治療の順序を優先させることが許される。 

9･2 事情が許すときはいつでも、戦場に残された傷者、病者および死者の捜

索および確認を行い、またそれらのものの収容、移動、交換および輸送を

可能とするために、戦闘停止が合意され、またはその他の現地取り決めが

なされなければならない。 

9･3 国連軍は、衛生施設および移動衛生部隊を攻撃してはならない。それら

は、その人道的任務を逸脱し、国連軍に対して攻撃その他の害を及ぼす行

為のために使用されないかぎり、常に尊重されかつ保護されなければなら

ない。 

9･4 国連軍は、すべての場合において、専ら傷病者の捜索、輸送または治療

に従事する衛生要員、ならびに宗教要員を、尊重しかつ保護しなければな

らない。 

9･5 国連軍は、移動衛生部隊と同様の条件で、傷病者の輸送手段および衛生

設備を尊重し、かつ保護しなければならない。 

9･6 国連軍は、傷病者または本項で保護される要員、施設および設備に対し

て復仇を行ってはならない。 

9･7 国連軍は、すべての場合において赤十字および赤新月の標章を尊重しな

ければならない。これらの標章は衛生部隊、衛生施設、衛生要員および衛

生物資を表示し、または保護する目的のほかに使用されてはならない。赤

十字または赤新月の標章の悪用は禁止される。 

9･8 国連軍は、近親者の罹病、負傷または死亡に関する情報を得る家族の権

利を尊重しなければならない。そのために国連軍は赤十字国際委員会の中

央情報局の作業を容易にしなければならない。 

9･9 国連軍は、その性質上人道的かつ公平であり、いかなる不利な差別もな
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く行われる救援活動の作業を、容易にしなければならず、かかる作業に従

事する要員、車両および施設を尊重しなければならない。 

第 10 項 発効 

   この告示は、1999 年 8 月 12 日に発効する lxv。

lxv 新井京「『国連軍による国際人道法の遵守』に関する事務総長告示」『京

都学園法学』2000年 第 1号 
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３ 重大な犯罪に対する国際的手続きによる処罰 

 
（１）国際刑事裁判所設置までの経緯 
   第一次世界大戦後、ヴェルサイユ条約で、ドイツ皇帝（個人）の戦争責

任の追及がなされたが、亡命先のオランダが引渡しを拒否したため裁判は

行われていない。第二次世界大戦後、国際的な手続きによる戦争に関する

個人の刑事責任の追及（ニュルンベルク国際軍事裁判所、極東国際軍事裁

判所）が行われている。その後、国連は個人の国際犯罪に関する国際法の

整備にとりかかり、その間、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所

（ICTY）lxviやルワンダ国際刑事裁判所（ICTR）lxviiが設置されている。 
   こうした中、1998 年、国際刑事裁判所ローマ規程が採択され、2002 年

7 月 1 日に発効。2010 年、「侵略犯罪の定義」及び管轄権の行使の条件

を追加している。 

lxvi ICTY: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
lxvii ICTR: International Criminal Tribunal for Rwanda 

事例問題 10 

A 国では B 民族と C 民族の対立により、紛争が発生している。 

国連は A 国に PKO を展開するともに、紛争を終結するための和平交渉

のプロセスを進行させている。 

現地では、対立する民族の男性が強制的に連行されたり、高齢者、女

性、児童が建物に監禁されるなどの行為が頻発し、PKO に派遣された部隊

の一部の車両が盗難にあうなど、現地の治安情勢は不安定な状況にある。 

国連はルワンダ、旧ユーゴでの文民の保護の失敗を踏まえ、加盟国へ

PKO への参加を要請し、日本国内でも参加の是非をめぐって国会で論議が

続いている状況にある。 

こうした情勢下で、貴官は部隊の指揮官から、A 国で文民に対して行わ

れる可能性がある国際法上刑罰の対象となる非人道的な人権侵害行為とこ

れを予防するための方策について、検討を命ぜられた。 

国際法上刑罰の対象となる非人道的な人権侵害行為とは何か（問 1）。 

この人権侵害行為を予防するために、考慮すべき事項は何か（問 2）。 
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（２）国際刑事裁判所における手続きの流れ 

   国際刑事裁判所はジェノサイド、戦争犯罪および人道に対する罪を取り

扱うために創設された裁判所である。総会が設置した 100 カ国以上の加盟

国が参加する委員会によって起草された裁判所規程は、1998 年にローマ

で開かれた会議において、120 カ国による支持を得ており、60 カ国が規程

を批准した 2002 年、国際刑事裁判所は効力を発揮した。国際刑事裁判所

は、オランダのハーグに設置され、9 年間の任期で選出される裁判官 18
人、および、検察官と捜査官のチームから構成される。裁判所は国連から

独立しており、規程を批准した国々に対して責任を負うことになる。 
   裁判所規程批准国は、条約に規定された罪で起訴された者を自国の法律

によって裁くか、あるいは、同人を国際刑事裁判所に引き渡し、裁判を受

けさせることに同意することになる。批准国は自らの法廷で第一審を行わ

なければならず、国際刑事裁判所が介入できるのは、国内裁判所が審理を

行う能力あるいは意志を持っていないときに限られている。それに加えて、

検察官は、詳細に定義された国際的基準に基づき、その決定を正当化しな

ければならないため、政治的な動機のある嫌疑は排除されることになる。

さらに、安全保障理事会は、ある起訴が不適切であると判断する場合、こ

れを取り下げさせる権限を持っている 123。 
図４－２ 国際刑事裁判所における手続きの流れ 

 
出典：筆者作成 

刑罰 拘禁刑 罰 金 没 収

執行 受託国or接受国(ｵﾗﾝﾀﾞ)
締約国

（裁判所に移転・損害賠償金等に充当）

集団殺害犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪、（侵略犯罪）

対象犯罪

各国で捜査・訴追
原則

検察局

裁判所長会議

裁判部

書記局

国際刑事裁判所

各国が被疑者の捜査・訴追を行う能力や意思がない場合
＋・被疑者の国籍国又は犯罪の実行地国が締約国であるか、同意している場合

or
・国連安保理が事態を付託する場合

訴追：検察官が刑事事件について公訴を
提起し、それを遂行すること

有罪判決の場合

裁判官で構成
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（３）対象となる犯罪 
   （事例問題（問 1）の解答の一例） 

  ア 集団殺害犯罪（ジェノサイド罪） 

    ICC ローマ規程 6 条によると、集団殺害犯罪（ジェノサイド罪）は、 
    「国民的、民族的、人種的または宗教的集団の全体または一部を破壊

する意図をもって行われた次のいずれかの行為」であるとしている。 
    ①集団の構成員を殺すこと 
    ②集団の構成員に対して重大な身体的または精神的な危害を加えるこ

と 
    ③集団の全体または一部に身体的破壊をもたらすことを意図した生活

条件を、集団に対して故意に課すこと 
    ④集団内における出生を妨げることを意図する措置を課すこと 
    ⑤集団の児童を他の集団に強制的に移すこと 
    これらの行為、共同謀議 lxviii、教唆 lxix、未遂及び共犯も処罰の対象と

なる。 
    ジェノサイドというと、国語辞典では、「ある人種・民族を、計画的

に絶滅させようとすること」「集団殺害」と説明されていることを見て

もわかるとおり、多数の人々を殺すことであると捉えがちであるが、ル

ワンダで行われた「敵対する民族の女性に対して組織的に強姦をして敵

対民族の出生を妨げること」は、上記の「④集団内における出生を妨げ

ることを意図する措置を課すこと」に該当し、ジェノサイド罪となるし、

「児童を強制移送すること」もジェノサイド罪に該当する。 
    つまり、大量に人を殺害することだけがジェノサイドではないという

ことは覚えておく必要がある。 
  イ 人道に対する犯罪 

    ICC ローマ規程７条によると、人道に対する犯罪とは、○広範な攻撃

又は系統的な攻撃の一環として行われること、○一般住民に向けられて

いること、○国家若しくは組織の政策によるもので、以下の 11 の行為

lxviii 二人以上の者が違法な行為を行おうと合意すること 
lxix 他人をそそのかして犯罪実行の決意を起させること 
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をいう。 
    ①殺人 
    ②せん滅 
    ③奴隷化 
    ④住民の追放又は強制移転 
    ⑤国際法の基本原則に反し、投獄、拘禁その他の身体的事由を著しく

剥奪する行為 
    ⑥拷問 
    ⑦強姦、性的奴隷化、強制売春、強制妊娠、強制断種、またはその他

同等の重大な性暴力 
    ⑧政治、人種、国民、民族、文化、宗教、性別に基づき、またはその

他の国際法において許容されないものとして普遍的に認められた理

由に基づき、規程に挙げる行為に関連して、いずれかの同一視しう

る集団に対して行われる、または集団的に行われる迫害 
    ⑨強制失踪 
    ⑩アパルトヘイト犯罪 
    ⑪意図的に著しい苦痛を与え、身体的若しくは心身の健康に重大な害

をもたらす同様の性質をもつその他の非人間的な行為 
    をいう。 
    「人身売買（特に女性、児童）」は人道に対する犯罪の顕著な一例で

ある。 
    この犯罪で注意すべき点は、武力紛争中に行われる犯罪に限られてい

ないということである。 
  ウ 戦争犯罪 

    ICC ローマ規程 8 条によると、戦争犯罪とは、国際武力紛争に適用さ

れる国際人道法の違法行為又は、非国際武力紛争に適用される国際人道

法の違反行為であって、特に、計画もしくは政策の一部として、又は大

規模に行われた犯罪の一部として行われるものをいう。 
    実際に、国際刑事裁判所において、訴追の対象となっているのは、

「国際紛争において、15歳未満の児童を軍隊や武装団体に徴募もしくは
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入隊させることまたは敵対行為に直接参加させること」、いわゆる、児

童兵士を戦闘行為に参加させた行為が、戦争犯罪として、裁かれている。 
  エ 侵略犯罪 

    侵略犯罪については、改正規程の第８条に規程はされているが、各国

の意見の相違を反映して、極めて複雑で特殊な規程になっており、その

解釈について締約国間で共通の理解を形成していくことが求められてお

り、ICC が実際に裁判権を行使するには至っていない。 
（４）重大な犯罪予防のための考慮事項 
   （事例問題（問 2）の解答の一例） 

   本事例問題は、旧ユーゴにおける事案を基に作成したものである。旧ユ

ーゴにおいては民族浄化という名で知られるジェノサイドが問題として注

目された。以下、事例問題の解答の一例を示す。 
  ア 問題となる重大な犯罪行為に関する徴候の察知 

    国際刑事裁判所に関するローマ規程に規定されている「集団殺害犯罪」

「人道に関する犯罪」「戦争犯罪」について把握することが出発点とな

る。実際に、国際刑事裁判所の検察官が捜査・訴追を行っている事件を

分析すると、次の犯罪行為が確認されている。 
  （ア）旧ユーゴ国際刑事裁判所（ICTY） 

事件（国）名 確認された犯罪行為 

旧ユーゴスラヴィア 
ジェノサイド罪 
人道に対する罪（殲滅、殺人、迫害、強制移送、追放） 
戦争犯罪（殺人） 

  （イ）ルワンダ国際刑事裁判所（ICTR） 

事件（国）名 確認された犯罪行為 

ルワンダ 

ジェノサイド罪 
人道に対する罪（殺人、拷問、強姦殲滅） 
ジュネーヴ諸条約共通第３条の重大な違反 
（殺人、残虐な扱い） 
共通第 3 条及び第二追加議定書の重大な違反 
（個人の尊厳に対する侵害、強かん） 
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  （ウ）国際刑事裁判所（ICC） 

事件（国）名 確認された犯罪行為 

ルバンガ事件 
（コンゴ民主共和国） 

戦争犯罪（児童兵の使用） 

カタンガ及び 
ングジョロ事件 
（コンゴ民主共和国） 

人道に対する犯罪（殺人、強姦及び性的奴隷） 
戦争犯罪（児童兵の使用、文民たる住民に対する攻撃、

殺人、財産の破棄、略奪、性的奴隷及び強姦） 

（ウガンダ） 人道に対する犯罪（殺人、奴隷化等） 
戦争犯罪（殺人、文民たる住民に対する攻撃等） 

アフメド・ハルン事件 
及びアリ・クシャイブ事件 
（スーダン・ダルフール） 

人道に対する犯罪（殺人、住民の強制移送、迫害、拷問

等） 
戦争犯罪（文民たる住民に対する攻撃、強姦、略奪等） 

バンダ及びジェルボ事件 
（スーダン・ダルフール） 

戦争犯罪（敵対行為に直接参加しない者の声明に対し害

を加えること、PKO 要員等に対する攻撃、略奪） 

バシール事件 
（スーダン・ダルフール） 

人道に対する犯罪 
（殺人、殲滅、強制移送、拷問、強姦） 
戦争犯罪（文民たる住民に対する攻撃、略奪） 

アブ・ガルダ事件 
（スーダン・ダルフール） 

戦争犯罪 

フセイン事件 
（スーダン・ダルフール） 

人道に対する犯罪 
（迫害、殺人、強姦等） 

（中央アフリカ共和国） 
人道に対する犯罪 
（殺人、強姦） 
戦争犯罪（殺人、強姦、略奪） 

（ケニア） 人道に対する犯罪（殺人、迫害） 
（リビア） 人道に対する犯罪（殺人、迫害） 
（コートジボワール） 人道に対する犯罪 

   確認された事例を分析すると、殺人、強姦が圧倒的に多い。こうした事

例に特徴的な点は、強制的に連行されたり、建物に監禁された後、こうし

た犯罪行為に至ることが顕著である。本事例のもととなった旧ユーゴでは、

判決文によると、スレブレニッツア陥落後、2 日間をかけて 15 歳から 65

歳までのムスリム人男性が女性、子ども、老人から強制的に分けられ、施

設に食糧や飲料水を提供されることなく拘禁され、別の施設へ移送し、そ

の移送の過程で、様々な場所において処刑されている。また、建物に監禁
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された女性は、兵士等から連日、強姦され、強制的に妊娠させられている。 

   また、旧ユーゴにおいては、国連部隊から奪った制服や車両などの盗品

がセルビア人によって、ムスリム人の投降を促すために利用されてい

る 124。 

   このようなジェノサイド罪や人道に対する犯罪などの重大な犯罪に対す

る対応として国連で最も重視しているのは、保証・予防措置である（細部

については、第５章「文民の保護」で後述する）。この予防措置を行うた

めには、当該犯罪行為に関する徴候を把握することが極めて重要であり、

ジェノサイド罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪とは具体的にどういった行

為が該当するのか、実際にどういった行為が問題となったのか、そして、

それらの行為がどのような過程（徴候）を経て行われているのかを、多数

の過去の事例を分析して把握し、部隊が展開した場合どのように徴候を察

知するかについて検討することが必要である。 

  イ 戦略的意図の看破 

    旧ユーゴやルワンダにおけるジェノサイドは、和平プロセスが進行し

ている中で生起したという特徴を有している 125。つまり、ジェノサイ

ドをするという戦略的意図を秘したまま、和平プロセスを進行させてい

たのである。 

    第５章の「文民の保護」で細部については後述するが、PKO におけ

る「文民の保護」の活動においては、「政治的プロセスによる保護」

「身体的暴力からの保護」「保護する環境の構築」の 3 つの階層を同時

に展開することが必要であるとされている。本事例のように、和平プロ

セスの進行により「政治的プロセスによる保護」が表面的に進行してい

ても、実際には、暴力行為が頻発しているなど、「身体的暴力からの保

護」や「保護する環境の構築」において、保護活動が進捗していない場

合は、ジェノサイド等の戦略的意図が秘匿されている可能性があること

に注意しなければならない。 
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  ウ 情報収集・分析態勢の確立 

    ルワンダの事例では、国連ルワンダ支援団（UNAMIR）lxxの指揮官

であるロメオ・ダレールはフツ過激派による虐殺計画を知り、国連に

PKO の増強や過激派の武器の押収を提案している（ただし、この提案

は、UNAMIR には権限がないという理由で不許可となり、ジェノサイ

ドを防止することはできなかった。）。この虐殺計画の情報が、現地情

報提供者からもたらされたものであることを踏まえると、こうした重大

な犯罪を防止するためには、現地情報を収集できる体制と徴候を分析す

るための分析能力が必要不可欠である。 

    もっとも、国連に PKO 要員を提供している加盟国は、国連が独自の

情報収集・分析能力を持つことを望んでいないと言われている 126。こ

うしたことから、国連の情報収集・分析能力に依存することなく、要員

提供国自身が十分な情報収集・分析能力を有していなければ、ジェノサ

イド等の重大な犯罪を予防することは、極めて困難であると考えられる。 

    したがって、派遣された場合、現地での情報収集・分析をどのように

確立するかについて、検討する必要がある。 

  エ 部隊規模に応じた対応要領の作成 

    ジェノサイド罪や人道に対する罪の徴候を察知できたとしても、どう

防止するかは別問題である。部隊の規模が小さい場合には、効果的な対

応を取り得ないこともありうる。 

    例えば、旧ユーゴでは、ムスリム人が強制移送されている際に、

UNPROFOR オランダ軍部隊が同伴や氏名の確認を行うとしているが、

セルビア人に拒否されており、その後、様々な場所へ強制移送する時に

処刑が行われている。 

    PKO においてパトロールなどで小規模な人数で従事する任務もある

が、任務遂行中に、多数の武装集団等が住民に対し、危害を加えている

場面に出くわしたり、重大な犯罪行為の徴候を察知する場合もありうる。

lxx UNAMIR: United Nations Assistance Mission for Rwanda 
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こうした場合に、そのまま見逃せば、住民からの信頼を失うし、PKO

要員が少人数であるにもかかわらず、強硬手段をもって防止しようとす

れば、武装集団等からの反撃により、PKO 要員自身が被害者になりう

ることも考えられる。 

    したがって、任務や予測される事態に応じた部隊規模の設定に努める

とともに、十分な規模を準備できない場合の連絡、増援等、部隊規模に

応じた人権侵害への対応要領について検討しておく必要がある。 

  

123 http://www.unic.or.jp/know/image04.htm（2013 年 7 月 10 日 12:00 閲覧） 
124 長有紀枝『スレブレニツァ－あるジェノサイドをめぐる考察』東信堂、

2010 年、158-159 頁 
125 同上、330 頁 
126 2013 年 7 月 2 日、防衛省統合幕僚学校における明石康国連事務次長講話 
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第４章 国連平和維持要員による人権侵害への対処 

１ 国連平和維持要員による人権侵害 

 

（１）国連平和維持要員による人権侵害の問題 

   国連は紛争地に PKO を派遣しているが、PKO 要員による女性への暴力

（難民キャンプでの性暴力や、現地での買春などの行為）が大きな問題と

なっている。こうした事態を受け、安全保障理事会は 2000 年に安保理決

議第 1325 号により、平和維持活動にジェンダーの視点を入れることや、

要員に対する研修、加害者の処罰を各国に求めたが、効果が十分でないた

め、第３章で述べたとおり、決議第 1820 号、第 1888 号などの新たな決

議により、各国に対して人権侵害に対する取り組みの強化を求めている。 

図 ４－１ PKO 要員が主体となる人権侵害の構図 

 
     出典：筆者作成 

（２）実例 

  ア メディア等で公表されているもの 

  （ア）コンゴの事例 

     2006 年 8 月 18 日、コンゴ（旧ザイール）で活動する世界最大規模

の国連平和維持活動（PKO）部隊、コンゴ監視団（MONUClxxi、約

lxxi MONUC: Mission de l'Organisation des Nations Unies en République 
démocratique du Congo 

PKO要員が加害者

となる事案が生起

主体
（加害者）

客体
（被害者）

人権侵害行為

要員教育

女性、児童等の権利

設問 

・国連が問題視している国連平和維持要員による人権侵害行為とは何か。 
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２万人）の要員が組織的な少女買春に関与している疑いが浮上し、国

連が内部調査を行っている。MONUC では 2004 年にも、兵士らが卵

や牛乳などと引き換えに難民の少女に性交渉を迫るなどしていたこと

が判明している。MONUC の声明などによると、地元のあっせん業者

がコンゴ人少女に対し、MONUC 部隊が駐留する南キブ州での売春行

為を勧誘。一部の少女らの証言から、組織的な少女買春網の存在が浮

かび上がった 127。 

  （イ）ハイチの事例 

     2007 年、国連は、ハイチに展開中の PKO「ハイチ安定化派遣団

(MINUSTAH)」に参加するスリランカ兵士による現地女性に対する

買春疑惑が浮上し、懲戒処分として 100 人以上を公表の翌日には送還

すると発表した。 

     また、同ハイチにおける 2011 年の部隊の例では、ウルグアイ軍の

兵士 4 人が地元の 18 歳の少年に性的暴行を加えたという疑いが持た

れたもので、ウルグアイの兵士が笑いながら少年に性的暴行を加えて

いる動画がインターネット上に公開されたという。４人は速やかに身

柄を拘束されていて、ウルグアイは現地司令官を更迭するとともに、

国防大臣がハイチ政府に謝罪した 128。 
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  イ 国連で調査中の規律違反の件数（2013 年 4 月 30 日現在） 

区 分 総 数 割 合 
PKO 
の件数 

PKO の 
占める割合 

金 銭 94 42% 21 19% 

物品、資産 5 2% 4 4% 

管 理 6 3% 3 3% 

人 事 71 31% 49 44% 

調 達 21 9% 10 9% 

計 画 4 2% － 0% 

SEA 25 11% 25 22% 

セクハラ － 0% － 0% 

合計 226 100% 112 100% 

    出典：OIOS 月間記録資料を基に筆者作成 

（３）平和維持要員による人権侵害の影響 

 
  ア 国連に対する信頼とイメージの失墜 

    違反行為、特に性的搾取・虐待や犯罪行為はミッションのイメージと

信頼を著しく損ない、マンデート遂行実施にマイナスの影響を与えかね

ない。そして、ミッションの信頼性を損なうことにより、平和維持活動

の効果を減少させるとともに、活動の実施そのものが困難になる場合も

ある。また、違反行為は、国際社会や受入国において、国連と要員派遣

国の評判にも悪影響を及ぼす。 

 

設問 

・平和維持要員が人権侵害行為を行った場合、どのような影響が生じるの

か。 
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  イ 不安全状態の生起 

    違反行為は、平和維持要員の安全を脅かすことがある。特に性的搾

取・虐待などは、被害者の人権を侵害するばかりでなく、被疑者、部隊

全体、ひいてはミッションが、家族や共同体からの暴力的報復を受ける

ことにもなりかねない。 

 

２ 国連行動規範 

 
  国連では国連行動規範を支える原則として、次の 3 つを掲げている。 

  ①最高水準の能率、能力および品位を保つ義務 

  ②性的搾取および虐待（SEA）におけるゼロ・トレランス・ポリシー（不

寛容方針） 

  ③国連行動規範を遵守させることができなかった場合の監督者の説明責任 

   この中で、特に注意しなければならないのは「②性的搾取および虐待

（SEA）におけるゼロ・トレランス・ポリシー（不寛容方針）」である。

国連は SEA に対しては、情状酌量を一切認めず、厳格に対処していると

いうことを十分に認識しておく必要がある。 

 

３ 違反行為 

 

設問 

 PKO へ指揮官及び幕僚として派遣される場合、認識しておかなければな

らない「国連行動規範を支える３つの原則」とは何か。また、要員による人

権侵害行為のうち、特に厳格に対処している行為は何か。 

設問 

・平和維持要員の違反行為は、どのように分類されているか。 

・文民要員、派遣部隊要員等、警察要員及び軍事監視要員の違反行為は、ど

のように定められているか。 
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（１）分類 

   管理・調査の目的上、違反行為は分類Ⅰと分類Ⅱの 2 つに大別される。 

  ア 分類Ⅰ 

    分類Ⅰにあたる違反行為とは、重大な違反行為として、危険で複雑な

問題および重大な刑事事件をいう。分類Ⅰにあたる事件の調査は、文民

要員については、専門的訓練を受け、経験を積んだ、独立した捜査官が

行う。派遣部隊については、懲戒処分等の身分に関する権限は、国連で

はなく、要員提供国にあることから、派遣部隊の本国の当局が責任を持

って調査にあたる。 

    具体例は、次のとおり。 

   ・性的搾取および虐待（SEA） 

   ・重大又は複雑な詐欺行為 

   ・その他重大な犯罪行為・活動 

   ・利害争い 

   ・重大な管理ミス 

   ・資源の浪費 

   ・職員又は他者の生命の危険や死亡を伴う全ての事案 

  イ 分類Ⅱ 

    分類Ⅱにあたる違反行為とは、軽微な違反行為をいう。分類Ⅱの事件

の調査は、通常、PKO の中で行われる。 

    具体例は次のとおり。 

   ・単純な窃盗及び詐欺 

   ・差別、嫌がらせ（セクシャル・ハラスメントを含む） 

   ・交通関連の事故（スピード違反等） 

   ・契約上のトラブル 

   ・オフィス管理上のトラブル 

   ・設備又はスタッフの軽微な誤用 

   ・軽微な管理ミス 

   ・国連規則、規定又は行政公示の違反 
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   ・単純な資格詐称 

（２）要員類型別の違反行為 

   国連は要員の類型別に行動規範を設けている。これは、要員によって適

用されるされる様々な方針と手続きが異なるからである。以下、要員別の

違反行為について言及する。 

  ア 文民要員の違反行為 

   ・国連憲章、職員規則・規定、関連する行政公示を遵守しないこと 

   ・国際公務員に求められる行動規範を遵守しないこと 

   ・原則は、平和維持ミッションに参加する他の文民にも適用される。 

  イ 派遣部隊要員及び司令部幕僚の違反行為 

    違反行為は、単なる違反行為と重大な違反行為に分けられている。 

  （ア）違反行為 

     国連行動規範、ミッション別規則・規定又はその影響が各国の派遣

部隊以外である場合において、部隊地位協定に従った国内法規と現地

の法律に定める義務に違反する行為又は不作為をいう。 

  （イ）重大な違反行為 

     個人又はミッションに対して重大な損失、損害又は障害を与えるか、

与えると見られる違反行為（犯罪行為を含む。）をいう。性的搾取及

び虐待（SEA）は、重大な違反行為に該当する。 

  ウ 文民警察要員及び軍事監視要員の違反行為 

    違反行為は、軽微なものと重大なものに分けられている。 

  （ア）軽微な違反行為 

     ミッション運用手続手順（SOP）lxxii、指令その他の適用規則、規

定、行政指令に違反する行動、不作為又は過失であって、個人又はミ

ッションに重大な損害、障害を与えないか、与えないと見られるもの

をいう。 

lxxii SOP: Standard Operating Procedure 
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  （イ）重大な違反行為 

     ミッション運用手続手順（SOP）、指令その他の適用規則、規定、

行政指令に違反する行動、不作為又は過失（犯罪を含む。）であって、

個人又はミッションに重大な損害、障害を与えるか、与えると見られ

るものをいう。 

（３）報告 

 

  ア 報告先 

    ミッションの行動・規律チーム（CDT）lxxiiiが申し立てられた違反行

為の報告を受け取る一義的な部署である。その他にも、ミッション長

（HOM）、軍事部門長（HOMC）lxxiv、警察部門長（HOPC）lxxv、国

連内部監視業務室（OIOS）lxxvi、倫理担当（Ethics Office）及び国連行

政監察官はそれぞれの役割に基づいて、違反行為の報告をうける。 

    制服（軍事・警察）要員が違反行為を報告する場合は、指揮系統を通

じて行う。文民要員の場合は、直接 CDT 及び他の報告部署に直接報告

することができる。 

  イ 報告義務及び留意事項 

    すべての平和維持要員は、違反行為が疑われる場合は報告し、調査に

協力し、誠実に情報を提供する義務を負う。 

    平和維持要員は、国連の規則及び規定の違反を報告し、正式に監査や

調査に協力する義務を負う。 

    誠実に違反行為を申し立てたスタッフメンバーは報復から保護される

lxxiii CDT: Conduct and Discipline Team 
lxxiv HOMC: Head of Military Components 
lxxv HOPC: Head of Police Components 
lxxvi OIOS: United Nations Office of Internal Oversight Services 

設問 

・平和維持要員の違反行為を報告する場合、どこに報告するのか。 

・平和維持要員に課せられる違反行為に関する報告義務とは何か。 
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権利を有する。 

    スタッフメンバーにより不適切に行われた申し立てや裏付けのないう

わさの流布は違反行為に該当するものとして取扱うよう留意すべきであ

る。 

   平和維持要員の違反行為に係る義務は以下のとおりである。 

  ・違反行為が疑われる場合は報告する。 

  ・国連の調査に誠意を持って協力する。 

  ・証拠によって裏付けられた真正な報告を実施する。 

  ・監督上の承認を得る必要がなく、直接、国連内部監視業務室（OIOS）

に違反行為を報告できる。 

   

４ 平和維持要員の違反行為に対する法の適用と処分等 

 

  PKO に派遣された平和維持要員は、受入国の法令を尊重することが義務

づけられるが、受入国の法律すべてが PKO に適用されるとすると、受入国

における武器等の使用、民事・刑事の裁判管轄権、不動産の使用、民間業者

が部隊のため搬送する物資に対する関税、損害賠償請求など、派遣部隊の活

動に制約が生じることになる。こうしたことから、国連は部隊を派遣する

国々を代表して、PKO モデル地位協定案の項目をもとに、PKO とその要員

に対する国連特権免除条約の適用、現地法令の尊重、国連の旗及び車両標識

の使用、無制限の通信、受入国内での移動の自由、公租公課の免除と売店の

運営、PKO 施設の不可侵と便宜の供与（水、電気等）、現地人の雇用、入

域・滞在・出発に際しての旅券や査証等の規則の免除、身分証明書の発給と

提示、制服及び武器、自動車運転免許、PKO 憲兵の要員逮捕権、裁判権の

扱い、死亡した要員の扱い、紛争の解決などについて、受入国からの合意を

得て、地位協定を締結している 129。この地位協定に基づき、通常、平和維

設問 

 平和維持要員が違反行為を行った場合、どのような処置が採られるのか。 
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持要員は、刑事法犯罪を犯しても、受入国の裁判権に服することはない。 

  調査によって違反行為が立証されると、懲戒処分となる。文民要員につい

ては国連が処分を行い、制服要員については、加盟国の責任に帰する。懲戒

処分の事例としては、書面によるけん（譴）責（written censure）、降格

（demotion）、罰金（fine）などがある。 

  その他の措置として、制服要員については本国送還及び以降の任務禁止、

文民要員については即時解雇、もし平和維持要員が強姦のような犯罪行為に

関与した罪に問われる場合は刑事手続きが進められる。文民要員については、

犯罪調査のため、国連は、予備調査を適切な加盟国に付託する。制服要員に

ついては、犯罪行為に相当する本国の行動規範に対する違反は、刑事手続き

だけでなく、懲戒手続きも行われる。 

  窃盗や業務上横領の場合には、当該要員が損害賠償責任を負うこともある。 

127 「ＰＫＯで組織的少女買春か コンゴ、国連が内部調査」（2006 年 08 月

18 日 07:36 共同通信 URL: 
http://www.47news.jp/CN/200608/CN2006081801003345.html） 

128 「ハイチに展開ＰＫＯ兵士、少年に性的暴行か」（2011 年 9 月 7 日 
13:27 日テレ NEWS24 URL: 
http://www.news24.jp/articles/2011/09/07/10190145.html） 

129 山田洋一郎「国際平和活動:いくつかの国際法的論点」『外務省調査月報』 
2010/No.3、36 頁 
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コラム 地位協定（地位取極） 

 

○なぜ知っておく必要があるの？ 

 「地位協定（取極）」とは、他国に軍隊を駐留させる際に、派遣国軍隊の受

入国における法的権限を定めた協定のことをいう。軍隊が他国で駐留（活動）

する場合、受入国の国内法にしたがうと活動の自由を失うことになる。具体例

をあげると、武器の携帯及び使用、軍用機の離発着、国旗の表示及び掲揚等、

ある程度の自由を確保しないと軍隊としての行動に制約を受けることになる。

そこで、軍隊の命令権と受入国の主権の境界を明確にするために締結されるの

が地位協定（地位取極）である。したがって、派遣される場合には、地位協定

の内容を把握していないと、受入国との間で問題が生じることになる。最も蓋

然性の高い事例として、公務あるいは公務外で隊員が交通事故を起こした場合、

受入国で裁判（刑事・民事）を受けるのかという問題がある。実際にカンボジ

ア PKO では隊員が交通事故を起こしているが、地位協定に基づき、カンボジ

アではなく、日本に帰国して日本で処分を受けている。 

 こうしたことから、地位協定の内容を把握していないと、隊員が交通事故を

起こしたときなど、右往左往することになるので、派遣前には必ず確認してお

く必要がある。 

○どんな内容が締結されているの？ 

 「ジブチ共和国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とジブ

チ共和国政府との間の交換公文」の一部を紹介するが、地位協定（取極）は、

自衛隊が活動するための特権免除だけではなく、受入国からの義務を課される

ものでもあるという点にも注意する必要がある。 

 （○：特権免除、●：受入国に対する義務） 

 ○施設並びに部隊、海上保安庁又は連絡事務所が使用する船舶及び航空機の

不可侵 

 ○部隊、海上保安庁及び連絡事務所並びにこれらの財産及び資産の訴訟手続
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からの免除 

 ○公文書及び書類の不可侵 

 ○公用通信の不可侵 

 ○事務及び技術職員に与えられる特権及び免除と同様の特権及び免除 

 ○関税、租税等の免除 

 ●要員の身分証明書等の常時携行義務 

 ○公務の遂行中に命令に基づきその使用が許可されることのある武器の所持

又は携行  

 ●施設及び車両等への日本国旗等の識別表示 

○「地位協定」と「地位取極」の違いは？ 

 「地位協定」は締結に国会の承認を必要とする国会承認条約であり、「地位

取極」は、行政府で締結することのできる行政協定である。行政協定とは、外

交関係を迅速に処理するためには、すべての条約に国会の承認を必要とするこ

とには合理性がないことから設けられたものである。したがって、「地位協定」

と「地位取極」の条約（国際的な合意）としての効力に違いはない。 

 日本では憲法慣行に委ねられ、①法律事項を含むもの、②財政事項を含むも

の、③国家間基本関係を設定する政治的に重要なもので批准を要するものが国

会承認条約とされ、これらの原則を大平三原則と呼称している。 

 



 
 

 

 

第５章 

 

文民の保護 

－信頼性確保に直結する重要な課題―
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第５章 文民の保護－信頼性確保に直結する重要な課題－ 

 「文民の保護」（POC：Protection of Civilian）は 1999 年以降、平和維持

活動のマンデートとして取り入れられるようになり、安保理決議第 1674 号及

び第 1894 号によって明示的に PKO ミッションの役割として位置づけられる

ようになった。さらに、ミッションをより効果的に実施するために、国連本部

PKO 局等で過去の実績等を踏まえた文民の保護に関する様々な検討が重ねら

れ、任務構想の形成に併せ、教育体系の形成が進められてきた。 

本章では、上記の検討を踏まえた国連による派遣前部隊向けの教育モジュー

ルである STM の平成 25 年末時点の内容（当該教育モジュールは随時更新、

改善されていくことが予定されている）に沿って、文民の保護の概略について

説明するとともに、自衛隊派遣部隊にとって特に重要と思われる論点について

紹介する。 

 

１ 保護対象となる文民の範囲 

 

  PKO において、保護対象となる「文民」は、国際人道法に規定される

「文民」と同義である。つまり、「文民」とは「直接的な戦闘行為に参加し

ていない者」をいう。 

  国連平和維持要員は、常に、文民と戦闘員及び民間の対象物と軍事的対象

物を明確に区別することが期待されている（事務総長告示）。 

  国際人道法の下では、文民は被保護者であり、文民は攻撃対象としてはな

らず、その生命と尊厳は尊重されなければならない。文民は「直接的な戦闘

行為に参加」していない者であり、その結果として、攻撃からの完全な保護

対象としての地位が与えられている。単に武器を所持していることだけでは、

戦闘員として扱われることにはならない。武器を所持している文民（例えば、

自己防護や財産の保護を目的としている場合）であっても、保護対象となり

うる。文民が直接的な戦闘行為に参加した場合は、文民ではなくなり、その

設問 

・PKO において保護対象となる「文民」とは何か。 
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保護対象としての地位は失われる。 

  また、これらの人々が他の個人や集団に対して暴力を行う、または、暴力

を行う準備をしているという歴史的な前例や信頼できる情報に基づいた合理

的確信がある場合には、これらの個人は保護の対象とはならない。 

 

２ 「文民の保護」の重要性 

 
  「文民の保護」が重視されるようになったのは、「文民の保護」に失敗し

た場合、PKO のミッションそのものの正当性、存在意義、価値及び有用性

が失われるとともに、国連及び PKO に対する信頼性が低下し、ミッション

の失敗につながるからである。このきっかけとなったのは、1990 年代前半

の旧ユーゴスラビア及びルワンダにおける PKO が、紛争の犠牲となってい

る文民を十分に保護できず、失敗に終わったと評価され、国際社会、なかん

ずく、国連の無力さを露呈したことにある。その後、1999 年 2 月、カナダ

政府等の主導により、安全保障理事会において「文民の保護」が議題として

取り上げられ、同年 9 月に「文民の保護」に関する安保理決議第 1265 号が

採択されている。この安保理決議第 1265 号は、紛争における最大の被害者

が「文民」であることを認定すると同時に、「文民」に対する被害が長期的

な平和や復興及び回復に大きな影響を及ぼすことを明記している。2006 年 4

月 28 日に採択された安保理決議第 1674 号は、武力紛争における文民の保

護に関し、武力紛争の停止及びその再発の予防の重要性を強調し、再発予防

のために、《経済成長、貧困根絶、持続可能な開発、国民和解、良好な統治、

民主主義、法の支配、人権の尊重と保護》の 8 つの要素を促進する、包括的

設問 

・2013 年 4 月、国連は各国から PKO に関連する民軍関係者を呼んで、国

連の「文民の保護」の「戦略・作戦レベル」「戦術レベル」のトレーニン

グ・モジュール（案）についての説明を行った。このように「文民の保

護」が重視されるのはどうしてなのだろうか。 
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なアプローチを提唱している。 

  また、2009 年 11 月 11 日に採択された安保理決議第 1894 号においては、

「国連安保理がとるべき適切な手段を検討するなどして・・・武力紛争で、

民間人が標的とされている現状に対応する」という民間人保護に向けた安保

理の決意が表明されている。 

  これら一連の安保理決議をみてもわかるとおり、安全保障理事会は、文民

の保護に重大な関心を持ち、かつ、対応を重視していることがわかる。さら

に安全保障理事会は、それぞれの決議を通じ、ミッション長に対して、能力

やリソースを使用する決定において、文民の保護活動を最優先にするという

明確な方向性を示している 130。 

 

３ 文民の保護の実施者 

 

図５－１ 文民の保護の実施者 

 

出典：筆者作成 

  各国政府は常に自国における文民の保護に関して一義的責任を負う。この

保護は軍隊や警察などによる国内の安全の確保や司法制度によってもたらさ

文民

保護責任：受入国

UNHCR
（支援）

OHCHR
（支援）

UNOCHA
（支援）

ICRC
（支援）

NGO等
（支援）

UNICEF
（支援）

脅威 保護

PKO
（支援）

設問 

・国連は「文民の保護」を重視していることを述べたが、「文民の保護」の

一義的責任を負っているのは国連（PKO）なのか。 
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れる。国際社会によって、PKO 等として派遣され、任務を付与されている

その他の機関は、あくまで受入国の保護責任を支援するということで補助的

役割を果たし得るに過ぎない 131。 

  受入国政府を支援する機関等としては次のものが挙げられる。 

（１）国連平和維持要員 

   安全保障理事会によって文民の保護マンデートの権限を付与された国連

平和維持要員は、国際の平和と安全が危険にさらされていると判断される

場所において、受入国機関の保護の取組みを支援又は補助する。 

（２）国連難民高等弁務官事務所（UNHCR） 

   職員は、都市部、受入国のコミュニティ及び難民・国内避難民サイトに

おいて勤務している。彼らは合法的、身体的保護を推進・提供し、避難民

への暴力という脅威を最小限にしようと尽力している。また、彼らは難民

脱出の直後、避難所、食べ物、水、医療的ケアを最低限与えられるよう活

動を行っている。 

（３）国連人権高等弁務官事務所（OHCHR） 

   国連人権高等弁務官事務所は、現場で人権状況の監視や技術研修や司法

行政・立法改革・人権条約の批准や人権の教育の分野における支援などの

計画の実行にとりくんでいる。 

（４）赤十字国際委員会（ICRC） 

   赤十字国際委員会は、国際人道法に基づき行動する団体である。赤十字

国際委員会のミッションは、武力紛争及びそれ以外の状況に於ける暴力の

被害者の生命や尊厳を保護すること及び被害者に対し支援を与えることで

ある。 

（５）国連人道問題調整事務所（UNOCHA） 

   国連人道問題調整事務所は、災害及び緊急事態において、人的被害の緩

和、困窮している人々の権利擁護、事態対処への準備や防止を促進し、事

態解決のための持続的な解決の支援を行うために、国内及び国際的なアク

ターと協力して、人道支援を取りまとめ、調整する。 
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（６）国連児童基金（UNICEF） 

   国連児童基金は、暴力、搾取及び虐待の防止や対応といった児童の保護

活動に取り組んでいる。また、紛争において児童に対して行われる国際人

道法違反及び人権侵害について監視・報告を行っている。 

（７）その他 

   多数の非国家アクターが人権侵害（人権監視・擁護機関）や司法機関の

復旧及び改良の監視・報告（人道支援）に関する保護の対策に関与してい

る。これらは一般的に NGO（非政府機構）や INGOlxxvii（非政府間国際

機構）及び市民社会団体と呼ばれている。 

 

４ 文民に加えられる脅威 

 
  武装集団は国際法に著しく違反する手段により、自分たちの軍事的劣勢を

補おうすることがあり、この手段は、性的暴行を含んだ市民に対する計画

的・戦略的な攻撃から、学校のような民間の目標物単体に対する攻撃、誘拐、

強制徴用、文民を利用しての軍事目標の遮蔽にまでいたっているため、暴力

による市民への被害は甚大となってきている。特に文民との識別が懸案にな

っている敵との戦闘の中において、軍事的に優れた勢力による文民に対する

脅威の程度は増加の一途をたどっており、文民の犠牲者が増加している。こ

うしたことから、軍民の区別や均衡性の原則を遵守しない戦闘行為の手段と

方法へ対処しなければならない。 

lxxvii International Non-Governmental Organization 

設問 

・PKO 派遣部隊の指揮官として、派遣地域において、頻発している「強

姦」に対して対処する場合、この「強姦」という暴力行為についてどのよ

うな分析をしなければならないか。 

・「文民の保護」の計画を作成するために検討すべき、文民に加えられる

脅威の種類と具体例は何か。 
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（１）意図による暴力の区分 

   文民に向けられる暴力は、「機に便乗して行われる暴力」と「戦略的な

意図に基づいて行われる暴力」の 2 つの暴力に分けられる。 

   この 2 つの暴力は、暴力の種類による差異ではなく、その背後にある意

図によって区分されるという点に注意する必要がある。例えば、強姦を例

にとって言うと、強姦が単純に起こるのは犯人が人気のないところで女性

に遭遇して、犯罪を犯す機会に気づくことによって行われるものである。

これが「機に便乗して行われる暴力」である。しかしながら、同じ強姦で

も、コミュニティに対する屈辱、民族浄化という戦略の一部として周到な

計画の結果によってもたらされるものは「戦略的な意図に基づいて行われ

る暴力」に区分され、効果的な対策も異なる。 

   「（特定の）暴力行為」というひとつの脅威を評価する場合においても、

その背後にある意図を的確に分析しなければ、効果的な対策がとれないこ

とを認識する必要がある。 

図５－２ 暴力の背後にある意図の分析による対策の相違の一例 

 

出典：筆者作成 

強姦

背後にある意図による暴力の区分

「戦略的な意図に基づいて行われる暴力」「機に便乗して行われる暴力」

犯人が人気のないところで女性に遭遇して
犯罪を犯す機会に気づいて行為を実施

害、屈辱、コミュニティに対する民族浄化と

いう戦略の一部として周到な計画の結果に
よってもたらされるもの

犯意を誘発する環境の改善 計画・実行者の逮捕

対策 対策

背後にある意図に
より対策が異なる
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（２）脅威の対象による区分 

   実際に文民が直面する脅威の主なものを、脅威の対象によって区分した

ものは、次のとおりである。 

表５－１ 脅威の対象による区分 

脅威の種類 例 

生命に対する脅威 
・恣意的、即決、裁判なしの死刑 
・殺人（犯罪による個人的殺人から組織的暴力やジェノサイド

によるもの） 

身体に対する脅威 

・拷問、残虐な、冷酷な、屈辱的な行為 
・紛争に起因する性的暴力（強姦やその他の性的暴力の形態

（機に便乗したものから、計画的で広範囲で組織的に利用さ

れた強姦を含む）） 
・誘拐 
・児童の徴用や利用（戦闘員だけではなく、兵士、料理人、荷

物運搬人、スパイや性的目的の対象となるものも含む。） 
・威嚇・暴行 
・計画的略奪（食べ物、水、その他の物品や生活に必要なサー

ビス） 

自由に対する脅威 

・強制失踪 lxxviii 
・恣意的、不当逮捕又は監禁 
・脅迫 
・移動の自由の制限（強制移動を含む） 
・強制労働、強制徴用 

財産に対する脅威 ・窃盗、強奪（例 不当課税）、略奪 
（３）PKO への要求 

   前述したとおり、こうした暴力的行為からの文民の保護の責任は受入国

政府及び受入国の安全機関が負うべきものである。そして、PKO はあら

ゆる暴力行為に対処できるだけのリソースを有していない。しかしながら、

文民の保護マンデートを与えられた PKO は、その能力の許す限りにおい

て、性的暴力を含む大・小規模の攻撃から文民を保護する権限を与えられ

ている。したがって、脅威の種類とその背後にある意図を十分に分析して、

効果的に文民の保護を行うことが求められている。 

lxxviii 「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約（略称：強制失踪

条約、日本は平成 19 年に署名、22 年発効）」によると、「国の機関等が，

人の自由をはく奪する行為であって，失踪者の所在を隠蔽すること等を伴い，

かつ，法の保護の外に置くこと」をいう。 
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５ 文民を保護するためのアプローチ 

 

  国連の複合型 PKO において「文民の保護」は、次の３つの視点からのア

プローチを重視している。 

図５－３ 「文民の保護」の３つの視点からのアプローチ 

 

  出典：筆者作成 

（１）人権の保障 

   PKO における「文民の保護」は、国際人道法、国際人権法、国際難民

法に基づき、個人の権利の尊重を確保するために行われる 132。 

（２）持続可能な安定化と平和構築 

   「文民の保護」を長期的な視点から捉えると、「文民が生活するための

安全で平和な環境を構築すること」が必要である。これは PKO の当初か

ら重視されていたものである 133。 

（３）危害からの身体的保護 

   肉体的暴力からの保護することは、最もわかりやすく、直ちに取り組ま

なければならない保護の形態である。活動地域に保護任務を行う他の外部

③身体への危害はないか？

②安全で平和な環境が構築されているか？

①人権が保障
されているか？

設問 

・PKO における「文民の保護」とは、どういった視点からのアプローチを

重視して行われているか。 
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アクターが存在しない場合、PKO が取り組まなければならない 134。 

（４）各アプローチ相互の関係 

   以上の 3 つの視点からアプローチは相互に関連し、補強しあうものであ

り、同時に追求していかなければならない。 

   たとえば、危害からの身体的保護は主として、軍事部門及び国連警察の

責任である。しかし、効果的に身体的保護を行うためには、人権状況の監

視を行い、危害の予測を立てる必要がある。また、身体的保護を行うこと

は、ミッションに対する現地住民の信頼性を高め、人権の保障に貢献する

ことになる。その結果、長期的な安定という目標達成のための推進力とな

り得る。 

   こうしたことから、PKO において文民の保護を付与された任務を行う

際には、保護のための３つの視点からのアプローチが取り入れられてい

る 135。 

   この３つの視点からのアプローチがどのような形で活動構想に反映され

ているかについては、第８節で取り上げる。 

 

６ 文民の保護のための活動に関係する法的枠組み 

 

  国際人道法及び国際人権法等の法規範の整備が進んできた現代において、

最大の課題はこれらの法規範の履行の確保であり、文民の保護においては、

この法規範の履行の確保は欠かすことのできないものとなっている。本節で

取り上げるものは、人権の保障のための法規範として、既に前章までで言及

したものもあるが、文民の保護という観点から、あらためて活動に関係する

法的枠組みについて言及する。 

設問 

・安保理のマンデートとして与えられている「文民の保護」に関係する法的

枠組みはどのようになっているか。 
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（１）国際法 

  ア 国連憲章 

    国連憲章は、すべての国連の権限や活動の根拠である。憲章では、国

連の主要な目的の一つとその国連の安全保障理事会の核となる責任とし

て「国際の平和と安全の維持」を示し、国連が人権に対する責任を負っ

ていることの根拠となっている。 

    憲章第 6 章及び第 7 章は国連平和維持活動の法的根拠となるものであ

る 136。 

    第 6 章－紛争の平和的解決は伝統的 PKO の根拠となっている。 

    第 7 章－平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動は

強化 PKOlxxixに関連し、この条項は国際の平和と安全が脅かされたとき、

国連の安全保障理事会に武力行使の権限を与えている 137。 

  イ 国際人道法 

    これは、ジュネーヴ条約（1949 年）とジュネーヴ条約追加議定書

（1977 年）を含んだ武力紛争の法である。国際人道法は、武力紛争

（国際紛争であるか非国際紛争であるかを問わず）を起因とする人道的

な問題を管理するために具体的に策定された一連の（伝統的・慣習的な）

国際法である。国際人道法は、戦闘の方法と手段を規制し、軍事的必要

性と人道原則（武力紛争の犠牲者の保護）をうまく両立させるために、

武装アクターの責任を明確に定めたものである 138。 

    紛争のすべての関係者（政府勢力、反乱分子、他の武装集団を含む）

は国際人道法によって拘束される 139。 

    国連軍による国際人道法の遵守という事務総長告示

（ST/SGB/1999/13）（第４章コラム参照）は、敵対行為に参加したと

き、戦闘力を失った人だけでなく、文民や非戦闘員の扱いに関して、忠

実に国際人道法の原則を忠実に守ることを求めている 140。 

lxxix 「強化（robust）PKO」とは、平和維持のために強制力を使うものを指

す。国連シエラレオネミッション（UNAMSIL）、国連コンゴ民主共和国ミ

ッション（MONUC）などがある。 
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    平和維持要員は、一般的に武力紛争に関与する勢力（兵士や戦闘員）

として見なされないが、例外的な状況下においては、平和維持要員が紛

争に関する勢力となる場合がある。こうした状況下においては、国連平

和維持要員は国際人道法に従って行動することになることに注意しなけ

ればならない 141。 

  ウ 国際人権法 

    世界人権宣言（1948 年）、拷問禁止条約（1984 年）、ジェノサイド

条約（1948 年）、児童に関する権利条約（1989 年）、国際人権規約

（1966 年）等の国際人権法は、平時、戦時を問わず適用され、すべて

の人々の基本的な権利を確立させることを目的とする条約、宣言、道徳

規範を含む国際文書の集合体によって構成されている。 

    国際人権法は、国連平和維持活動の標準的な枠組みにおいて欠くこと

のできない要素である 142。 

    国連平和維持要員は、軍人、警察、文民であるかどうかを問わず、国

際人権法に合致した行動をとらなければならないし、人権侵害の加害者

になってはならない。そして人権侵害や虐待として認識することができ

る行為と自分達の任務を実行することがどのように関わっているのかを

理解することや、自己のマンデートや能力の範囲内で適切に対処できる

よう備えることが求められている 143。 

    また、国連は性的搾取及び虐待を含む人権侵害に対しては一切の情状

酌量の余地を認めないゼロ・トレランス・ポリシーを掲げている 144。 

  エ 難民法 

    難民法とは難民の地位に関する条約（1951 年）、難民の地位に関す

る選択議定書（1967 年）から構成されるものである。 

    本条約は、難民に関する既存の国際文書に謳われてきた内容を確認、

確立したものであり、難民の法的定義及び取り扱いの最低基準を確立さ

せたものである 145。 

    国連平和維持要員はしばしば、強制移住や包括的不安定、政治的困難

によって発生した大量の難民や国内避難民がいる環境での活動を強いら
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れる。国内避難民は難民条約による保護対象には含まれていないが、す

べての避難民、特に、高齢者、子供を持つ母親、児童は特に脆弱な存在

であり、そうした避難民を保護し、難民や国内避難民が定住地に戻れる

ように、安全な環境を構築するという平和維持要員による特別な配慮を

必要としている 146。 

  オ 国際刑事裁判所に関するローマ規程（ICC ローマ規程） 

    ICC ローマ規程は、ジュネーヴ条約、世界人権宣言、国際人権法（拷

問禁止条約、ジェノサイド条約等）を含む他の国際文書から派生し、条

約に定められた違反行為への罰則を定めることで人権保障の徹底を図る

ものである 147。 

    国際刑事裁判所の検察官は条約に規定された犯罪実行地国が締約国で

ある場合又は被疑者国籍国が締約国である場合に調査を開始する 148。 

    ローマ規程によって規定され、国際刑事裁判所によって訴追される犯

罪は、ジェノサイド罪、戦争犯罪（強姦やその他の性的暴力を含む）、

人道に対する罪であり、これらはいかなる言い逃れも許されない国際社

会全体に対する犯罪として、しばしば定義されている 149。 

    これらの犯罪の定義は、前述の通り、様々な国際文書において法制

化・明文化され、加盟国は国内の裁判所において自国の刑事訴訟手続き

に則って違反者を訴追することができる 150。 

    国際刑事裁判所は、各国が被疑者の捜査・訴追を行う能力や意思がな

い場合、安保理が憲章第７章下で決議を付託した場合、国際刑事裁判所

の検察官が独自の調査を開始するという選択をした場合に、これらの犯

罪の訴追を行う 151。 

    なお、平和維持要員への攻撃はローマ規程の中で戦争犯罪として規定

されている（ただし、平和維持要員が紛争の当事者と見なされる場合を

除く）152。 

（２）安保理による任務付与（マンデート） 

   マンデートは、あらゆるミッションが展開するための法的根拠である。
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マンデートは国連本部におけるガイダンスであり、安保理が決議によって

付与した権限に基づき、ミッションが達成すべき任務のアウトラインや果

たすべき責任を網羅したものである 153。 

   文民の保護と呼ばれるマンデートは「国連憲章の第７章下での権限が付

与され、平和維持要員は差し迫った暴力による脅威がある状況において文

民の保護を実施するための必要とされるあらゆる手段を使用する権限、自

己防衛及びマンデート防衛のため権限を与えられることが記述された条項

によって示されている。これらは平和維持要員に、武力行使を上限として、

暴力から文民を保護すること、自己や他のミッションや国連のスタッフを

保護すること、ミッションの資材等やマンデートの実施（例えば、ミッシ

ョンエリアにおける行動の自由を確保することなど）に必要なすべての手

段をとる権限を付与している 154。 

（３）ROE lxxxilxxxと DUF  

   どのような場合に武力行使をし、あるいはしないのかに関して、ROE

と DUF は具体的な指示を平和維持要員や国連警察に付与する。これには

自衛のための武器の使用及びマンデート防衛のための武器使用も含まれて

いる 155。 

   ROE と DUF は、国際人権法、国際人道法だけでなく、マンデートとも

一致させたミッションを明確かつ記述したものである。soldier card に編

集し、要員に携行させるだけではなく、派遣部隊指揮官及び武装警察指揮

官は、自分の指揮下にある全ての士官、兵士や国連警察に対して、適用さ

れる国際人道法又は国際人権法と同様に ROE や DUF を明確に理解させ

るという責任を有している。国連軍司令官や警察コミッショナーの意図が

全ての指揮官に対して明確に示され、徹底されることが極めて重要であ

lxxx ROE: Rules of Engagement 
 任務に当たる国連軍事要員が武力を正当に使用できる場合と方法を概説する

軍事部門向けの指示 
lxxxi DUF: Directive on the Use of Force 
 任務に当たる国連警察要員が合法的に武力を使用することができる場合と方

法に関する警察部門向けの指示 
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る 156。 

   国連平和維持要員は、ミッションの特別な活動によって左右され、慣習

国際人道法や慣習国際人権法のもとで追加の義務を持つかもしれないこと

に注意しなければならない。軍事部門の指揮官や警察のコミッショナーは

明確なガイダンスをリーガルアドバイザーからもらわなければならないし、

その際には、部下に対して明確かつ適時にガイダンスを与えなければなら

ない 157。 

（４）SOFAlxxxii 

   SOFA は国連と受入国政府間で交渉されるものであり、平和維持活動と

その要員がマンデートを実施するために必要とする特権、免除等を規定す

るものである 158。 

   受入国政府による SOFA の締結は、平和維持ミッションの展開とマンデ

ートの実行を受入国が同意していることを示す法的声明である 159。 

   SRSG（国連事務総長特別代表）、国連軍司令官及び場合によりその他

のミッション関係高官は、外交特権を享受する。 

   すべての国連平和維持要員（全ミッション及び全てのカテゴリーの要員

（現地で雇用された常勤職員を含む）は、彼らが行うすべての公務におけ

る免除と行動の自由を享受する。 

   国連警察及び軍事監視要員は、ミッションの専門家としての地位を享受

し、逮捕、勾留及び法的プロセスの免除を享受する。 

   各国から派遣された国連軍事要員は公務における免除と受入国の刑事裁

判権からの免除を享受する。このことは、要員提供国に対して、自国の兵

士が責任あるミッションエリアにおいて起した犯罪行為を裁くことを定め

るものである 160。 

（５）受入国の国内法 

   国際人権法や国際人道法の基準に従うだけでなく、国際平和維持要員は

自分たちが展開している受入国における法律や規則を監視する責任を負っ

lxxxii SOFA: Status of Forces Agreements 
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ている 161。 

   SRSG（国連事務総長特別代表）は、受入国の法律が国際人権法や国際

人道法の基準に合致しているかだけでなく、受入国の法律を監視するため

に必要な措置をとる責任を負っている 162。 

 

７ 文民の保護に関する国連平和維持要員の権限、義務及び禁止事項 

 

（１）権限 

   すべての国連平和維持要員（文民要員も含む）は、必要があれば、武器

を使用して自己を守る固有の権利を有する（文民要員、国連警察及び軍事

監視要員は通常、武器を携行していないが、これらの要員でさえ急迫する

身体的脅威に直面した場合には、自己防衛のために何らかの武力を使用す

ることが認められている）。紛争や紛争終結直後の状況においては法秩序

が崩壊し、現地に所在する人間に対しては偶発的な危害が無差別に発生し

得る。これには無差別の略奪、不当課税、強姦、性的暴行及び強制徴用や

強制労働も含まれる。 

   平和維持要員は憲章７章に基づくミッションにおいては、急迫する脅威

の下で文民を保護することを含めて、マンデート実施のための武器の使用

が認められる。そして、予防的、先行的措置を含めて、文民に対するあら

ゆる主体（受入国政府や国に準ずる機関を含む）からの加害行動や、差し

迫った脅威に効果的に対応するため、武力の行使を含んだあらゆる手段の

使用が認められる。 

（２）義務 

  ・自己の能力の範囲及び担当地域内における急迫した脅威下に置かれた文

民を保護すること 

  ・必要性に応じて、民族、人種、宗教、社会的・経済的地位、性別、所属

設問 

・国連の教育モジュールに記述されている文民の保護に関して国際平和維持

要員に認められている権限、義務及び禁止事項は何か。 
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政党に関係なく公平に保護すること 

  ・自国領域の文民を保護する受入国の責任を侵害することなく行動するこ

と 

  ・職業人として規律・統制のとれた行動を常にとること 

  ・マンデートとミッションを理解し、これらの規定を遵守すること 

  ・受入国の法を遵守すること 

  ・受入国の住民に対する敬意、礼儀、配慮をかかさないこと 

  ・公平、誠実、気配り及び慎重さをもって行動すること 

  ・国連の指揮系統を尊重し、上官に従うこと 163 

（３）禁止事項 

  ・あらゆる状況下で、拷問又は非人間的で名誉を傷つける対応をすること 

  ・復讐や悪意に基づいた行動（特に、囚人、抑留者等に対して） 

  ・文民や民間の目標物に対して攻撃を行うこと 

  ・住民の生存に不可欠な物に対する攻撃又は使用不能にすること 

  ・平和維持要員の立場を利用して私益を得ること 

  ・性的、身体的、精神的な虐待行為を行うこと 

  ・労働や性的搾取・虐待等をも含むその他のサービスのために児童を雇用

すること 

  ・報酬、贈与及び表彰などを受けたり、それを教唆すること 164 

 

８ 文民の保護のための活動構想 

 

  国連の文民の保護のための活動は、3 層構造及び 4 つのフェーズを組み合

わせた形を基本として構想されている。その一例は、次の表に示すとおりで

ある。 

設問 

・PKO では、文民の保護のための活動構想をどのような形で計画している

のか。 
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表５－２ 文民の保護のための活動構想 

ﾌｪｰｽﾞ 
階層 

保証・予防措置 先行的措置 対応措置 定着化 

政治的 
プロセスに

よる保護 

例 
・政治的平和プ

ロセスの実行

支援 
・紛争調停と紛

争に関わる勢

力の弁護 

例 
・政治的圧力、

対話、 
・敵対性解消の

ための対話と

取組み 

例 
・政治的圧力の

強化と攻撃中

止の交渉 

例 
・和解の取組み

に対する支援

の開始 

身体的暴力

からの保護 

例 
・パトロール及

びプレゼンス

による抑止 

例 
・防護のための

警戒線、バリ

ケード又は他

の機動的な予

防展開の確立 

例 
・文民への攻撃

を撃退・打破

するために必

要なあらゆる

手段の使用、

マンデートの

固守 

例 
・広範囲のにお

ける安全の再

確立と受入国

政府機能再確

立のための支

援 

保護する 
環境の構築 

例 
・SSR 及び司法

部門改革の取

組み 
・人権侵害の監

視と予防的支

援活動 

例 
・目標の設定さ

れた DDR 
・潜在的敵対者

との和平協定

の取り交わし 

例 
・地方の治安機

構（警察、地

方軍）の展開

支援 
・人権監視能力

の維持 

例 
・人道活動の保

障、援助者及

び資産の保護 

出典：UN Protection of Civilians PDT Standards, 1st ed. (2011) p16 

（１）活動の階層 

   作戦構想に示される 3 層構造は、保護活動において同時並行で展開され

る。これらの領域は安全保障理事会のマンデートにおいて説明される保護

任務の全ての範囲を網羅している。各階層の概要は次のとおりである。 

  ア 政治プロセスによる保護 

   ・政治的プロセス（平和交渉、統治機構の発展等）への支援 

   ・紛争管理と調停の支援 

  イ 身体的暴力からの保護 

   ・軍事部門や文民部門の展開による抑止 

   ・市場や学校のような攻撃の対象となる場所の昼夜のパトロール 

   ・あらゆる手段による暴力的な攻撃への対応（文民の保護及び環境の安
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定に必要な場合には武力行使も含む。） 

  ウ 保護する環境の構築 

   ・人道支援につながる環境の構築 

   ・人権の促進及び保護 

   ・強制移動の縮小及び帰還しやすい環境の構築 

   ・DDR の実施、受入国の警察、司法、防衛部門の改革 

   ・地雷対策活動 

（２）活動のフェーズ 

  活動構想における保護の 4 つのフェーズは、必ずしも連続して行われる

わけではない。逆行する可能性もあるし、脅威の範囲や性質によっては、

同時におこなわれる場合もある。したがって、4 つの独立した概念として

理解する必要がある。 

  ア 保証・予防措置（Assurance/Prevention） 

    PKO で、最も重視されているのが、この保証・予防措置である。 

    この措置は、PKO が展開していること、脅威と環境に対して優勢な

立場にあること、現地住民を保護する準備があることを示唆するように

計画される。 

    実際に行われる活動としては、部隊の展開、パトロール、人権監視、

紛争防止と調停などを行うとともに、武装勢力、政府軍やその他の紛争

に関わる潜在的な勢力に対して、PKO は国際人権法及び国際人道法に

基づいた暴力行為を確認・報告を行うことが含まれる。 

  イ 先行的措置（Pre-emption） 

    脅威のレベルが高まった場合又は予防活動の効果が低下した場合に行

う。 

   ・緊張の解消及び武力行使の防止のために、関係勢力に対する政治的圧

力または支援を強化するを支援 

   ・軍と警察のプレゼンスを増加し、可視化する 

   ・場合によっては、限定された懲罰的なストライキ/攻勢作戦 
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    暴力行為に対する先行的措置ができなかった有名な失敗事例として

1994 年のルワンダでの事件が挙げられる。PKO 司令官であるロメオ・

ダレールは 1994 年 1 月に信頼ある筋からの情報によってフツの過激派

による虐殺計画を知り、国連に平和維持隊の増強や過激派の武器の押収

を提案するが、UNAMIR には権限がないという理由で不許可となる。 

    憲章第 7 章下での文民の保護マンデートが与えられていない場合、派

遣部隊指揮官は上記と同様の事態に直面することになる。もし、それが

与えられたマンデートの範囲内であり、すべての必要な措置をとること

ができるのであれば、武器を押収し、文民に対する攻撃を阻止するため

の先行的措置を行わなければならない。 

  ウ 対応措置（Response） 

    身体的暴力の脅威が明白であり、脅威に対する先行的措置の取組みが

失敗又は不十分と判断される場合には、さらに積極的な手段が必要とな

る。この段階においては、暴力的行為は進行しているため、攻撃者に対

して強制措置をとらなければならない。この対応措置には、武器使用も

含まれる。これは身体的保護のための措置をとることと地方、国、国際

社会レベルでの政治的誓約を確保する措置という 2 つの対応措置がある。 

  エ 定着化（Consolidation） 

    危機的状況後の安定化である。平和維持要員は住民や受入国機関が正

常な国家を再建するための支援をする必要がある。 

    このフェーズでの活動としては、人権侵害等の記録・調査、難民や国

内避難民の帰還につながる人道支援や環境の構築、地元コミュニティと

政府機関間の関係の復旧などが挙げられる。 

（３）文民の保護のための「活動階層（３層階層）」と「３つの視点からのア

プローチ」の関係 

   「活動階層（３層階層）」と「３つの視点からのアプローチ」の関係に

ついては、国連の「文民の保護」STM には言及されていないが、次の関

係があると考えられる。第５節において前述したとおり、国連は「文民の

保護」にあたって①人権の保障、②持続可能な安定化と平和構築、③危害

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%84
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からの身体的保護の３つの視点からのアプローチを重視している。①「人

権の保障」のためには、国際人道法及び国際人権法等を履行の確保を図ら

なければならないことから、「政治プロセスによる保護」という活動階層

が導かれる。②「持続可能な安定化と平和構築」のためには、文民が生活

するための安全で平和な環境を構築する必要があることから、「保護する

環境の構築」という活動階層が、③「危害からの身体的保護」は、「身体

的暴力からの保護」という活動階層につながっていると考えられる。 

 

９ 「文民の保護」実施に際しての課題 

 

  国連の「文民の保護」モジュールに記載されている課題は次のとおりであ

る。 

（１）「文民」の区別 

   PKO における文民の保護範囲で述べたとおり、文民と戦闘員の区分が

明確に分けられないことは、一つの大きな課題となっている。 

   文民と戦闘員の区分に関して問題となっている事例として、南スーダン

における牛の奪い合いにおける「武装した文民」の地位に関して混乱が生

じていることが挙げられる。通常、これらの人々は「武装した文民」とし

て見なされているが、時々、かれらは「戦闘員」として分類されるような

「敵対行為」と呼ばれる行動をとることから、その区分が問題となってい

る。 

（２）公平性の維持 

   全ての文民は、民族、宗教、政党、ジェンダー、経済的・社会的地位に

かかわらず、偏見なく、リスクにかかわらず、保護の対象である。たとえ、

その文民が武装アクターに依存している者であっても、保護対象となる。 

設問 

・国連では「文民の保護」実施に際しての課題についてどのような認識をも

っているのか。 
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   多数の紛争が生起している場合、ある集団が非常に脆弱であり、他の集

団よりも保護の必要性が高いことがある。そうした場合、必要性に応じて

脆弱な集団の保護に取り組むことになるが、この取組みが、平和維持要員

がある特定の集団に対して優遇措置を与えているかのようにみえる場合が

ある。このような場合、保護されない集団からは、国連の「公平性」に対

する疑念が生じる可能性があるという点には留意する必要がある。 

   しかしながら、ある集団が優遇措置を受けているという誤解につながる

としても、保有する能力の範囲内で、危険にさらされている全ての文民を

保護することは重要である。 

   このような誤解が生じた場合は、広報戦略による解決を図る必要がある。 

（３）受入国政府からの同意の持続 

   文民が受入国の諸機関からもしくは受入国の国家機関の個人（例として

は、指揮官からの命令を受けずに行動している一兵士など）から攻撃を受

けているとき、文民を公平に保護することは、政治的課題となる。なぜな

ら、受入国のアクターから文民を保護することは平和維持活動のミッショ

ンが展開されている受入国の同意を損なうことにつながるかもしれないか

らである。 

   しかし、受入国の侵害行為に直面して何もしないことは、住民の平和維

持活動に対する正当性を損なう可能性につながるというジレンマに直面す

ることになる。 

   この矛盾に関する一つの解釈は、憲章第 7 章に基づく「文民の保護マン

デート」は、平和維持要員に対して介入する権限を与えている。これは、

もし必要であれば、武力行使を伴ってでも、差し迫った脅威から文民を保

護するということを意味するものであり、この差し迫った脅威の中には受

入国の諸機関も含まれているというものである。 

   こうした状況から、平和維持要員は、受入国との戦略的同意を得て、平

和維持ミッションが行われているという現実と、文民に脅威を与えている

受入国の諸機関とのバランスを取らなければならない。国家レベルでの戦

略的合意は、必ずしも受入国の自治体や地方の軍との合意を保障するもの
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ではない。したがって、平和維持要員は受入国アクターの活動に対して、

強制介入する決定が為された場合、地域及び国内のパワーバランスだけで

なく、地元のパワーバランスをも考慮しなければならない。 

   このためには、効果的な人権監視と広報活動及びミッション、地方のコ

ミュニティ、機関及び地域的、国家レベルの政府間で継続的に対話を実施

することがミッションの正当性の確保とミッションの受入の同意の維持に

必要不可欠である。 

（４）報復の可能性 

   PKO の活動が失敗した場合、そのミッションは正当性及び抑止として

の価値を損なうことになる。もっとも、ミッションにおいて武力を行使す

る場合には、対象からの報復攻撃の可能性を判断し、平和維持要員その者

あるいは人道支援アクターや住民等に対して行われる暴力行為に対して、

平和維持要員が先手をとれるよう備えておく必要がある。そのためには、

どこを対象として報復がおきるのかなどを検討しておかなければならない。 

   一般的に、報復の対象となるものとしては、次のものが挙げられる。 

  ・PKO の施設、パトロール、チェックポイント等 

  ・地方のコミュニティ、特に平和維持要員に情報を提供し、支援している

と見なされている地方のアクター、集団やコミュニティ 

  ・難民、国内避難民 

  ・国連カントリーチームのスタッフや施設、あるいは平和維持要員と関係

していると見なされている他の国際機関

130 UN Protection of Civilians PDT Standards, 1st ed. (2011), Module 1, p20 
131 同上, p18 
132 同上, p13 
133 同上, p13 
134 同上, p13 
135 同上, p13-14 
136 同上, p9 
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137 同上, p9 
138 同上, p9-10 
139 同上, p10 
140 同上, p9-10 
141 同上, p10 
142 同上, p10 
143 同上, p11 
144 同上, p11 
145 同上, p11 
146 同上, p11 
147 同上, p12 
148 同上, p12 
149 同上, p12 
150 同上, p12 
151 同上, p12 
152 同上, p12-13 
153 同上, p15 
154 同上, p15 
155 同上, p15-16 
156 同上, p15-16 
157 同上, p16 
158 同上, p17 
159 同上, p17 
160 同上, p17 
161 同上, p18 
162 同上, p18 
163 UN Protection of Civilians PDT Standards, 1st ed. (2011), Module 2, p21 
164 同上, p22 
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○「文民の保護」に関して、理解しておいた方がよい用語とは？ 

 安保理決議によく使用される「文民の保護」に関する用語で、誰でも知って

いる英単語で記述されていることから、その重要な意味を見落としがちな用語

について説明する。これらの用語は、CCMR（Center for Civil-Military 

Relations：米海軍大学院隷下の民軍関係センター）が行っている PKOCCC

（Peacekeeping Operation Contingent Commander’s Course：PKO 派遣部

隊指揮官課程）や UNSOC（United Nations Staff Officer’s Course：国連幕僚

課程）などの教育内容に必ず含まれ、筆者が国連本部 PKO 局のブリーフィン

グを受けた際にも、解説されたものである。 

 これらは安保理決議等でも使用される可能性が高く、文民の保護に関するマ

ンデートを理解する上でも必須であるので、UNSOC での説明資料をもとに解

説する。 

１ Necessary action 「必要な措置」 

  ミッション司令部には、差し迫った脅威から文民を保護するために、武力

行使を含む「必要な措置」をする権限を与えられている。 

  この「必要な措置」とは、文民、警察、軍事に係わるあらゆる活動を含み、

脅威を回避、軽減するための予防・先行的措置（予防・先行的措置とは、必

ずしも軍事的手段を伴うものではない。）や、脅威に対する対応措置を含む

こともある。 

  武力行使は、あくまで最終手段であって、自衛やマンデート遂行のために

必要な最小限度の範囲で認められている。 

２ In the area of deployment of its forces 「兵力の展開範囲において」 

  PKO ミッションにおいては、軍事部門はミッションの安全確保や治安維

持などの多様な責務を負っており、第一義的役割が文民の保護であるとは限

コラム 「文民の保護」に関する用語の解説 
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らない。したがって、軍事部門はすべての兵力を文民の保護に投入できるわ

けではないし、当然ながら、複数の現場で同時に展開できるわけではない。

したがって、限られた兵力を投入する範囲は、直面する脅威及びリスクを分

析し、非軍事部門への支援も含め、効果的に任務が遂行可能となるよう決定

されるべきである。 

３ With its capabilities 「能力の範囲において」 

  現地における文民の安全について第一義的な責任をもつのは受入国政府で

あるが、当該政府に文民を保護する能力がない又は意思がない場合には、必

要に応じて平和維持要員がその役割を担わなければならない。しかし、PKO

ミッションの限られた軍事的資源（人、装備品、物資等）を最適な形で投入

するために、以下の要素を考慮する必要がある。 

 ・攻撃側の動機、組織、能力、資源 

 ・文民の保護のための行動をとる、或いはとらないことによって生じる、ミ

ッションの信頼性への影響 

 ・ミッションの対応能力を超える場合は、その旨をミッション上層部を通じ

て国連本部 PKO 局に報告 

４ Without prejudice to the responsibility of the government 「政府の責

務に影響を与えることなく」 

  前述を繰り返すことになるが、受け入れ国政府は文民の保護に関して第一

義的な責任を有しており、PKO ミッションはこれと協調して文民の保護活

動を行う。しかし、受入国政府は文民の保護をする能力または意思が欠けて

いることがあり、更には受入国の軍隊そのものが文民に対する脅威になって

いる場合もある。この様に真に必要な場合に際してのみ、平和維持要員は受

入国政府に対して武力行使を含む行動をとる権限を有している。しかし、受

け入れ国の合意の下、という PKO の原則に則れば、受入国政府の優位性は

可能な限り尊重すべきであり、行動計画、活動状況は受け入れ国政府に通知

するよう留意する必要がある。 

５ Under imminent threat 「差し迫った脅威の下」 

  「差し迫った脅威の下」は、さまざまな意味合いをもっており、正確に理
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解する必要がある。 

  「差し迫った」は、近い将来に暴力行為が確実に発生するという意味では

なく、例えば、潜在的な敵対者が暴力行為におよぶ意図を有していると見積

もられるならば、文民に対する脅威が存在すると判断することができる。 

  文民に対する暴力行為の脅威は、脅威が確認されたときから、脅威が存在

しないと確定できるときまで「差し迫った脅威」と判断される。 
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おわりに－「法規範を活用するための分析的視点」－ 

 

 これまで、国際人権法、国際人道法、安保理決議、勧告、国連の教育教材等

を通じて、国際平和協力活動に関わる法的な枠組みを説明するとともに、現場

における現実の問題として直面しうる蓋然性が高い内容については、事例問題

として、その解答の一例を説明してきた。これらの内容を通じて、活動を行う

上で、法規範に起因する様々な制約や慎重に配慮すべき事項が多く、煩雑な印

象を持たれたことと思う。また、本書全体の内容を通じて、平和構築は受入国

地域、そこに住む人々の置かれた状況に応じて何が適切であるかを柔軟に見直

しながら進めて行くべき、長いプロセスであるのに、これら法規範等を遵守す

ることだけにとらわれると、実際の活動が硬直するのではないかというジレン

マを感じられたのではないだろうか。しかし、ここで改めて強調したいのは

「法」の規制的側面に留意するのみならず、指揮官・幕僚として最も重要な任

務完遂のために必要な行動の正当性を裏付ける根拠、すなわち、法規範の「規

範」としての側面を利用するという視点を持つ必要があるということである。

換言すると、派遣部隊の任務分析、行動計画策定の際に、本書で紹介した法規

範を通じて「何ができないか」と同時に「何ができるか」を追求することが可

能である。このような視点から、最後に、全体の内容を確認してみたい。 

 最初に、「国際の平和及び安全の維持」のための現実的な活動として、（安

保理授権型）多国籍軍と国際平和維持活動があることを説明した。そして、

（安保理授権型）多国籍軍は、参加各国の自主的な活動が同一決議の元に一体

として行われるものであること、国際平和維持活動は、国連カントリーチーム

の活動をミッションの中に取り入れた統合ミッション型の第四世代 PKO に変

遷していることを説明した。 

 ここで統合ミッション型の PKO における軍事部門の役割について、考えて

みたい。国連軍司令部では、安保理決議のマンデートを基に、指揮官等の指針

等を取り込みながら、作戦計画を策定していくことになる。例えば、選挙や警

察部門改革などがマンデートとして記載されていた場合、軍人は、これは文民

部門の任務であって、軍事部門の任務ではないと捉えがちである。事実、国際

 



おわりに－「法規範を活用するための分析的視点」－  199 
 

平和協力センターで安保理決議から軍事部門の任務を導き出す課題を自衛官で

ある受講生に与えると、軍事部門に直接関係ないマンデートは他の文民部門等

の所掌の任務と判断して任務を切り捨てる受講生が大半である。しかし、統合

ミッション型 PKO においては、文民部門が統合されたことによって、軍事部

門が「ミッション全体」の安全の確保という任務を担うようになったことを考

えると、選挙であろうと、警察部門改革であろうと、文民部門が主体となって

活動している場合でも、その文民部門が安全に活動するために必要な支援を行

うことが軍事部門に求められることになる。つまり、伝統的に軍事部門が担っ

てきた活動という視点からマンデートを分析するのではなく、統合ミッション

型 PKO での軍事部門が果たす「安全の確保」という任務として採るべき行動

を考えなければ、合目的的・合理的な活動は行えないのである。 

第２章では、女性、児童及び避難民の保護について述べてきた。最初の女性

の権利で問題となるジェンダー格差に関してであるが、少なくとも自衛隊は他

の先進国の軍隊と比較して、ジェンダーに対する取組みが遅れているというこ

とを認識する必要がある。欧州の軍隊では既に司令部にジェンダーアドバイザ

ー（ジェンダー担当幕僚）が配置されており、ミッションを行う上で、ジェン

ダーの視点からの問題点について作戦計画立案の段階から分析を行っている。

また、アフリカの複数の PKO センターではジェンダー教育課程の設置、専門

家の育成に取組んでいる。これは平和構築の過程において、ジェンダーの問題

を解決することが大きなウェイトを占めているとの共通認識が高まってきてい

ることの証左である。もちろん自衛隊においてもジェンダーに関する問題を考

慮事項として認識しているが、自衛隊としての一貫した指針は未策定であり、

部隊及び教育機関を含めて専門家がいないのが実状である。ジェンダーに関す

る包括的指針の欠如に伴う問題点としては、ジェンダー差別の撤廃に視点が偏

りがちになり、かえって女性の権利をそこないかねないということである。例

えば、女性が家を守ることが慣習化している社会で、ジェンダー平等という視

点から安易に女性を雇用すると、雇用されなかった男性が、自分の雇用機会を

喪失させたとして、雇用された女性に対して危害を加えるという事例が発生し
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ている。この例が示唆するのは、ジェンダーというのは、安易に女性を優遇す

ることで達成されるものではなく、その社会・文化の中における女性の位置づ

けを改善しなければ平等を達成できないということである。したがって、派遣

される地域の社会・文化を十分に分析し、多種多様な要素を考慮しつつ、地域

社会における「人間開発」という視点からジェンダー平等の実現を志向してい

くということが重要である。 

児童の保護に関しては、PKO においては、児童が教育を受け、健全に生育

する機会を奪ってはならないという視点を重視し、児童の雇用を全面的に禁止

していることを説明した。このことに関し、貧しい国のやむにやまれぬ状況に

ある児童に車の窓拭きのような軽微な仕事を与えて、生活を支える術を手に入

れさせることがなぜいけないのかという疑問を持った方も多いだろうし、実際

に自衛隊が独自に国際平和協力活動するときも PKO と同様に児童の雇用は禁

止しなければならないのかと受け止めた読者もいると思う。ここで自衛隊が

PKO で活動する場合と自衛隊が独自に活動する場合の違いについて考えてみ

たい。PKO は児童の生活環境改善に取り組む第一義的責任を負う文民部門を

抱え、更に必要に応じて NGO との協力も行われることから、軍事部門として

独自に管轄外の問題にアプローチすることはかえってミッションの統一性を欠

く。したがって、国連が児童の雇用を一律に全面禁止したとしても、その社会

全体における児童の状況改善が達成されれば児童の雇用の問題は解決する。し

かし、例えば、イラクのような地域で自衛隊が独自に活動するときに、18 歳

未満の雇用を全面的に禁止した場合、それが正しい施策であるとは限らない。

復興支援という任務を考えるならば、ILO 条約に抵触しない範囲（例えば 16、

17 歳の児童）の中で、児童に仕事を与え、生活環境の改善を図っていくこと

は、現地における自衛隊に対する信頼性を高め、「復興支援」という任務を果

たす上でも非常に重要な意味を持つことになる。ここでも、法規範の規制的側

面を中心に考えるのではなく、常に任務を念頭において、その完遂のために法

規範を正当性の裏付けとして利用し、何が任務に資するのかという視点を忘れ

ないでもらいたい。 

避難民及び第 6 章で言及した文民の保護における重要な視点は「信頼性の確
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保」である。避難民及び文民の保護は、与えられた権限、人数、装備等の制約

の中で、保護対象者をどのように区別して、どのように保護するかが問題とな

る。人権侵害の現場に出くわし、加害者の人数の方が自己の部隊より大多数で

あった場合、加害者にやめるよう呼びかける、当事者に状況を確認する、継続

的に情報収集をするなど、被害者を見捨てないという形で「信頼性を確保」す

る必要があるし、受入国に所属する軍が加害者だった場合、国軍の上層部に連

絡をとって、加害行為を止めさせる、加害者を拘束して国軍に引き渡して国軍

内での処分を求めるなどの形で、当事国との「信頼性を確保」することが求め

られる。そして、この「信頼性の確保」という視点は、国連の重視事項でもあ

る。避難民の保護、文民の保護が問題になる場合、考慮要素は多岐にわたるこ

とから、絶対的な答えはないが、「信頼性の確保」の視点を保持し、ベストプ

ラクティスを試行し続けることが重要である。 

第４章の「非人道的な行為」についての重要な視点は「予防」である。現場

にいながら、「予防」できなかったのであれば、部隊のプレゼンスそのものの

意義も問われ、もちろん活動に対する信頼性も失墜する。非人道的な行為が起

きないよう、情報収集及び分析、未然防止のための措置など、予防のための視

点を常に持っていなければならない。人道状況の悪化が懸念される地域に派遣

される場合、上記の幅広い問題に対応する態勢を事前に準備し、わずかな徴候

に対しても反応し、状況の変化に対応できるよう継続的な分析を行うことが強

く求められることを覚えておく必要がある。 

 これまで、「国際の平和及び安全の維持」と「人権の保障」との関係を皮切

りに、平和を構築するためには、派遣先で活動を行う際に、現地住民の人権の

保障をすることが不可欠であることを述べてきた。特に平和維持要員による人

権侵害は断固として許されないことにも言及してきた。 

 ここで、繰り返しになるが、もう一度、「平和構築」における「人権の保障」

の必要性について強調しておきたい。 

 自衛隊は、日本国内では、東日本大震災を初めとする各種災害派遣を通じて、

国外では、PKO、特措法に基づくイラク等における活動、国際緊急援助活動な
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どを通じて、日本国民及び派遣先の現地住民から高い信頼性を得てきた。この

信頼性を得てきたのは、各国の軍隊と比較しても、遜色のない高い技能や装備

を基に任務を的確に行ってきたことが一因であることは間違いない。しかしな

がら、その影には、派遣された部隊の一人一人の隊員が派遣先国の住民に対す

る雇用等を初めとする人権に関わる問題に対して、試行錯誤を繰り返しながら、

誠実かつ献身的に取組み、現地住民の人権を保障することに対して十分に配慮

してきたことに他ならない。つまり、「平和構築」とは、ある特定の具体的ミ

ッションの完遂によってのみ達成されるものではなく、その活動に従事する一

人一人の行動をも合わせて、まさに「構築」されていくべきプロセスであると

いうことである。このことは、「平和構築」は、派遣部隊が派遣地域の土を踏

み出した瞬間から始まり、その地を出国するその時まで、その派遣部隊による

「平和構築」は継続されているということを意味している。 

 本書「人権の保障による平和構築」は、このような筆者の理解に基づき、現

場において住民と接する機会があり、海外派遣という重責を負う派遣部隊指揮

官、幕僚がまさに任務の成果を最大化し、また一部の人権侵害によってその成

果を失うことのないことを願ってまとめたものである。 

 執筆にあたっては、防衛省の部内の経験者及び部外の有識者等の知見等を基

に、可能な限り、具体的な事例を取り入れ、読者の理解を得られるよう努力し

たつもりであるが、不十分であるならば、それはひとえに筆者の力不足である。

また、本書の見解は、執筆者個人のものであり、防衛省及び統合幕僚監部の見

解を示すものではなく、内容に関する責任は執筆者個人に帰するものであると

いうことを明記しておく。 
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付論 安保理決議の読み方 

 

 国連憲章に規定のない現実的な活動として、PKO と（安保理授権型）多国

籍軍が活動していること（第１章）、条約、国連の行動規範を通じて、人権の

保障を図る取り組みがなされていること（第２～５章）について言及してきた。 

第６章においては、安保理決議の内容に、第１章から第５章まで説明した「活

動」「人権の保障」及び「文民の保護」等がどのように謳われているかについ

て説明する。 

 

１ 安全保障理事会決議におけるマンデートの重要性及び特色 

  ここでいうマンデート（mandate）は、安全保障理事会決議によって示さ

れる国連平和維持活動の任務をいう。 

  国際平和維持活動において、平和維持要員がマンデートを知ることは、マ

ンデートが①平和維持要員に作成が義務付けられている報告書等、任務遂行

上の基盤であり、②派遣先国における国連要員のプレゼンスの根拠となる国

際的な正当性を与えるものであることから、重要である。 

  マンデートは、紛争の形態や安全保障理事会が権限を与えた平和維持活動

の形態（伝統的、複合的、暫定統治）など、そのときの状況に応じて変化す

る。 

 

２ マンデートの具体例（安保理決議を読むためのポイント） 

  ここでは、実際に安保理が発出した南スーダン UNMISS 設置の安保理決

議を使用して、安保理決議を読むためのポイントを解説する。 

  安保理決議は、PKO だけでなく、テロ対策特措法、補給支援特措法、イ

ラク人道復興支援特措法及びソマリア沖・アデン湾における海賊対処活動の

根拠となっているものでもある。したがって、国際平和協力活動等に係る企

画立案部門で勤務する場合、同決議を読むためのポイントを知っておくこと

は、極めて重要である。 

  安保理決議の内容は、次のとおり、頭書、決議番号（暦年）、採択した会
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合名、主語、前文、主文によって、構成されている。 

安保理決議（1／8） 

 

頭書 

決議番号（暦年） 

採択した会合名 

主語 

前文 
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安保理決議（2／8） 

 

前文 
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安保理決議（3／8） 

 

前文 

主文 
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安保理決議（4／8） 

 

主文 
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安保理決議（5／8） 

 

主文 
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安保理決議（6／8） 

 

主文 
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安保理決議（7／8） 

 

主文 
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安保理決議（8／8） 

 
 

（１）頭書 

   本稿は、安保理決議の記述形式を説明するものであるが、参考として、

総会、経済社会理事会、事務局が発出する文書の頭書についても言及する。 

  ア 安全保障理事会が発出する文書 

 
    安保理決議の右側であるが、「S/RES/1996(2011)」と記されているが、

「S」は「安全保障理事会（Security Council）」を示している。

「RES」は「決議（Security Council Resolution）」を、「1996」は

「一連番号」、「(2011)」は「暦年」を示すものである。したがって、

「S/RES/1996(2011)」は、「2011 年に発出された安保理決議 1996」で

あるということを示している。 

    安全保障理事会が発出する文書としては、この他に「S/」の後の文字

に、「なし（直後に発出年度）」は事務総長報告（The report of the 

主文 
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Secretary-General on･･･）を、「PRST」は安全保障理事会議長声明

（Statement by the President of the Security Council）を示している。 

  イ 総会が発出する文書 

 

    「A/RES/65/164」は、「A」は「総会（General Assembly）」、

「RES」は「総会決議（General Assembly Resolution）」、「65」は

「総会の通常会期の通し番号」である。「165」は「発出文書一連番号」

である。 

    総会決議において「暦年」が記されていないのは、総会の通常会期は

年１回しか行われないため、「総会の通常会期の通し番号」があれば、

「暦年」がわかるからである。 

  ウ 経済社会理事会が発出する文書 

 
    「E/2001/78」は、「E」は「経済社会理事会（Economic and Social 

Council）、「2001」は「暦年」、「78」は「発出文書一連番号」を示

している。 

  エ 事務局が発出する文書 
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    「ST/SGB/2003/13」は、「ST」は「事務局（Secretariat）」、

「SGB」は、「事務総長告示（SG’s Bulletin）、「2003」は「発出暦

年」、「13」は「発出一連番号」を示している。 

（２）決議番号（暦年） 

 

   「Resolution 1996 (2011)」は「安保理決議 1996 号（2011 年）」を意

味する。 

（３）採択した会合名 

   「Adopted by the Security Council at its 6576th meeting, on 8 July 

2011」は採択した会合名を示しており、「第 6576 回安全保障理事会で採

択」を意味する。 

（４）主語 

   「The Security Council」が主語であり、斜体で標記される。主語の後、

前文、本文という形で文書が表記されるが、前文はコンマで区切られ、主

文は、セミコロンで区切られ、途中でピリオドが打たれることはない。つ

まり、「安全保障理事会」が主語の長い一文で表されている。 

採択した会合名 

主 語 
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（５）前文 

 
 

   主語に引き続き、前文が始まるが、前文の冒頭は斜体で分詞形で標記さ

れる。この分詞形は形容詞句であり、「安全保障理事会」がどういう活動

をしてきたかを示している。 

   特に安保理が過去決議した関連決議や根拠決議が表記されることが多い。

特に女性・児童の権利に関連する決議や文民の保護に関係する決議が示さ

れることが多い。これは、UN ミッションを行うにあたって、人権の保障

が不可分の関係にあることによるものだと考えられる。 

   この安保理決議では「児童と武力紛争に関する安保理決議」として、第

1612 号及び第 1882 号が、「武力紛争下の文民の保護に関する安保理決議」

として、第 1674 号及び第 1894 号が、「女性・平和・安全に関する安保

理決議」として第 1325 号、第 1820 号、第 1888 号、第 1889 号及び第

1960 号が示されている。これらの決議の概要については、第 2 章の「女

性の権利の保護」「児童の権利の保護」及び第５章の「文民の保護」にお

いて記述したとおりである。 

児童と武力紛争に関する安保理決議 

武力紛争下の文民の保護に関する安保理決議 

女性・平和・安全に関する安保理決議 

斜体・分詞形   ○：文をコロンで区切っている。 
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   前文の終盤部分において「Determinig」から始まる文書は安全保障理事

会による事態の認定である（憲章第 39 条参照）。 

   この安保理決議では「threat to international peace and security」とい

う表記がなされているが「国際の平和と安全への脅威」という事態の認定

を行っている。 

   前文の最後は「Acting under Chapter Ⅶ of the Charter of the United 

Nations」で「国連憲章 7 章下の行動」という形で示される。 

   PKO が国連憲章に表記されていない活動であることや、平和的解決と

強制措置の間の活動であることから、国連憲章第６章半の活動といわれる

こともあるのに、なぜ憲章７章下の行動と標記されるかというと、後に主

文の「マンデート」のところで、文民保護マンデートに限定して「必要な

あらゆる手段」行使権限を付与しているからである。 

（６）主文 

 

   主文は、冒頭は斜体で 3 人称単数現在である。これは主語が「The 

UNMISS 新設の決定 

SRSG 指名を歓迎 
斜体・３人称現在   ○：文をセミコロンで区切っている。 

国際の平和と安全の脅威 

国連憲章７章下の行動 
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Security Council」だからである。形容詞句として構成された前文の内容

は、これまでの安保理の対応が主な内容であったが、主文は、安保理が今

後どのような措置をとっていくかを示しているものであり、安保理決議の

内容をいち早く把握したい場合は、主文から読むとほとんどの重要な内容

を把握することができる。 

  ア 「1. UN ミッションの設置」及び「2. SRSG 指名の歓迎」 

    この例では、最初に「UNMISS」新設の「Decides」決定がなされて

いる。そして「SRSG」の指名を「Welcome」歓迎している。 

  イ 「3. マンデートの決定」 

 
    次に「Desides that the mandate of UNMISS…」という形で、安保

理決議で決定されたマンデートが標記される。 

    ここで示されているマンデートは次の 3 つに大別される。 

  （ア）「Support for peace consolidation and thereby fostering 

longer-term state-building and economic development」 

     「平和の強固のための支援及びそれにより長期の建国と経済的発展

を助長すること」 

 
  （イ）「Support the Government of the Republic of South Sudan in 
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exercising its responsibilities for conflict prevention, mitigation, 

and resolution and protect civilians」 

     「紛争の予防及び解決並びに文民の保護に対する南スーダン共和国

政府が責任を行使するときに、同政府を支援すること」 

 
  （ウ）「Support the Government of Republic of South Sudan, in 

accordance with the principles of national ownership, and in 

cooperation with the UN Country Team and other international 

partners, in developing its capacity to provide security, to 

establish rule of law, and to strengthen the security and justice 

sectors」 

     「国の主体的取組に従って、また、国連国別現地チームと他の国際

協力機関と協力して、安全を提供し、法の支配を確立しまた治安と司

法部門を強化するその能力を開発することで、南スーダン共和国政府

を支援すること」 
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  ウ 「4. 文民の保護マンデート実施に限定した必要なあらゆる手段行使

権限の付与」 

    前述の 3 つのマンデートのうち、特に注意しなければならないのは、

(b) の文民の保護マンデートである。なぜなら、「Authoraizes 
UNMISS to use all necessary means, within the limits of its capacity 

and in the areas where its units are deployed, to carry out its 

protection mandate as set out in paragraphs 3 (b) (ⅳ), 3 (b) (ⅴ), and 

3 (b) (ⅵ);」と文民の保護マンデート実施に限定して「必要なあらゆる手

段」行使権限を付与しているからである。 

 

    どういった場合に権限行使が認められているかというと 

 
    3 (b) (ⅳ) 「Advising and assisting the Government of the Republic 

of South Sudan, including military and police at national and local 

levels as appropriate, in fulfilling its responsibility to protect civilians, 

in compliance with international humanitarian, human rights, and 

refugee law;」 

    「国際人道法、人権法及び難民法に従って、文民を守る南スーダン共
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和国政府の責任を遂行するときに、適切な場合には、国及び地方のレベ

ルで、軍と警察を含めて、同政府に助言し、援助すること」 

 

    3 (b) (ⅴ) 「Deterring violence including through proactive 

deployment and patrols in areas at high risk of conflict, within its 

capabilities and in its area of deployment, protecting civilians under 

imminent threat of physical violence, in particular when the 

Government of the Republic of South Sudan is not providing such 

security;」 

    「その能力の範囲内とその展開地区内の、紛争の危険が高い地区で率

先した展開とパトロールを通じて、暴力を思いとどまらせること、とり

わけ南スーダン共和国政府がそのような安全を提供していない場合に、

身体的暴力の差し迫った脅威の下で文民を保護すること」 

 
    3 (b) (ⅵ) 「Providing security for United Nations and 

humanitarian personnel, installations and equipment necessary for 

implementation of mandated tasks, bearing in mind the importance 

of mission mobility, and contributing to the creation of security 

conditions conductive to safe, timely, and unimpeded humanitarian 

assistance;」 

    「任務の機動性を念頭において、委託された任務の履行に必要な国際

連合及び人道支援要員に対する安全、設備と装備を提供すること、並び

に安全、時機を得たかつ支障のない人道支援に資する治安条件の創設に
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寄与すること」 

  エ 要員の保護 

 
    「事務総長と南スーダン共和国政府が、国際連合要員および関連要員

の安全に関する条約の下での法的保護の範囲に関する総会決議 58/82 を

考慮しつつ、本決議の採択から 30 日以内に、部隊の地位協定を締結す

ることを要請し、またかかる協定締結までは、1990 年 10 月 9 日付の部

隊のモデル地位協定（A/45/594）が暫定的に適用されることを決定する」 

    この地位協定の内容を把握することの重要性とモデル地位協定の具体

的な項目については、第 4 章で述べたとおりである。 

  オ 効力の発生 

 

    「本決議は、2011 年 7 月 9 日から効力を有することを決定する」 

  カ 結語 

 

    「Decides to remain actively seized of the matter.」は安保理決議の

慣用的な締めくくりであり、「引き続きこの問題に積極的に関与してい

くことを決定する」というものであり、事態の展開により、安保理とし

ていつでも対応する用意があることを示している。 

    そして、最後はピリオドで終わりとなる。

ピリオドは結語にのみ使用 
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コラム 安保理決議において使用される表現 

 

○安保理決議によく使われる表現とは？ 

 安保理決議には、似たような文言を使用されていると感じる人も多いと思う

が、同じ内容の用語を使用していても、その表現の強弱をめぐって、さまざま

なロビーイング（投票工作）等が行われており、その調整の結果が決議文とな

っている。 

 以下、前文と主文でよく使われる表現について、説明する。 

１ 前文によく使用される表現 

  Acknowledging 確認しつつ 

  Affirming 強く支持しつつ 

  Alarmed by ことは重大との危機感を募らせつつ 

  Aware of  認識しつつ 

  Approving 是認し、承認しつつ 

  Confident that 〜という確信のもと 

  Bearing in mind  念頭におきつつ 

  Believing 信じつつ 

  Deploring 慨嘆しつつ、遺憾だとの思いを抱きながら 

  Expecting 期待しつつ 

  Expressing its appreciation 賞賛の意を表明しつつ 

  Expressing its satisfaction 満足の意を表明しつつ 

  Fully alarmed きわめて強い危機感を抱きながら 

  Fully aware that  十分認識しつつ 

  Fully believing  全面的に信じつつ 

  Fulfilling 充足しつつ、義務を履行しつつ 

  Further deploring 重ねて慨嘆しつつ、遺憾に思いながら 
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  Noting in appreciation 肯定的に評価する立場からのこのことに留意し

つつ 

  Noting with approval 肯定的にこのことに留意しつつ 

  Noting with deep concern 深い懸念と共にこのことに留意しつつ 

  Noting with regret 遺憾の念をもってこのことに留意しつつ 

  Noting with satisfaction 満足した気持ちでこのことに留意しつつ 

  Observing 認識する 

  Pointing out 指摘しつつ 

  Reaffirming 改めて確認しつつ 

  例えば、専門会議の報告書に言及する場合を一例として取り上げると、 

  Noting the report prepared by the Group of Experts...を強調した形とし

て、Noting with appreciation the report prepared by the Group of 

Experts...が使用される。さらに Noting with appreciation より強調したい

場合には、appreciation に代えて、satisfaction が用いられ、 

  Noting with satisfaction the report prepared by the Group of Experts... 

  となる。さらに強調したい場合には、satsifaction を deep で強めて、 

  Noting with deep satisfaction the report prepared by the Group of 

Experts...となる。 

２ 主文によく使われる表現 

  Accepts 受諾する 

  Affirms 支持する、是認する、確認する 

  Appeals 呼びかける（call for と並んで、invite を強めたもの） 

  Approves 承認する 

  Asks 要請する 

  Authorizes 承認する 

  Calls for 求める（appeal と並んで、invite をもっと強めたもの） 

  Condemns 非難する（国連総会の決議で使用されることはあまりない） 

  Congratulates 祝意を述べる 
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  Confirms 確認する 

  Considers 考慮する 

  Decides 決定する（行動をとるときの言い方である点で declare と異なる） 

  Declares 宣言する 

  Demands 要求する（みずから行動する権限のない国連総会の決議では

使われず、condemn 同様、もっぱら安保理の決議で使われる言い方であ

る） 

  Deplores 遺憾に思う 

  Designates 指名する 

  Emphasizes 強調する 

  Encourages 奨励する 

  Endorses 支持する 

  Expresses its hope 希望を表明する 

  Further proclaims これに加えて〜と宣言する 

  Further reminds これに加えて〜につき注意を喚起する 

  Further recommends これに加えて〜を勧める 

  Further resolves これに加えて〜と決定する 

  Further requests これに加えて〜を要請する 

  Has resolved これに加えて〜かく決定する 

  Hopes 希望する 

  Notes 留意する 

  Invites 呼びかける（国連加盟国に行動をとるよう呼びかけるときに使わ

れる） 

  Proclaims 宣言する 

  Reaffirms あらためて確認する 

  Recommends 勧告する 

  Reminds 念を押す 

  Regrets 遺憾に思う 

  Requests 要請する（事務総長に行動を取るよう求めるときに使われる） 
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  Resolves 決定する 

  Seeks 求める 

  Solemnly affirms 厳かに確認する 

  Strongly affirms 断固支持する 

  Strongly condemns 強く非難する 

  Strongly urges 強く促す 

  Supports 支持する 

  Suggests 提案する、提示する 

  Takes note of 意に留める、留意する 

  Trusts 信頼する 

  Urges 促す（国連総会の決議用語としては一番強い表現とされている） 

  Welcomes 歓迎する 

  ここに列挙された動詞は、ニュアンスの違いないし強弱があり、urges 、

condemns あるいは declares といったきつい響きを持つものは、危機管理

を担う安保理で使うのが普通で、同じ国連内でも他の委員会で使うことは滅

多にないと言われている。 

  こうした強弱は単語レベルだけでなく、その単語を使った言回しにおいて

も使われている。同じ単語を使っていても以下で見るとおり、形容詞を加え

たりして「強度」を高めて行くということが行われており、決議の対象とな

る事態が深刻になっていくにつれ、変化していくことになる。 

  Notes with concern（懸念をいだきながら留意する） 

    ↓ 

   Expresses its concern（懸念を表明する） 

     ↓ 

    Expresses its deep concern（深い懸念を表明する） 

      ↓ 

      Deplores（遺憾の意を表明する） 

       ↓ 
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       Strongly deplores（強い遺憾の意を表明する） 

        ↓ 

        Condemns（非難する） 

  実務家は、このように段階的に強くなっていくパターンを、crescendo と

呼んでいる lxxxiii。 

lxxxiii http://eng.alc.co.jp/newsbiz/hinata/2006/10/post_294.html（2014 年 3
月 30 日 09:30 閲覧） 
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